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まえがき 

 

このカントリーレポートは，当研究所の研究者が世界の主要各国について農業・農政の分析

を行った成果を広く一般に提供するものである。  

当研究所においては，平成19（2007）年度から，単年度の「行政対応特別研究」の枠組みの

下で毎年カントリーレポートを作成・公表してきたが，平成25（2013）年度からは，研究の枠

組みが3年度にわたる「プロジェクト研究」に移行した。一期目のプロジェクト研究は平成27

（2015）年度に終了し、平成28（2016）年度から二期目を実施することとなった。  

二期目の「主要国の農業戦略と世界食料需給の横断的・総合的研究」においては，一期目に

引き続き，我が国の農業政策立案や食料需給の観点から重要な国・地域を対象として，農業政

策とその背後にある戦略や食料需給動向の把握・分析を行うとともに，多くの国々が相互の関

係を深め，共通あるいは関連する課題を抱えるようになっている現状に鑑み，これまでの各国

単独での分析に加えて，地域や課題のまとまりを捉えて，関係国相互の関係や立場の違いの横

断的な把握に新たに取り組むこととした。また，主要国・地域の分析と世界食料需給見通しと

の連携の強化を通じて，一層的確な需給見通しの策定に努めていくこととしている。  

本レポートは，農林水産政策研究所における研究成果をまとめたものであるが，学術的な審

査を経たものではない。農林水産政策研究所では今後も海外農業情報の収集・分析を充実させ

る方針であり，広範の読者の方より，御指導・御指摘を賜れば幸いである。 
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第１章 タイ 

－復活する農業保護政策と干ばつの影響－ 

 

井上 荘太朗  

 

１. はじめに 

 

2014 年のクーデター後，定められた暫定憲法の第 44 条に基づいた，多くの強権的な政

策が実施されているものの，タイ社会は平静を保っており，2016 年 8 月には新しい憲法草

案が国会で認められた。クーデター前後の社会混乱から，タイに対する外国投資が縮小した。

また，2011 年の大洪水以降は逆に，連続して干ばつに見舞われた。そして 2016 年には崩

御したプミポン国王の喪に服するために，経済需要は縮小した。こうしたことから，近年の

タイ経済は近隣の ASEAN 諸国に比べて，低い成長率が続いている。 

プラユット政権は，クーデター後，直ちに担保融資制度を廃止し，コメについて価格支持

も所得保証も行わないことを表明した。農業政策は，一気に保護的な色彩を弱め，大きな政

策転換が図られたとみられた。しかし，政権は農業保護政策を徐々に拡大してきた。2014

年には一時金の支払いが行われ，結果的には農家所得保証制度での財政支出に近い水準の

財政負担が行われた。また 2015 年には，香り米農家に出荷を遅らせることを条件に，実質

的な買い上げを行う（農場）担保融資制度が導入された。そして 2016 年の 11 月以降は，

農家による籾米保管に形を変えた新しい担保融資制度が，香り米だけでなく，すべての種類

のコメに適用されることになった。 

本章では，2016 年のタイの政治経済と農業・農政の動向を取りまとめて報告する。まず，

新憲法の制定を中心とした 2016 年の政治情勢を整理する。続いて近年の情報に基づいて，

タイの経済が停滞気味に推移していることを明らかにする。そして主要な農産物の価格と

生産動向を統計情報に基づいて整理する。そして農業政策では，コメの価格・所得政策を中

心に述べ，トウモロコシの価格・所得政策も簡単に紹介する。最後に，タイの農産物輸出に

ついて，統計データを整理し，その特徴を述べる。 
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２. 政治経済の動向 

 

（１） 政治動向 

 

タクシン派と反タクシン派の対立構図で捉えられてきたタイの政治情勢は，2014 年のク

ーデター以来，軍政という新たな局面に入っている。2014 年 7 月 22 日に国家平和秩序維

持評議会（NCPO）が大きな権限を有する暫定憲法が公布された。この憲法による，軍部

の権限の強い仕組みのなかでも，特に注目されたのが第 44 条の規定である。この条項に

基づけば，NCPO の議長は，国の安全保障を脅かすおそれがあると判断した場合，NCPO

の合意を得て，行政，立法，司法に関わるいかなる命令をも発することができる。ここで

いう安全保障は，治安・外交にとどまらない幅広い解釈が可能であり，命令時に内閣や立

法議会の同意は必要とされない。2016 年に入ると，第 44 条による強権が発動される件数

が増加したため，専門家は，政権に対する監視機構が機能しないことや，立法システムの

弱体化につながることを問題視している1。 

こうした軍による強権支配体制はサリット政権時代に時計の針を逆戻りさせるものであ

り，今後永続的に維持されるものではないであろう。今後，暫定憲法下で起草される新憲

法の下で総選挙が実施され，民主的に選ばれた内閣による政治体制に移行することが表明

されている。しかし，新憲法の制定とそれに基づく総選挙の実施は，延期され続けた。

2014 年のクーデター後には，総選挙を 2015 年 10 月にも実施することが計画されたが，

総選挙の前提となる新憲法の成立は遅れ続け，結局 2016 年 8 月にようやく国民投票によ

り，新憲法草案が確定することとなった。新憲法草案のための国民投票の遅れをもたらし

た大きな争点が，首相選出に関わる上院の役割である。新憲法では上院は全議席が国家評

議会の任命によるものとされている。したがって，民主的選挙で選ばれない上院議員が首

相任命に大きな力を持つことには抵抗が強かったのである。 

草案は，当初 5 年間は上院（定数 250）の 6 議席を国軍最高司令官などの軍・警察のトッ

プに与え，残る全議席も現在の軍政が選ぶことになっている。また非民選の首相の就任も可

能となっており，民選で多数派となった下院の政権を上院がけん制する仕組みとなってい

る。タイの政治体制は，長い民主化のプロセスを経たものの，再び，軍の強い影響力の下に

戻る形となったのである。この憲法草案は，国民投票で賛成多数を得て，新憲法草案は国王

に提出されることとなった。 

2016 年 10 月のプミポン国王の崩御によりに新国王となったワチラロンコン国王が，国

王に関わる条項の一部の修正を求めたため，新憲法草案が国会に提出されるのは，2017 年

となった。現時点ではタイの総選挙は 2018 年までは行われない見通しである。 

  

【インラック旧政権閣僚らの訴追】 

一方，国家立法議会は，クーデターによって職を追われたインラック前首相に対して，担

保融資制度に関する職務怠慢で国家に損害を与えたとして，弾劾を可決した（2015 年 1 月）。
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その結果，インラック氏は政治活動が 5 年間禁止されることとなった。さらに検察庁は，イ

ンラック前首相を，担保融資制度をめぐる職務怠慢の容疑で刑事事件として起訴すること

を決定した。この場合，有罪になると最長 10 年の実刑判決の可能性もあるとされる。その

後も，現政権は多額の賠償請求を，前首相を含む前政権の閣僚らに求めている。また多くの

公務員も責任があるとされたが，訴追は免れることとなった。こうしてタイでは，タクシン

派と反タクシン派との間の政治対立が，社会に大きな亀裂をもたらす状況は継続している。 

 

第 1表 2015 年～2017 年 1 月のタイの政治動向 

 

資料：各種新聞報道より筆者作成．

年 主な出来事

2015

1月　国家立法議会（NLA)がコメ担保融資制度をめぐる職務怠慢で、インラック前首相の弾劾可

決。政治活動は5年間禁止。刑事告訴へ。前下院議長と元上院議長の弾劾は否決。
4月　戒厳令解除。 

4月　新憲法草案が審査開始。
4月　ASEANが岩礁埋め立てで中国をけん制する議長声明。

5月　国家立法議会（NLA)が、政府在庫米の政府間取引における不正により、ブンソン元商務相
ら3人の弾劾可決。

5月　ロヒンギャ漂流問題でインドネシア政府と一時保護合意。
5月　憲法草案に暫定内閣と国家改革評議会（NRC)が多数の項目に削除・修正要求。

5月　2016年9月に総選挙実施を暫定首相表明。
6月　干ばつ対策で3億円追加支出承認

7月　街頭デモの申請義務化

8月　ASEAN外相会議で南シナ海問題が議題に
8月　集会規正法施行。集会を行う場合24時間前までに警察への申請が必要に。

8月　改造内閣発足。
9月　国家改革評議会（NRC)が新憲法草案を否決。非議員の首相容認、内閣と国会を上回る委員

会の設置などへの強い反対。
10月　タクシン元首相に逮捕状。

11月　ASEAN拡大国防省会議で共同宣言採択できず。
11月　TPP参加意思を副首相表明。

11月　中タイ空軍が初の合同演習。
12月　駐タイ米大使を聴取、発言が不敬罪か。

2016

1月　暫定首相が憲法草案否決でも2017年に総選挙実施と表明。
2月　憲法草案公表

2月　米ASEAN首脳会議で対中国で協調できず。
2月　ASEAN外相会議で中国批判。

3月　新憲法草案完成。国民投票へ。非議員の首相就任の容認、上院議員の首相選出への介入な
どに、プアタイ党や民主党反発。

5月　ムーディーズがタイ経済のリスク要因として政情不安、家計債務、消費低迷をあげ、外国
直接投資や経済状況にマイナスであることを指摘。

6月　ASEAN中国外相会合が南シナ海問題で決裂。
6月　プアタイ党による新憲法草案の国民投票監視センターの開設を警察が阻止。

6月　ミャンマーのスー･チー氏訪タイ。ASEAN重視の姿勢示す。不法滞在者抑止で首相と合意。
8月　新憲法草案の国民投票、約61％が賛成で正式承認へ。投票率は約55％。任命上院議員の首

相選出権も賛成が約58％。
8月　前首相、コメ担保融資制度をめぐる職務怠慢について裁判で無実を主張。損失は倉庫の責

任と釈明。

8月　首相が国家平和秩序評議会議長として、憲法44条によりバンコク知事の職務停止。
9月　新憲法修正案で、任命上院議員は新憲法公布後の５年に限って首相指名の投票権を有する

が、首相候補を選出する権限は与えられない旨を憲法裁判所が審議開始。
10月　中国政府の要請で香港でも指導者の入国を拒否。

10月　憲法起草委員会が最終案を首相に提出。
10月　プミポン国王崩御。

10月　プレム前枢密院議長が暫定摂政に就任。
10月　首相がバンコク知事を解任。

11月　コメの担保融資制度で公務員6,000人に不正の疑惑ありと、法務相が発表。
12月　ワチラロンコン新国王即位。プレム摂政が枢密院議長に就任。

12月　新国王による初の恩赦で3万人釈放。
12月　内閣改造

2017
1月　新国王が新憲法の国王の権限条項に関して修正要求。国内不在時に摂政を置く条項の緩和

求める。
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（２）財政・経済の動向 

 

１）経済 

【経済の減速傾向】 

 近年のタイ経済の動向を振り返っておこう。第１図は近年のタイの GDP 成長率の推移を

示している。1997 年以前，タイ経済は海外からの大規模な投資を受けて空前の好景気を謳

歌した。しかし 1996 年に景気が減速し，貿易収支が赤字に転換すると，1997 年 5 月から

ヘッジファンドが通貨バーツ2を大量に売り浴びせ，中央銀行は防戦しきれず，バーツは半

年ほどでその価値を半減させた。海外からの資金は急速に流出し，株式と不動産の価格が暴

落し，IMF の融資条件である財政支出の削減と金利引き上げにより，景気は急激に悪化し

た。 

2002 年以降はタクシン政権下での経済拡張政策が効果をあげ，高い経済成長が継続した。

タクシン氏は2006年にクーデターで放逐されたが，タイ経済がマイナス成長となったのは，

2008 年のリーマンショックにより輸出が急速に減少した時期である。2010 年には成長率

は回復したが，2011 年は中央部の大洪水により経済成長率は低下した。2012 年にはインラ

ック政権による拡張的な経済政策がとられたことから，GDP 成長率は上昇したが，その後，

干ばつや政治的混乱から外国投資が減少し（第２図），経済成長は停滞する。 

2014 年のプラユット現首相を中心としたグループによるクーデターが発生し，社会的混

乱は沈静化しているが，こうした政治情勢が海外投資にマイナスに影響している。タクシン

政権下で急速に拡大した外国との自由貿易協定も，クーデター発生により，拡大の機会を失

することとなった。EU との FTA 交渉も中断し，経済成長のための重要な戦略の手が縛ら

れている。また，EU の一般特恵関税制度（GSP）の変更に伴い，タイは GSP 国の立場を

失い，今後も一層厳しい国際競争の中におかれることになる。 

四半期データでみると，近年において最も GDP の動向に大きな変動があったのは，2008

年第 2 四半期から急速に後退が始まり，対前年同期比でマイナスが続いたリーマンショッ

クの時期と， 2011 年の第 4 四半期に対前年同期比でマイナス 6％の大幅減となった中央部

の大洪水の時期である（第３図）。しかし 2013 年の後半から激化した政治的な混乱から，

2014 年には投資の減少が目立ち，GDP 成長率は低い水準で推移している。国内総支出の内

訳を見ると，固定資本形成が 25％程度で推移しており，40％を超えている中国に比べると，

国内での投資が低調となっていることがわかる（第 4 図）。国内総支出の成長率を見ると，

2013 年以降，民間，政府とも最終消費支出の成長率は低調であり，また総固定資本形成の

成長率も限られている（第 5 図）。このようにマクロの経済成長が全般的に低調な中で，2015

年に就任したソムキット副首相は，前政権で経済政策を担っていた存在であり，同副首相に

よる経済運営が期待されている。 

近隣の ASEAN 諸国に比べても，タイの経済成長率は低水準で推移している。年率で 3％

程度の経済成長では，このまま「中進国のわな」と呼ばれる経済停滞に捕らえられるおそれ

もある。ただしタイでは，プミポン前国王の唱導した「充足経済（セタギット・ポーピアン，
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英訳は Sufficiency Economy）」という考え方がしばしば重視される。これは過剰な利益追

求と消費を戒め，適度な発展を志向する経済思想である。急速な経済成長路線に否定的なス

タンスを取るこの思想は，あくまで抽象的なものであるが，1998 年以降，国家経済開発の

5 カ年計画でも毎回中心的な考え方に位置づけられている。充足経済の思想から見れば，現

在の経済減速状況は，必ずしも危機的とは捉えられないのかもしれない。なお農業では，充

足経済思想に基づいた小規模複合的な農業経営が「新理論」農業モデルとして普及が図られ

ていて，特に大きな影響が生まれる可能性がある。 

  

第 1図 実質 GDP 成長率の推移 

資料：Bank of Thailand． 

 

 

第２図 海外直接投資の動向（百万 USドル） 

資料：Bank of Thailand． 

注：全部門の海外直接投資の純増減（net flow of FDI）．正値は投資の増加に関わる各種取引が投資の減少に関わる各

種取引よりも大きいことを意味する（負値は逆）． 
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第３図 GDP の対前年同期伸び率（四半期，%） 

資料：Bank of Thailand． 

 

 

第４図 国内総支出の内訳の推移 

資料：Bank of Thailand． 
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第５図 国内総支出成長率の内訳の推移（%） 

資料：Bank of Thailand． 

 

【為替レート】 

近年のタイの通貨バーツの対 US ドルの為替レートをみると，2012 年後半から 2013 年

前半にまで 1 ドル 29 バーツ周辺までバーツ高が進んだが，2013 年中盤以降は，バーツ安

傾向で推移した。ただし 2016 年は反転し，バーツ高に振れている（第６図）。 

【消費者物価指数】 

2015 年以降，タイの消費者物価指数は低下傾向を示している。2008 年に急激なインフレ

そして 2009 年の極端な物価低下，さらに 2009 年第 4 四半期以降の急激な回復という乱高

下を経験した後，4％を超えるインフレ率が継続した。しかし 2011 年の洪水以降，2012 年

の上半期には，インフレ率は低下した。さらに 2013 年以降，消費者物価指数の上昇率は低

下し，特に 2015 年から 2016 年にかけて，対前年同期比で，マイナスを記録している（第 

７図）。 

【金利】 

タイの政策金利（翌日物レポ金利）は，2011 年 8 月のインラック政権以降，2013 年まで

引き下げが続いている（第８図）。2014 年はクーデター後も金利は 2％に据え置かれ，さら

に 2015 年以降は，1.5%に据え置かれている。それにあわせて市中金利も低い水準で推移し

ている（第９図）。 
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第６図 為替レート（タイバーツ/US ドル）の推移 

資料：International Financial Statistics, IMF より筆者作成． 

 

 

第７図 消費者物価指数の対前年同期変化率（%） 

資料：International Financial Statistics, IMF． 
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第８図 政策金利（翌日物レポ金利）（％／年） 

資料：IMF, IFS．  

 

  

第９図 市中金利の動向(%) 

資料：Thailand’s Macro Economic Indicators, Bank of Thailand．  
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２）財政 

2017 年度（2016 年 10 月～17 年 9 月）予算は，歳出が 2 兆 7,330 億バーツ，収入が 2 兆

3,430 億バーツで，390 億バーツの国内借入れを行う赤字予算となった（第 2 表）。これは

13 年連続の赤字編成である。 

2017 年度の収入は，前年比 1.8％減の見通しである。経済成長率の減速や，インラック政

権による法人税率引下げの影響から，法人税収は減少傾向にある。 

第２表 政府予算の概要 

（単位：100 万バーツ） 

資料：2016 年，2017 年の国家予算概要書による． 

項目

金額 対前年増減(%) 金額 対前年増減(%) 金額 対前年増減(%)

歳出額 2,575,000.0 2.0 2,776,000.0 7.8 2,733,000.0 -1.5

歳出の対GDP比（％）

- 経常支出
対総予算比（％）

- 国庫補填支出

対総予算比（％）

- 資本支出
対総予算比（％）

- 元本返済
対総予算比（％）

19.1

2,027,858.8
78.7

41,965.4

1.6

449,475.8
17.5

55,700.0
2.2

0.5

212.6

1.9

5.4

19.8

2,127,778.9
76.7

21,875.1

0.8

564,354.3
20.3

61,991.7
2.2

4.9

-47.9

25.6

11.3

18.4

2,102,941.3
76.9

-

-

548,871.9
20.1

81,186.8
3.0

-1.2

-100.0

-2.7

31.0

歳入額 2,575,000.0 2.0 2,776,000.0 7.8 2,733,000.0 -1.5

歳入の対GDP（％）
- 収入
- 国内借入金

20.4
2,325,000.0
250,000.0

2.2
-

19.8
2,386,000.0
390,000.0

2.6
56.0

18.4
2,343,000.0
390,000.0

-1.8
-

国内総生産（GDP) 13,451,000.0 2.3 14,034,300.0 3.7 14,876,300.0 6.0

2016年度 2017年度2015年度
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３．農業（水産業）の動向 
 

（１） 経済全体における農業 

  

農業（水産業を含む）の経済全体に占める地位を，GDP の観点から見ておく。第 1 次産

業は長らくタイ経済を支えてきたが，長期的に見ると徐々にそのシェアを減らしている。

1998 年のアジア通貨危機の際には，バーツの下落から農産物の輸出額が伸張し，第１次産

業が GDP に占める比率はその後 9%を超える割合の年が続いた。しかし 2000 年には 9.2％

を占めていた同比率は，タイの非農業部門の経済が拡大する中で徐々に低下を続け，2015

年には 6.6％まで低下した（第 10 図）。 

経済成長への寄与度で見ると，近年では農産物価格の好調だった 2008 年には，他産業が

リーマンショックの輸出減から停滞し，全体の GDP 成長率が 1.7%にとどまったうちの

0.3％を第１次産業が占めており，この時期については，同産業部門の成長の重要性が相対

的に高まった（第 11 図）。 

 

 

第 10図 GDP に占める産業別比率の推移（％） 

資料：Bank of Thailand より筆者作成． 
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第 11図 GDP 成長率への寄与度の推移（％） 

資料：Bank of Thailand より筆者作成． 

注．寄与度は，各産業の伸び率にその構成比を乗じたもの．寄与率は，寄与度を全体の伸び率で除したもの．以下の計

算式による． 

全体を T としその内訳部分を P としたとき 

    P の寄与率＝内訳部分の P の増減（ΔP）変化／全体の増減（ΔT） 

          ＝（ΔP／T）／（ΔT／T） 

          ＝（ΔP／P・P／T）／（ΔT／T） 

          ＝（内訳部分の P の伸び率×P の構成比）／全体 T の伸び率 

ここで，（内訳部分の P の伸び率×P の構成比）を寄与度と言う．寄与率はこれを百分比で示したもの． 
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（２） 主要作物の生産と価格の動向 

 

１）コメ 

近年のタイのコメ生産は政府による市場介入と，洪水，干ばつによって，大きく変動して

いる。コメの農場価格（全体）はインラック政権による担保融資制度が実施された初年であ

る 2011 年に 12,127 バーツ/トンと史上最高水準となった。しかし 2014 年には 9,000 バー

ツ/トンを下回るまで低下した。一方，生産量は 2011 年に 3,800 万トンまで増加した後，急

速に減少した（第 12 図）。特に 2014 年，2015 年の干ばつによる影響も大きい。 

雨季作の動向は，コメ全体の動きとほぼ同様であり 2011 年に価格は最も上昇し，生産量

も当時の史上最大となった（第 13 図）。一方，政策の影響をより強く受けたのは，乾季作で

ある。乾季作は，インラック政権の担保融資制度の恩恵を強く受けた。乾季作米の価格水準

は，2008 年の国際市場における価格急騰時の水準こそ下回っているが，担保融資制度によ

り 2012 年，2013 年の価格は高い水準となり，生産量も最大となった。そして担保融資制

度が廃止された 2014 年以降，干ばつの影響で作付けが制限されたこともあり，2015 年の

生産量は約 400 万トンと 2012 年の 1,200 万トンに比べておおよそ 3 分の 1 にまで低下し

ている（第 14 図）。 

 

 

第 12図 コメ（雨季作＋乾季作）の生産量と価格 

資料：Agricultural Statistics of Thailand． 
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第 13図 雨季作米の生産量と価格 

資料：Agricultural Statistics of Thailand． 

 

 

 

第 14図 乾季作米の生産量と価格 

資料：Agricultural Statistics of Thailand． 
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２）トウモロコシ 

タイの飼料需要は堅調であるが，トウモロコシの農場価格は 2012 年に 9.34 バーツ/kg の

高値を記録して以降，近年は 7 ドル程度まで低下している。その結果，作付けが減少し，ト

ウモロコシの生産量は 2011 年の 497 万トンをピークとして，2015 年まで緩やかに減少し

ている。 

 

 

第 15図 トウモロコシの生産量と価格 

資料：Agricultural Statistics of Thailand． 

 

３）キャッサバ 

 キャッサバの価格は，生産量の減少により 2010 年に 2.68 バーツ/kg の高値を記録した。

その後，生産量は回復し，3,000 万トンを超えて推移している。価格は，2 バーツ/kg で推

移している。2015 年は，生産量は微減であるが，価格が低下し，総生産額は大幅に減少す

ると見込まれる。 

 

 

第 16図 キャッサバの生産量と価格 

資料：Agricultural Statistics of Thailand． 
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４）サトウキビ 

 サトウキビの価格は 2012 年をピークとして，過去 5 年間，低下傾向にある。生産量は一

貫して増大を続けている。特に 2014 年以降は，コメからサトウキビへの転換が政府によっ

て奨励されていることが背景にある。また政府によるバイオエタノールの振興政策により，

エタノール需要が拡大している。2016 年におけるバイオ燃料用サトウキビの年間需要は，

100 万トンと見込まれている3。 

 

第 17図 サトウキビの生産量と価格 

資料：Agricultural Statistics of Thailand． 

 

５）パームやし（アブラヤシ） 

 世界的なパーム油需要の増大により，パームやし（アブラヤシ）果実の価格は 2011 年の

5.34 バーツ/kg にまで上昇した。しかしその後，供給量が増加したため，2013 年にはパー

ムやし果実の価格は，3.54 バーツ/kg まで低下した。一方，パームやしは多年生の作目のた

め，価格が低下しても生産量の増加は続き，2014 年には 1,200 万トンを超えた。しかし 2015

年には，単収が約 30%急減し，大幅な減産が見込まれている。 

 

 

第 18図 パームやしの生産量と価格 

資料：Agricultural Statistics of Thailand． 
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６）パラゴム 

 アジア地域では，特に中国における自動車市場の拡大を背景として，タイヤ用のゴム需要

が急増した。この需要増に牽引されて，パラゴムの価格は 2010 年と 2011 年に急上昇した。

こうした価格上昇を受けて，作付面積が拡大し，2012 年以降，パラゴムの生産量は急増し

た。一方，タイのみならず中国などでも供給が増大したため，2012 年以降，パラゴムの価

格は急速に低下し，2015 年の価格は 44.17 バーツ/kg と 2011 年の 124 バーツ/kg の 3 分の

1 程度になっている。そのためタイ政府はゴム農家に対する支援策を実施するようになって

いる。 

 

 

第 19図 パラゴムの生産量と価格 

資料：Agricultural Statistics of Thailand． 
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４. 農業政策 

 

（１） コメの価格・所得政策の展開と概要 

 

2014 年のクーデター以来，現政権でのコメ政策は，毎年のように内容が変更されている。

本節では，価格・所得政策を大幅に拡大したタクシン政権期から，現政権に至るまでのコメ

に関する価格・所得政策を簡単に紹介する。そして現在の生産量削減の動き，貿易政策，

WTO への補助金通報，作物保険導入の動きを紹介する。 

 

１）政策の展開 

タクシン政権以降の，いずれの政権においても，コメ政策は重要政策と位置づけられてき

た。政策展開の経過を辿ると 2001 年から 2006 年のタクシン政権では，担保融資制度が拡

充され，それまでの収穫期の価格低下の抑止から，価格支持による所得再配分へと政策の実

質的な目的が変更された。その後，スラユット政権下で農業保護政策としての規模は縮小し

たが，タクシン派のサマック政権下で，再び融資価格が引き上げられ，契約数量も増加した。

その結果，財政支出は増大し，WTO での約束水準を超える可能性も生じた。民主党政権時

のアピシット政権では，農家所得保証制度という名称で，保証対象の上限量を設定した不足

払い政策が実施された。この政策についてタイ政府は生産量にリンクしていない政策であ

り，WTO 協定上問題はないと主張していた。しかし，実際の支払額は生産量にリンクして

いると考えることも可能であり，その場合，この政策は WTO 協定上の黄色の政策と見なさ

れ，約束された AMS の水準を超えることになる。 

2011 年に登場したインラック政権では，この所得保証政策を廃止し，担保融資制度を復

活させた。これは実質的には，市場価格よりも 40％程度高い水準でのコメの買取り制度に

他ならなかった。この制度の下で政府は購入したコメを融資価格より安い価格で輸出に回

すことができなかった。そのため輸出収入を得ることができず，融資資金は急速に枯渇した。

そして同制度は 2 年で破綻に至った。2014 年にクーデターを起こして政権に就いた現在の

プラユット政権は，5 月のクーデター直後に担保融資制度を廃止した。そして，投入財価格

の引き下げなど，矢継ぎ早に政策変更の対応を行った。 

だが，プラユット政権でもコメへの政府介入は継続している。2014 年には稲作農家に対

して一時金の支払いが行われ，続く 2015 年には，金額が縮小しているものの農場担保融資

制度と呼ばれる仕組みで香り米を対象に価格支持が行われた。また 2016 年には香り米だけ

でなく，普通米，パトゥンタニ香り米，もち米なども対象にして，収穫時に出荷を遅らせる

ことを条件として，担保融資と補助金を組み合わせた稲作農家支援が行われた（次節で詳

述）。 
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第３表 各政権のコメ政策の展開 

 

２）生産調整と転作奨励 

2014 年以降，干ばつの影響から，タイ政府は乾季作のコメの生産を制限し，野菜やサト

ウキビ，トウモロコシへの転作を奨励している。こうしてコメの生産調整をすすめながら，

コメの市場価格が比較的堅調であったことから，インラック政権下の担保融資制度で積み

あがった政府在庫の放出を進めていた。しかし 2016 年には，特に香り米の価格低下が顕著

となったため，政府在庫の放出を減少させている。 

 

３）貿易政策 

現在のコメに関する貿易政策の重要課題は，1,800 万トンまでに積みあがったとされる政

府在庫を政府間貿易も利用しながら処理していくことである。政府在庫の放出は市場価格

の動向を踏まえて行われており，2016 年のコメの国際価格が急速に低下しているため，売

却が停滞している。しかし政府は，在庫の相当分を国内のバイオ燃料向けに売却することで，

2017 年の前半で在庫処理を終了することを表明している。 

最新の WTO 通報は，2014 年に行われた 2008 年を対象としたものである。この通報で

はコメへの AMS は，生産額の 10％未満であり，デミニミス条項に該当するとして，削減

対象に入っていない。しかし 2009 年度以降，コメを対象とした農業保護への支出は，多額

に膨らんでおり，特にインラック政権時の担保融資制度下では，総 AMS 削減の約束水準を

上回っている可能性が高い。タイのコメ政策は WTO において，いくつかの国から懸念が表

明されており，より詳細な情報を提供するよう求められている。 
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また，タイはASEAN自由貿易協定の下でコメを無関税で輸入できることになっている。

しかしタイは実際には直接消費用のコメの輸入を禁止している。コメの輸入は許可制であ

り，加工用用途のコメに限られている。 

 

４）輸出管理 

かつては，ライスプレミアムと呼ばれる輸出税等による輸出の制限が行われていたが，現

在では輸出税や輸出割当による管理は無い。 

 

５）農業保険 

タイの農業保険は，日本の支援により東北タイで試験的に災害保険が行われたものが嚆

矢である。現政権は，コメに対する作物保険を推進しており，既に高い加入数を獲得してい

る。 

 

（２） 2014 年クーデター以降のコメ政策 

 

ここでは近年の農業政策について，コメの価格・所得政策を中心に述べる。 

2014 年のクーデター後，担保融資制度は廃止された。その結果，稲作農家への保護は一

気に縮小した。しかしその年の 11 月には，早くも一時金の支払いという形で，農民への直

接的な現金支給が行われた。支払われた総額は，アピシット政権時の農家所得保証制度によ

る支払額とも近い水準となった。その後，農業に対する政府支援は，徐々に拡大し，2015

年 8 月には，地域コミュニティーの振興支援などを目的とする農村基金 7 万 9,000 基金に

対して，一基金当たりの予算を 100 万バーツに引き上げることが発表された。そして 2015

年産のコメに対しては，総額 400 億バーツの支援策が実施された。これは，農家債務に対

する利子補給と，コメ収穫時に価格が低下することを抑制するという目的で，2015 年産

（2015 年 11 月～2016 年 2 月）の香り米 200 万トンを対象に，農場からの出荷を 3 ヶ月程

度遅らせる農家に対して 14,000 バーツ/トン（最大 30 万バーツ）を支給するものである。

加えて保管料名目で 1,000 バーツ/トンが支給された。 

2016 年になると，農家への保護は，さらに拡大する4。タイ政府は干ばつ被害農家の支援

名目で，総額約 460 億バーツの支援策（2016 年～2017 年）を決定した。この支援策は，給

付金支払い 370 億バーツ，債務返済猶予 54 億バーツ，農家向け研修 2 億 5,800 万バーツ，

農業保険補助 32 億 7,000 万バーツの 4 事業からなる。このうち給付金は稲作農家に，水田

10 ライ5を上限として１ライ当たり 1,000 バーツを支給するものである。また債務返済猶予

では，対象となる債務の元本の上限を 50 万バーツとして，農業・農業協同組合銀行（BAAC）

への債務返済を 2 年間猶予する。農家向けの研修は，BAAC が担当して，30 万人を対象に，

転作指導や金融リテラシー教育などを行う。農業保険への補助金は，政府が 20 億 7,000 万

バーツ負担し，BAAC が残りを負担する。補助金支給では，保険契約者を 150 万人に，対

象水田面積を 3,000 万ライに拡大することを目標にしている。 
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これらの政策のうち，稲作農家向け給付金は 370 万世帯が受け取る見通しである6。植え

付け時期が遅い南部を除いて，10 月末までに支給を終える予定とされる。 

 そのほかにも農家支援策として，低所得農家支援のために 2017 年度（2016 年 10 月～17

年 9 月）に総額 65 億 4,000 万バーツの給付金支給計画も発表された。この給付金は年収 10

万バーツ以下の農家を対象として，年収 3 万バーツ未満の農家に 3,000 バーツ，3 万～10

万バーツの農家に 1,500 バーツを支給するもので，対象は，それぞれ 151 万人と 134 万人

である。 

 また，BAAC による債務再編も実施する。相続人，後継者がいない債務者が死亡するか障

がい者になった場合や長期間病気になった場合，BAAC が債権を放棄する。対象となる債

務者は 13 万人で，債権の総額は 150 億バーツである。また相続人，後継者がいる債務者が

死亡するか障がい者になった場合や長期間病気になった場合には，2 年間の返済猶予の上，

2～5 年目は元本の 50％について返済を猶予する。60 歳以上の債務者も返済を 2 年間猶予

する。対象は 54 万人で，債権総額は 470 億バーツである。 

 こうした，明らかなばらまき的政策が発表された後，2016 年のコメ価格が急速に低下し

ていることから，2016 年産のコメに対して，さらに大規模な支援策が発表された。まず 10

月 31 日に香り米を対象とし，その後 11 月に普通米（白米，パトゥンタニ香り米）やもち

米を対象として，コメの市場への放出を遅らせる農家に対する低利融資と補助金の供与が

発表された。 

香り米は担保融資と補助金により，200 万トンの出荷を遅らせる目標が示された。予算総

額は 359 億バーツである。この担保融資制度は，BAAC が，香り米の売却を延期し農場で

保管する農家に対して，そのコメを担保として低利融資を行うもので，融資額は 8,730 バー

ツ/トンで，市場価格のおおよそ 90％に相当する。この実質的な価格保証に対して，補助金

がさらに加えられた。その内容は，コメの収穫費用と品質の改善支援として 1,295 バーツ/

トン，コメの保管の補助として 1,500 バーツ/トンの支給であった。その結果，最大１万 1,525

バーツ/トンが支給された。保管施設を有さない農家や直ちにコメを売ることを希望する農

家は，精米業者に 9,700 バーツ/トンで販売することができ，その場合，補助金と合わせて

１万 995 バーツ/トンを得る。このほか，水田管理の補助金として，10 ライを上限に１ライ

当たり 500 バーツの補助金が支給される。 

今回の制度の特徴は，担保融資と一定期間の保管を促す補助金が組合わされていること

である。しかしその後の報道によると，融資額や補助金は発表当初より増大している。農家

が所有する納屋で保管する場合，補助金はコメ収穫，品質改善，保管費用などを含めて１万

3,000 バーツ/トン，保管施設を所有しない農家は 1 万 1,500 バーツ/トンとなる。当初国家

評議会 NRPC は 10 月 31 日の会議で，最大 1 万 1,525 バーツ/トンの補助金支給を決めた

が，農家団体から不十分だとの声が出たため，増額した上で閣議に提案した。予算は当初の

359 億バーツに 200 億バーツを上積みした7。 

今回の制度は，実質的なコメの買上げ政策であるという点でインラック政権などが実施

した「コメ担保融資制度」と変わらない。ただ，前政権では融資価格が市場価格を 40～50％
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上回り，生産されたコメのほぼ全量を政府が備蓄米として抱えることとなった。しかし今回

は融資価格は市場価格の 90％程度に抑制されている。また新制度に対する批判として，保

管施設（納屋）を持っている農家は少ないという批判がある。そして支援対象が限定的であ

ることや，保管状況の監視や汚職の防止といった面で課題が多いと指摘されている。この政

策に対して民主党のアピシット元首相は，自身の政権で実施した農家所得保証制度の方が

優れているとの見解を示している。 

もち米を対象とする支援制度は，香り米や普通米と同じく，もち米を市場に供給せず，保

管する農家に補助金を支給することで，価格低下を防ごうとするものである8。農家が，納

屋で保管する場合，補助金は品質改善や保管などの費用を含めて１トン当たり１万 3,000 バ

ーツとなり，納屋を所有しない農家は１万 1,500 バーツとなる。この政策により，予想され

るもち米収穫量 600 万トンのうち，200 万トンの供給を遅らせることができるとの見通し

が示されている。 

 

第４表 タイのコメの生産の概要（2009/10 年– 2015/16 年（予測））

 

資料：ขอ้มลูพืน้ฐาน เศรษฐกจิการเกษตร (基礎データ 農業経済) 2556 年, 2558 年版より筆者作成．  

 

項目 2009/10年 2010/11年 2011/12年 2012/13年 2013/14年 2014/15年 2015/16年
（予測）

1. 世帯数(世帯)

- 雨季作米 3,717,360 3,743,567 3,753,274 3,728,542 3,731,286 3,710,443 3,701,478
- 乾季作米 665,845 706,220 749,101 637,825 698,197 458,345 400,535
2. 作付面積(百万ライ) 72.72 80.67 83.4 81.04 77.14 69.28 62.31
- 雨季作米 57.5 64.57 65.3 64.95 62.08 60.79 55.81
　　灌漑区域内 15.33 15.92 16.09 16.18 15.62 15.32 14.06
　　灌漑区域外 42.17 48.65 49.21 48.77 46.46 45.47 41.75
- 乾季作米 15.22 16.1 18.1 16.09 15.06 8.49 6.50
　　灌漑区域内 10 10.12 11.2 10.68 10.01 5.43 3.89
　　灌漑区域外 5.22 5.98 6.9 5.41 5.05 3.06 2.61
3. 籾生産量(百万トン) 32.11 36 38.11 38.00 36.76 31.64 27.06
- 雨季作米 23.25 25.74 25.87 27.23 27.09 26.27 23.01
　　灌漑区域内 8.14 8.01 7.95 8.62 8.96 8.67 7.59
　　灌漑区域外 15.11 17.73 17.92 18.61 18.13 17.60 15.42
- 乾季作米 8.86 10.26 12.24 10.77 9.67 5.37 4.05
　　灌漑区域内 6.02 6.71 7.84 7.38 6.64 3.54 2.49
　　灌漑区域外 2.84 3.55 4.4 3.39 3.03 1.83 1.56
4. 生産高 /ライ (キログ
ラム，水分15％)
- 雨季作米 404 399 396 419 436 432 412
　　灌漑区域内 531 497 494 533 574 566 540
　　灌漑区域外 358 360 364 382 390 387 369
- 乾季作米 582 637 676 669 642 632 623
　　灌漑区域内 602 664 700 691 663 652 640
　　灌漑区域外 544 593 637 627 601 598 598
5. 生産コスト (バーツ /ト
ン)
- 雨季作米 8,349 9,359 10,399 10,685 10,705 11,049 10,292
- 乾季作米 7,993 7,776 8,233 8,702 9,317 8,990 8,059
6. 農 民 の 販 売 可 能 価 格
(バーツ/トン)
- 雨季作米 9,029 10,810 11,841 11,395 10,085 9,278 10,248
- 水分15%の乾季作うるち米
もみ

8,042 8,447 10,172 9,767 7,363 7,747 7,545

7. 純収益(バーツ/トン)

- 雨季作米 680 1,451 1,442 710 -620 -1,771 -44
- 乾季作米 49 671 1,939 1,058 -1,954 -1,243 -514
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第５表 2015 年のコメに関する動き 

  

資料：各種報道より筆者作成． 

 

  

年 主な出来事

1月　2014年（1～11月）のコメ輸出が前年より6割増加。

1月　農業・農業協同組合銀行が、年内に農民支援に2,000億バーツ（約7,200億円）融資計画発
表。財務省も500億バーツの国債発行。応募は5割程度にとどまる。

1月　農業・農業協同組合銀行がコメ担保融資制度の債務借換え資金調達に債券発行（500億
バーツ）

1月　コメ委員会が在庫米の劣化で100人以上を告発。
1月　1,780万トンの政府在庫米を2年以内に放出する計画発表（商務省）。60％が品質劣化の無

いA級とされる。

1月　キャッサバ担保融資で35億バーツ（約126億円）の損失。タピオカペレット13,000トンが
紛失。2012～2013年のキャッサバ担保融資のためにインラック前政権が440億バーツの予算を組

み、約278億バーツで約1,000万トンのキャッサバ芋を実施的に買取っている。
1月　政府在庫米100万トンの入札発表。

1月　国家立法議会がインラック前首相の弾劾可決。5年間の政治活動禁止へ。検察が前首相を

コメ担保融資制度をめぐる職務怠慢で起訴。
2月　政府がコメ生産量を3,510万トンから3,370万トンに減らす減反計画発表。2年で、水田70

万ライをサトウキビに転作し、1,100万ライを家畜飼養の混合農業に転換させ、乾季稲作を40万
ライに制限する。この計画により供給過剰量は110万トン（2016/17年）から20万トン（2019/20

年）まで縮小の見込み。

2月　コメ担保融資制度の損失を5,370億バーツ（約1兆9,600億円）に修正。
3月　年内2度目のコメ入札（100万トン）

3月　コメ20万トンをフィリピンに輸出
4月　干ばつ被害が深刻と発表。コメ収穫量は2.0％減の見通し。

4月　商務省要請によりメーカーが農家支援のため化学肥料・農薬を値下げ。国内通商局が監

視。
4月　政府在庫米の政府間取引に関する不正で元商務相ら3人を弾劾。

5月　中国と、コメ200万トン輸出の覚書を発表。
5月　農業・農業協同組合銀行など、国営、政府系の4機関の債務を政府負担で処理。

6月　年内3回目のコメ入札（106万トン）
6月　年内4回目のコメ入札（138万トン）。干ばつによる不足懸念で落札率83％。

7月　干ばつ被害でコメは400万トンの減産とタイ商工会議所大学が調査発表。

7月　コメ価格急上昇（籾で8,200～8,700バーツ/トン、精米で12,500バーツ/トン）
8月　年内5回目のコメ入札（落札量42万6977トン）。価格が前回比53％上昇。

8月　ナイジェリアが4月の政権交代後、コメの輸入関税を60％に引き上げ。原油安による外貨
不足で米ドルによる輸出支払いも停滞しており、例年120万トンの輸出量が80万トン程度に低下

の見通し。

9月　ダムの水量低下により、2015～2016年のコメの2期作禁止方針発表（農業振興局）
9月　年内6回目のコメ入札（73万2806トンを入札するも、価格低下から落札率は33.7％に低

下）
9月　農業・協同組合相、11月1日から4月30日までのコメの2期作用の水供給全面停止を発表。

1500万ライ（240万ha）が対象（前年は600万ライ）。雨季作分が2700万トンから2300万トンま

ですでに減少しているが、この水供給停止により、さらに350万トン減少する見通し。
9月　インドネシアがコメ150万トンをタイとベトナムから緊急輸入。

10月　干ばつ対策予算約70％増加の115億バーツに増額。
10月　年内7回目のコメ入札（落札11万トン）

12月　劣化米入札（落札3.7万トン）

12月　香り米の輸出価格低迷（720ドル/トン）。カンボジア産（810ドル/トン）を下回る。政
府の価格維持政策の効果があがっていない。

12月　劣化米3.7万トンを2社へ売却。

2015
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第６表 2016 年のコメに関する動き 

   

資料：各種報道より筆者作成． 

年 主な出来事

1月　政府在庫米1300万トンを1年半で売却の見通し発表。

1月　商務省がコメ価格安定のためとして、国家コメ政策委員会に2,500万トンへの減反政策を

提出。例年は3,100～3,200万トンの生産量。

1月　政府と天然ゴム産業関係者が、価格低迷で苦しむ天然ゴム農家を対象に、ゴムの10万トン

政府買取、コメ400万袋の無償供与、低価格での食料・必需品の提供の救済策で妥結。

1月　稲作農家、精米業者、コメ輸出業者の代表が2016～17年収穫期の減反計画に同意。

1月　イランがタイ米30万トン輸入で合意。

2月　コメ入札でもち米、砕米など15万トン落札。

2月　国家コメ政策委員会、総額100億バーツ（約319億円）の包括的なコメ管理政策を承認。

3月　コメ担保融資制度の損失額が7,500～8,000億バーツ（約2兆3,900億～2兆5,500億円）に拡

大。

4月　中国がコメ輸入交渉停止。バンコク－ナコンラチャシマ間の鉄道建設計画の資金協力白紙

化が背景との報道。

4月　6,174万ライ（987万8,400ha）から5,580万ライへの減反計画を発表。

4月　国家コメ政策委員会が政府在庫米1,140万トンの売却承認。これまで最大1,850万トンの在

庫を13回の入札で505万トンを539億バーツで政府間取引で380万トンを500億バーツで売却。

5月　コメ価格が干ばつで上昇

5月　農業強制保険導入の動き

6月　次年度の2期作用地を50万ライ（約8万ha）削減計画

6月　コメ価格軟調。中国需要縮小の影響。

7月　雨季入りしても、2期作を大幅に制限。稲作に不適とみなされる57万ライの水田を対象に

1,000バーツ/ライの補償金を支払う方針。

7月　国内のコメの取引価格が10,500バーツ/トンの高い水準。

9月　コメ入札（落札75万トン）。900万トン以下まで在庫縮小。

9月　暫定憲法44条の強権により、コメ担保融資制度の責任者の資産押収へ。2,000億バーツ

（5860億円）の損失。コメ、キャッサバ、トウモロコシの売却に関与する公務員は赦免。

9月　担保融資制度による、農業・農業協同組合銀行への政府債務5,100億バーツ（約1兆5,000

億円）の完済に16年かかる見通し発表。

9月　稲作メガファーム事業の覚書（商務省、農業・協同組合省、内務省）。来年中に1000カ所

開設。今年は総面積が80万ライ（12万8,000ヘクタール）に及ぶ426のメガファームの設置を計

画。今月７日時点では、全国66県で５万7,775人が参加し、総面積50万ライの386が開設。

農業機械や資金の調達、コメの販売などを支援。農業・農業協同組合銀行は、ソフトローンを

供与（限度額500万バーツ、金利0.01％)。政府は2017～19年にメガファーム向けに32億5,000万

バーツのソフトローンの計画を承認済。

9月　コメの政府間取引偽装で元商務相に賠償命令。ブンソン元商務相ら６人に損害賠償を命じ

る行政命令書に署名した。首相が国家平和秩序評議会（ＮＣＰＯ）議長として暫定憲法第44条

に基づく強権を発動。ブンソン氏ら6人は、620万トンの中国向けコメ輸出を偽装。損害賠償の

請求額は計200億バーツ（約585億円）で、ブンソン氏が17億バーツ、プーム元商務副大臣が23

億バーツ、マナス元貿易局長ら当時の商務省高官４人がそれぞれ40億バーツ。

ブンソン氏は、争う構え。

10月　タイ米価格低迷。ベトナムやパキスタンとの競合やフィリピンやインドネシアで生育改

善が要因。

10月　価格低下を受け、年内の備蓄米の放出停止を発表。

10月　財務省がインラック元首相にコメ担保融資制度の損失の20%（357億バーツ）の損害賠償

を命じる方針との報道。

10月　中国がコメ10万トン発注

10月　価格下落を受け、商務省が1,250万トンのコメの流通を遅らせる計画を発表。コメを保管

して放出を遅らせる取引業者にソフトローンを供与し、農家には1,500バーツ/トンの補償金支

払い。

10月　国家コメ政策が稲作農家支援策発表。対象は香り米で、200万トンの市場放出を遅らせる

計画。

11月　洪水被害農家に一世帯あたり一時金3,000バーツ支給方針を農業・協同組合相発表。

　　　8月から農業・協同組合省が実施している転作奨励プログラムでは、加入者は3万6,758

戸、農地面積は22万3,355ライで、既に2,322件に転作奨励金を支払い。金額は3万バーツ以上。

11月　国家コメ政策委員会がパトゥンタニ香り米と普通米を対象とする追加支援策発表。

11月　コメからの転作を支援するためトウモロコシ農家にソフトローン供与発表。

11月　農業近代化20ヵ年計画、スマート・ファーマー・プロジェクト発表。メガファーム開設

やコメからの転作を進める。

11月　コメ担保融資制度で公務員6,000人に不正の疑いと法務相が発表。

11月　国家コメ政策委員会がもち米農家を対象に支援策発表。収穫量600万トンのうち200万ト

ンの市場放出を遅らせる計画。

2016
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（３） トウモロコシの価格・所得政策 

 

 タイ政府は，トウモロコシの生産に関する 10 年計画を作成しており政策はそれを指針と

して実施されている。タイは，かつてトウモロコシを大量に輸出していたが，国内の飼料需

要が拡大したことから，現在の輸出量は少ない。一方で，タイは遺伝子組み換え作物は栽培

を認めていないため，アメリカなどの外国に比べてコスト競争力が低く，トウモロコシの輸

入が増大して国内産が圧迫されている。 

 このように国際競争力の弱いタイのトウモロコシであるが，コメに比べると政府による

支援は限定的なものである。以下，トウモロコシに関する価格・所得政策と生産計画，貿易

政策を簡単に紹介する。 

 

１）価格・所得政策 

トウモロコシに関する価格・所得政策として，2008/09 年に担保融資制度が実施された。

これには 7 万 6,000 戸の農家が参加し，100 万トンが対象となった。 

 2009/10 年には，当時のアピシット民主党政権により，所得保証政策が行われた。これに

は 40 万農家が参加し，60 万トンが対象となった。2010/11 年度にも所得保証政策が実施さ

れ，49 万 2,000 戸の農家が参加した。しかしこの年は，市場価格が高く，支払いは行われ

なかった。2012/13 年には，コメで実施されていた担保融資制度を，トウモロコシについて

も実施することが計画された。しかしその年も，市場価格が高かったため，この計画は実際

には実施されなかった。2013/14 年には，トウモロコシの買入れを抑制するよう，市場の取

引業者に，ボランティアでの協力が要請されたものの，実際には買入れ抑制は行われなかっ

たと見られる。 

 

２）生産計画 

 トウモロコシ生産に関する政策の大きな目標は，単収向上であり，830kg/ライから 100kg

の上昇を目指している。そして生産量を年産 618 万トン（2015 年）から 740 万トン（2016

年）に増加させる計画である。 

またトウモロコシの作付面積のうち，違法伐採によって開発された 52 万 ha を森林に戻

し，またタイ政府の作物最適度図から判断してトウモロコシに非適合とされる作付地を元

の作目に戻すことで作付面積を 13 万 ha 減少させる計画である。一方，水田からトウモロ

コシへの転換で，60 万 ha（30 万 ha は雨季作，30 万 ha は乾季作）の作付け増加を計画し

ている。 

 

３）貿易政策 

過去において，タイはトウモロコシの輸出国であったが，現在は国内の飼料需要向け生産

が中心となっている。AEC（ASEAN 経済共同体）加盟国から無関税で輸入されるため，国
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内価格の低下が懸念されている。ASEAN 以外の国からの輸入に対しては，関税割当てが適

用されている。 
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５．農産物貿易の動向 

 

（１） 農産物輸出の動向 

 

タイの農産物輸出は，2015 年に 1 兆 2,211 億バーツで，総輸出額の 16.8％を占めた。こ

の割合は 2007 年の 16.1％に次ぐ低い水準である。輸出に占める農産物のシェアは，2011

年の 21.8％をピークとして低下傾向にある。この低下傾向の最大の要因となっているのは，

農産物輸出額シェア第 1 位の天然ゴム輸出額の縮小であり，その要因は価格低迷である（第

20 図）。天然ゴムの輸出額は，2011 年の 4,405 億バーツから，2015 年には，半分以下の

1,939 億バーツに減少した。一方，輸出シェア第 2 位のコメは，担保融資制度の影響から，

2013 年には 1,497 億バーツまで減少し，シェアは 11.8％まで縮小した。しかし現在のプラ

ユット政権が政府在庫の売却を進めたことから，輸出額は増大し，2015 年では 1,728 億バ

ーツとなり，シェアは 14.3％を記録している。 

この 2 大品目のほかでシェアを拡大しているのは，キャッサバ，果物とその加工品，鶏肉

であり，キャッサバのシェアは 2015 年には 9.6％まで拡大しているほか，果物とその加工

品のシェアは 8.8％まで，鶏肉のシェアは 6.7％までそれぞれ増加した。一方，エビとその

加工品のシェアは近年低下傾向にある。2007 年に 9.7％あったシェアは，病気による生産

減少から，2015 年には 4.7％まで縮小した。 

 

 

第 20図 品目別農産物輸出額 （100 万バーツ） 

 

資料：สถิติการคา้การคา้สินคา้เกษตรไทยกบั ต่าง ประเทศ （タイ国農産物貿易統計）2015 年版 19 ページ第 4 表より筆者作成）． 
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 一方，輸出先を見ると最もシェアの大きい輸出先は中国で，2015 年でほぼ 20％を占める

（第 21 図）。第 2 位は日本であるが，そのシェアは低下傾向にある。2011 年に 14.1％であ

ったシェアは 2015 年には 12.8％まで徐々に縮小している。さらに 3 位以下のアメリカや

マレーシア，インドネシアなどの伝統的に重要な輸出先もシェアを低下させている。一方で，

農産物の輸出市場として重要になってきているのはミャンマー（2015年のシェアは 3.0％），

ベトナム（同 2.8％），香港（同 2.2％）である。 

 

 

第 21図 主な農産物輸出先（100 万バーツ） 

資料：สถิติการคา้การคา้สินคา้เกษตรไทยกบั ต่าง ประเทศ （タイ国農産物貿易統計）2015 年版 19 ページ第 5 表より筆者作成）． 

 

（２） コメの輸出価格の動向 

 

 近年のタイのコメ輸出価格の推移を他の主要輸出国と比較しながら確認しておく。 

タイ国内での香り米生産が増加するとともに，担保融資制度によって増大した政府在庫

の処理のため，輸出向けの放出も続いているため，香り米の輸出価格は 2014 年をピークと

して急速に低下している（第 22 図上段）。この輸出価格の低迷による農家の所得減少は，

2016 年にプラユット政権が稲作農家への保護政策を急速に拡大した背景になっている。 

 砕米率 5%の上級米の価格は，担保融資制度によって増大した政府在庫の，低い価格での

放出が拡大した 2014 年以降，ベトナム産のコメとほぼ同水準まで低下している（第 22 図

中段）。2016 年の中ごろには上昇したが，直近の 2016 年末では，再びベトナム産と同水準

まで低下している。一方，砕米率 25％の低級米では，2011 年の終わりから 2013 年まで，

ベトナムや 2011 年に輸出を再開したインドとの間で，おおよそトン当たり 100 ドル以上の
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価格差が継続した（第 22 図下段）。しかし，政府在庫の放出が増加した 2013 年の 3 月ごろ

からタイ米の輸出価格は低下をはじめ，それ以降，3 国の価格差は縮小している。 

 

 

第 22図 主要輸出国のコメ輸出価格推移（精米，US ドル/トン） 

資料：The FAO Rice Price Update．  

http://www.fao.org/economic/est/publications/rice-publications/the-fao-rice-price-update/en/ 

注．図中で，%は砕米率を表す． 
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６．おわりに 

 

タイでは 2014 年 5 月の軍によるクーデター以降，長期に渡った政治混乱は沈静化してい

るが，経済は低成長が続いており，現政権は，新たな投資を呼び込むためにも，民政への着

実な移行を実現しなければならない情勢にある。2014 年のクーデター後，短期間での民政

移管を表明していたプラユット政権であるが，新憲法の策定は遅れ，2016 年になって，よ

うやく草案が国民投票で認められるに至った。この新憲法下では，軍部は，政治に対して引

き続き強い影響力を持つことになる。 

このような状況下で，プラユット政権は農業保護を拡大してきている。2014 年に廃止さ

れたコメの担保融資制度は，保管場所を精米業者の倉庫から，農家の納屋に場所を変えた，

新たな担保融資制度として復活した。そして 2015 年には香り米のみを対象としていたが，

2016 年には香り米に加えて普通米，パトゥンタニ香り米，もち米までも対象とした大規模

な制度となった。さらに，この担保融資に様々な名目の補助金を加えた新たな農業保護制度

が形成された。一連の政策は，インラック政権の行った担保融資制度に近い規模の農業保護

政策である。プラユット政権は，2016 年の制度導入時において，この政策は現下の価格低

迷に対する手段であって永続的なものではないと表明している。しかし，これまでにもコメ

の大輸出国であるタイのコメ政策は，世界のコメ需給にも少なからぬ影響を与えてきた。現

政権の行う担保融資と補助金を組み合わせたコメ政策が，今後どのように展開していくの

か注目されるところである。 

 その他の主要品目では最大の輸出品目である天然ゴムの価格が低迷し，農家の所得に大

きな影響を与えている。タイ政府はゴム農家に対しても農家に補助金の支給を行っている。 

 タイはこれまでも，対立する政治グループの間で政権が移動するたびに，農業保護の拡大

と縮小が繰り返されてきた。農業保護の大幅な縮小を行ったはずのプラユット政権である

が，クーデターから 2 年を経て農業保護の拡大傾向が顕著である。中所得水準に達したタ

イでは，持続的な農業保護の実施が必要な段階になっていると見ることもできよう。 

本章では，2016 年を中心にタイの政治経済と農業・農政の動向について整理した。力不

足の点も多いので，多くのご助言，ご叱正を賜ることができれば幸いである。 

 

注 1 2016 年 9 月 19 日付け Bangkok Post 紙 

2 1 バーツは約 3.3 円（2017 年 6 月）。 

3 “Thailand Biofuels Annual 2016”, GAIN Report Number: TH6075, USDA FAS 

4 2016 年 6 月 22 日付け Bangkok Post 紙 

5 1 ライは約 0.16ha。 

6 2016 年 9 月 18日 Post Today 紙 

7 20161106 付け各紙によると，BAAC は，北部と東北部の 23 県の香り米農家を対象に，担保融資と一定期間の保管

を条件として補助金を提供する。融資額はもみ米の市場販売価格の 90％に相当する 9,500 バーツ/トンで，コメ

保管への補助金は 1,500 バーツ/トン。収穫と品質改善への補助金 2,000 バーツ/トン，すべてのコメ農家を対象

とした生産コストへの補助金 2,500 バーツ/トンと合わせると，計 1万 5,500 バーツの支援プログラムとなる。
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BAAC 頭取によると，コメ産業へのローンと補助金の予算規模は計 1,270 億バーツで，うち香り米農家への保管補

助が 237 億バーツ。そのほか，すべてのコメ農家への生産コスト補助金（１ライ当たり 1,000 バーツ，1世帯当

たり 10 ライが上限）に 230 億バーツ，精米業者と輸出業者への 3～6カ月間の保管プログラムに 800 億バーツが

割り当てられる。 

8 2016 年 11 月 19 日付け Bangkok Post 紙 
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 第２章 ベトナム 

-コメ輸出大国の動向とその背景としての農村社会- 

 

岡江 恭史  

  

はじめに 

 

 ベトナムはかつて旧ソ連型中央計画経済体制下にあったが 1980 年代から経済自由化・対

外開放政策（いわゆるドイモイ政策）を採用したことによってその後高い経済成長率を示

し，2007 年１月には WTO（世界貿易機関）の 150 番目の加盟国となった。ベトナムは現

在，安い人件費・高い教育水準・若い人口構成・良好な対日感情などから日本にとっても

有望な投資先として注目を浴びている。またベトナム側からもアセアンの枠組み以外で最

初のFTA（自由貿易協定）対象国として日本を選ぶ（2009年 10月に日越経済連携協定 JVEPA

発効）など日本を重視する姿勢を示している。  

農林水産分野では，コメの一大輸出国であり 2012 年は過去最高の輸出量を達成して長年

世界最大の輸出国であったタイを抜いた。今後とも世界市場においても日本市場において

も重要な位置を占めるものと思われる。 

本論に入る前に，ベトナムの行政区分と自然環境を第１図に示す。地方行政組織として

は 63 の省及び省と同格の中央直轄市（首都ハノイ・ハイフォン市・ダナン市・ホーチミン

市・カントー市）が存在する(1)が，複数の省をまとめて，「紅河デルタ」「北部山岳地域」

「沿岸地域」「中部高原」「東南部」「メコンデルタ」という地域区分も用いられる。紅河デ

ルタはベトナム国家発祥の地であり，ベトナムの王朝はここを拠点に山岳地域や南部へ支

配を広げて行った。農業では，コメ・野菜・養豚などの主産地である。北部山岳地域は林

地が約６割と全国で最も多くの割合を占め，農地の割合は最も少ない。また民族的にはタ

イ系の少数民族の居住地である。南北両デルタを結ぶ沿岸地域は農地として利用可能な土

地が南シナ海に面した地域に限られている。特に台風常襲地帯である沿岸地域北部は国内

でも最貧困地帯である。中部高原地域は元来少数民族の居住地であったが，特に南北統一

後に人口過密な北部（特に紅河デルタ）からの移民によってコーヒー等の生産地として開

拓された。ベトナム最大の商業都市ホーチミン市（旧南ベトナム首都サイゴン）周辺の東

南部は近年外国投資が盛んで工業やサーヴィス業などが急速に発展しているが，農業分野

でも近年コショウ栽培が盛んに行われている。メコンデルタは，コメ・水産養殖・果樹等

の主産地である。 

本章の構成は以下の通りである。まず「１．歴史編」において，ベトナムの市場移行の

特徴と農村社会の特徴をまとめる。「２．現状編」において，ベトナムの稲作の概要と関連

する政策を紹介し，生産制約要因についても考察する。「３．事例分析編」において，筆者

自身のハイズオン省における調査を紹介して，農家経済・農地問題について考察する。 
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第１図 ベトナムの地域区分 
資料：寺本・坂田(2009)のベトナム地図に筆者が加筆． 

注．下線が省と同格の中央直轄市． 

紅河デルタ 11.ヴィンフック省 

14.首都ハノイ 15.バクニン省 17.クアンニン省 

18.ハイフォン市 19.ハイズオン省  

20.フンイエン省 22.ハナム省 23.タイビン省 

24.ナムディン省 25.ニンビン省 

中部高原 

35.ｺﾝﾄｩﾑ省 

37.ザーライ省 

39.ダクラク省 

40.ダクノン省 

43.ラムドン省 

北部山岳地域 1.ﾃﾞｨｴﾝﾋﾞｴﾝ省 2.ライチャウ省 

3.ラオカイ省 4.ハザン省 5.カオバン省  

6.イェンバイ省 7.ﾄｩｴﾝｸｱﾝ省 8.バクカン省  

9.ランソン省 10.タイグエン省 12.フートォ省 

13.ソンラ省 16.バクザン省 21.ホアビン省  

 

沿岸地域 

26.タインホア省 27.ゲアン省 

28.ハティン省 29.クアンビン省 

30.クアンチ省 31.ﾄｩｱﾃｨｴﾝ=ﾌｴ省 

32.ダナン市 33.クアンナム省 

34.クアンガイ省 36.ビンディン省 

38.フーイエン省 41.カインホア省 

42. ﾆﾝﾄｩｱﾝ省 48.ﾋﾞﾝﾄｩｱﾝ省 

東南部 44.ビンフォック省 

45.タイニン省 46.ビンズオン省 

47.ドンナイ省 49.ﾊﾞﾘｱ=ｳﾞﾝﾀｳ省 

50.ホーチミン市 

メコンデルタ 

51.ロンアン省 

52.ドンタップ省 

53.アンザン省 

54.ﾃｨｴﾝｻﾞﾝ省 

55.ベンチェ省 

56.ヴィンロン省 

57.カントー市 

58.ハウザン省 

59.キエンザン省 

60.チャヴィン省 

61.ソクチャン省 

62.バクリュウ省 

63.カマウ省 
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１．歴史編－ベトナムの市場移行と農村社会－ 

 

（１） 市場移行論とベトナム 

 

 20 世紀における世界最大の出来事の一つが，ロシアから始まった社会主義統制経済体制

の成立とその崩壊であることに異議を唱える者は少ないであろう。20 世紀末に共産党支配

体制が崩壊した旧ソ連・東欧に比べて，中国・ベトナム・ラオスは 21 世紀初頭の現在でも

共産党一党支配の政治体制を堅持している。しかしこれらの国々も経済体制に関しては，

同じく 20 世紀末から大きく市場経済化へと舵を切り，現在では旧ソ連型の統制経済体制と

は大きく異なったものになっている。 

このような（旧）社会主義国の市場移行を分析する枠組みを考えるために，まずショッ

ク療法（shock therapy）と漸進主義（gradualism）という二つの移行戦略に関する議論を整

理する。ショック療法とは新古典派経済学に則った市場原理主義的な急激な体制移行戦略

であり，一般には東独，ポーランド，ブルガリア，ルーマニア，チェコスロバキア，ロシ

ア，モンゴルが導入を行った代表的な国であるとされる。IMF や世界銀行が途上国や旧社

会主義国に推し進めたこの移行戦略は，これらの機関の所在地から一般に「ワシントン・

コンセンサス」と呼ばれている。具体的には，①財政規律強化②公共支出の優先順位③租

税改革④金融の自由化⑤為替レートの一本化⑥貿易の自由化⑦海外直接投資の参入障壁撤

廃⑧国営企業の民営化⑨経済活動の規制緩和⑩所有権の確保の 10 項目(Williamson 1994)に

おける全面的な改革によって価格メカニズムを機能させる戦略である。これに対して徐々

に市場経済化を進める漸進主義を採用した代表的な国は中国である。ショック療法採用国

は，その後ほぼ一様にマイナス成長（特にロシアでは政治混乱も）に悩まされたのに対し

て，漸進主義を採用した中国は経済の安定と経済成長を両立した(中兼 2010)。 

  上記の議論の中でベトナムは一般的に中国と同じ漸進主義に分類されることが多い。し

かし，ベトナムは 1989 年には当時もっとも大きな問題であったハイパーインフレーション

の解決のため，ショック療法的な一連の政策が取られた。具体的には，①預金金利をイン

フレ率以上に上げて実質金利を正の水準に保つ，②国営企業の赤字補填政策の中止，財政

赤字の貨幣増刷による埋め合わせ中止，③配給制度の完全な廃止，④為替レートを調整し

て闇レートと公定レートを同水準にする，の四つの政策が講じられた。この改革について

世界銀行の報告書では，「ベトナムの大胆な改革」は中国よりも東欧諸国に近い(World Bank 

1996)と評している。それにも関わらずベトナムが漸進主義に分類されることが多いのは，

中国と同様に共産党支配体制を維持しているからであろう。つまり，「移行」を論じるとき

に経済的な面だけに限定する場合と政治的な問題も含む場合があることが議論を混乱させ

ている。逆に共産党支配体制を終わらせた国でも，ハンガリーやウズベキスタンのように

経済的な移行は比較的漸進主義的な路線を歩んだ国もある（第１表参照）。 
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第１表 経済と政治の市場移行戦略ごとの各国分類 
 市場移行の経済政策 

ショック療法 漸進主義 
 

政治体制

の移行 

 
共産党体制崩壊 

東ドイツ，ポーランド，ブルガリア， 
ルーマニア，チェコスロバキア， 
ロシア，モンゴル 

ハンガリー， 
ウズベキスタン 

共産党体制維持 ベトナム注 中国 
出典：筆者作成． 

注．ただし後述のように，ベトナムは農業の脱集団化に際しては漸進主義的だった. 

 
 

 むしろベトナムの事例は共産党支配体制下で（つまり政治的な移行なしに），経済的には

ショック療法的な移行を成し遂げた希有な例として，その市場移行を検討する価値がある。

上記のような議論を踏まえて，次項からはベトナムの市場移行の過程を中国との違いに留

意しつつ検討し，ショック療法的な改革を導入したにもかかわらず共産党支配体制を維持

できた理由として，農村社会の存在を指摘する。 

 

（２）市場移行の過程 

 

１）移行前の体制 

1945 年８月，日本軍の降伏によって生じた軍事的空白という千載一遇の独立の好機を利

用して，仏領インドシナでは共産主義者を中心とするベトミン（ベトナム独立同盟）が蜂

起し権力を奪取した（８月革命）。翌月２日にハノイでベトナム民主共和国の樹立が宣言さ

れるが，ベトナムの独立を認めないフランスとの間で戦争が行われた。ディエンビエンフ

ーの戦いでベトミン軍がフランス軍を破ると，フランスは北ベトナム撤退を余儀なくされ

ることになる。一方南部ではフランスの再占領が成功し，1949 年に阮朝最後の皇帝バオダ

イによる親仏政権（ベトナム国）が樹立された。結局 1954 年７月のジュネーブ停戦協定に

よって，フランス軍の撤退と２年後の南北統一選挙の実施が合意された。当協定によって

一時の平和を得た共産政権は，北部において土地を地主から強制的に安価で買い上げて貧

農に分配する土地改革を実施した。土地改革によって一人あたり土地面積はほぼ平準化し，

食料生産も増大した。 

 1949 年の中国における共産政権の誕生（中華人民共和国成立）と翌年の朝鮮戦争によっ

て，アメリカは「共産主義封じ込め」を世界戦略として，ベトナムにおいても共産政権を

敵視することになった。1955 年，アメリカの後ろ盾を得た南ベトナム（ベトナム国）首相

ゴ・ディン・ジェムはバオダイ帝を廃位して自らが大統領となり（ベトナム共和国成立），

ジュネーブ停戦協定によって実施が予定されていた南北統一選挙を拒否して共産政権との

対決を深めた。東西冷戦構造の中で東側陣営の一員としての立場を鮮明にせざるを得なく

なった北ベトナムでは，ソ連や中国における農業集団化にならって 1958 年から初級農業生
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産合作社（以下「初級合作社」）が組織され，農業集団化が始まった（白石 1993）。 

ソ連で始められた急速な重化学工業化は，農民に工業製品を高く売り，農産物を安く買

い上げることによって農業余剰を国家が吸引すること（社会主義的原資蓄積）によって行

われた。このような非等価交換は市場によっては行えないため，農村部では国家権力によ

る強制的な農業集団化を行う一方，都市生活者には食糧などの生活必需品を低価格で供給

する配給制度を整備した（ラヴィーニュ 2001）。その他の社会主義国の多くもこのような

ソ連型開発モデルにそった開発戦略をとり，ベトナムもそれを目指したが，ベトナム戦争

のために人的資本を使い果して工業化は不十分なままだった。また冷戦構造の一環として

のベトナム戦争を戦っていたために東側諸国から莫大な援助が与えられ，自国で工業化す

る必要も薄かった。この時代の経済体制を理解するために，農業集団化と配給制について

以下に解説する。 

農業集団化については，1959 年４月の第 16 回ベトナム労働党（北ベトナムの支配政党）

中央会議によって合作社の高級化が決定された。この後，初級合作社の多くが高級合作社

に移行した。初級合作社は集落単位に生産労働を集団化したが，土地は各農民が所有して

いた。高級合作社は初級合作社よりさらに集団化を進めたもので，土地の共有化が行われ，

一合作社の管轄範囲も集落から自然村へと広がった。各農民は合作社の下部組織である生

産隊に所属した。生産隊は合作社から生産量・労働点数・生産費の３項目について経営を

請け負い（三請負制），所属の農民との間に作業契約を結んだ。各農民は作業ごとの労働点

数に応じて報酬を受けることになっていた。1960 年末には北部での合作社化が完了し，

40,422 の合作社が誕生した。その結果農業生産性は低下したが，第一次５カ年計画（1961

～65 年）において農業集団化がさらに強力に推進され，1961 年には高級合作社の数が 8,403

（全合作社の 33.8％）だったのが，1967 年には 18,560（全合作社の 76.7％）になった（Nguyen 

Sinh Cuc 1995）。 

農業生産の面でマイナスであり工業化する必要も薄かったにもかかわわらず 1960 年代

に無理に農業集団化が強行されたのは，ベトナム戦争のために戦場へ兵士を拠出し銃後の

家族の生活を保障するための装置として合作社が必要とされたこともある。また農民の側

からみても，集団農業生産は生産のインセンティヴを欠くものであっても，「戦争に勝つ」

という社会的合意が存在し戦時体制の負担は皆が公平に分かち合うべきだという考えが共

有される中では合理的なものであった。このような戦時下の経済のあり方を古田元夫は「貧

しさを分かちあう社会主義」と読んでいる（古田 2009）。北ベトナムでは 1965 年時点です

でに全農家の 90.1％が農業合作社に参加していた（うち初級 25.1%, 高級合作社 65.0%）が，

これが 75 年には 95.6%（初級 2.5%, 高級 93.1%）にまで達し，ほとんどの農家が集団化（し

かも高級合作社化）した（白石 1993）。 

ベトナムでは配給制度はバオカップと呼ばれ，ベトナムにおける社会主義経済建設事業

の根幹をなすものであった。農民は農業税に加えて，上記の農業合作社を通じて安価に農

産物を譲り渡し（強制買い上げ），その対価として農業生産に必要な投入材（肥料，農機具，

セメント，ガソリン等）や生活必需品の供給を受けた。国家・党幹部，公務員，軍人，国
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営企業労働者，そしてこれらの職業に就いていた年金生活者には，国家から配給切符が支

給された。配給対象は開始当初（1955 年）にはコメと布だけであったが，65 年には 26 品

目にまで拡大し，ほとんど生活に必要なものすべてが配給対象となった。しかしベトナム

では工業生産が不振であったため農民に必要な物資を供給できず，農民は国家に対する食

糧売却に消極的になるという問題があった（中臣 2002）。 

このようなバオカップ制度に内在する矛盾は，ベトナム戦争後に東側諸国からの援助が

落ち込み，また「戦争に勝つ」という社会的合意がなくなるにつれて，深刻化することに

なる（古田 2009）。 

 

２）ドイモイへの道 

 ベトナム戦争は 1975 年に北ベトナムが南ベトナムを占領・吸収するという形で終結し，

翌 76 年に統一ベトナム（ベトナム社会主義共和国）が発足した。1976 年末に開催された

ベトナム共産党第４回大会（当大会でベトナム労働党から改称）では，引き続き重工業中

心のソ連型開発モデルに沿った開発戦略が決定され，北部で行われていた統制経済・集団

農業生産体制を南部にも強いた。その結果，農民が合作社やその前段階の生産集団に加入

する前に自らの農機具や水牛を売り，果樹を切り倒し土地を捨てる事例が相次いだ 

（Nguyen Sinh Cuc 1995）。また価格面においても北部と同様に政府の買い上げ価格を適用

したが，その価格が低すぎたため農民が農産物を政府に売らずに闇市場（自由市場）に売

ったため，1970 年代末には南部最大の都市ホーチミン市（旧南ベトナム首都サイゴン市。

第１図の 50）の市民は飢餓状態になった。このような経済的窮状を打開するために南部各

地方省政府は中央政府の命令に反して指令価格（政府の公定買い上げ価格）以上の買い上

げを行った。これらの地方政府の非公式の実験が，農民・市民の生活改善，生産増加，国

家への納入増加といった成果を強力に示したため，中央レベルでも 1979 年８月にベトナム

共産党第４期第６回中央委員会総会が第６回決議を出し，計画外の市場（自由市場）を承

認するようになった（トラン 2010）。この改革は「新経済政策」と呼ばれたことからわか

るようにレーニンのネップ(2)にならった，経済的危機を脱するための一時的なものであっ

たが，これが後のドイモイにつながる経済改革の第一歩となった（三尾 1988）。 

 さらに 1981 年１月の「農業合作社における請負活動の改善と『労働者グループと労働者

に対する生産請負』の拡大に関する共産党中央書記局 100 号指示」（DCSVN1981）によっ

て生産請負制が中央レベルで正式に認められた。同指示下の稲作作業では，田植え・日常

の世話・収穫などの「手工業的な方法」でおこなわれている作業を農民個人に請け負わせ，

化学肥料の管理と分配，病害虫駆除・発生予察などの作業は合作社の指導のもと集団労働

で行う方が望ましいとしている。同指示はあくまで合作社の計画の範囲内で一部作業を農

家世帯に請け負わせており集団農業体制には変更がないとして改革反対派を押さえ込んで

出されたものだった（古田 2009）。この改革は農家の意欲を刺激し，多くの農家（当時の

調査で８割方）が請け負いを完遂した上にさらに 5～20％の余剰生産をなした。 

フランスおよびアメリカ「帝国主義」から祖国を「解放」したことを統治の正統性とし
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ているベトナム共産党にとって，資本主義への転向と批判されうる統制経済体制の改革に

は，理論武装が必要であった。1982 年の第５回ベトナム共産党大会において，「半封建的

植民地社会」から解放されたばかりのベトナムは「農業的・小規模生産の社会」であり，

資本主義を経過せず直接に社会主義社会を建設すべきだが，そこに至るまでの「過渡期」

の前期においては食料品・消費財・輸出品の増加を目的とする発展戦略を取るのが適切で

ある，と主張された。消費財の一部と輸出品の大部分の原材料は農産品であり，そのため

に農業の発展を最重要課題としたのである（トラン 2003）。 

1985 年６月の第５期第８回中央委員会総会は配給（バオカップ）制度の廃止という面で

画期的であったが，このことがベトナム経済を混乱に陥れることになった。バオカップ制

度では国家が農民に供与する投入財と農民が生産する農産物が市場を介さずに交換されて

いた。配給制度が廃止された結果，国営企業も国家の指示ではなくコスト計算に基づき価

格決定を行うようになるが，コスト削減努力のないまま大幅に上昇した労賃をコストに含

めたため，製品の大幅な値上がりにつながった。これは当然農民に供与される投入材の値

上がり，さらには食糧の販売価格の上昇もつながった。なおベトナム戦争中は東側諸国か

らの援助によって財政赤字を埋め合わせていたが，戦争が終了してそれもできなくなった

ため財政赤字を貨幣の増刷によって埋め合わせた。さらに 85 年９月には物価上昇による通

過不足を補うため旧 10 ドンを新１ドンに交換する通貨改革（デノミ）を行ったが，政府が

十分な新通貨を用意できなかったため，ドンに対する信認がさらに喪失した。このような

複合的な要素から，物価上昇のサイクルが急激なスピードで起こり，ハイパーインフレー

ションを招いたところで 1986 年の第６回党大会を迎える。中臣久は，1985 年改革は直接

的には経済の破綻をもたらしたが，単一市場・単一価格の形成を促すことになり，ベトナ

ムの市場移行においてきわめて重要な過程であったとみている（中臣 2002）。 

1986 年の第６回党大会は以下の点で画期的であった。第１に，社会主義への過渡期が「比

較的長期の歴史的時期」であると確定された。第２に，従来の統制経済システムを抜本的

に変革する姿勢を明示し，社会主義セクター内であっても，市場原理を基軸とする生産単

位ごとの独立経営方式へと転換されることとなった。第３に，長期にわたって非社会主義

セクターの存続を認め，それらを積極的に活用することが明示された。これらの政策は「ド

イモイ」政策と呼ばれ今日までの市場経済化路線を決定づけたといわれる。ドイモイ政策

は新経済政策の延長線上にあるものだが，新経済政策が当座の経済的危機を脱するための

一時的なものであったのに対し，ドイモイはそれを長期的に継続しさらに深めることにな

ったのである。 

 しかし農業面では合作社による集団生産管理が依然として残り，生産物のうち実質的に

農家の手元に残るのがわずか 20％であったことから，100 号指示に伴うコメ生産増は 87

年で頭打ちになり，88 年には生産が大幅に落ち込んだ。特に北部では落ち込みが甚だしく，

81 年以来最低の水準に達した。同じ頃南部でも集団化に伴う土地紛争が多発し，全国的な

農業・食糧危機に陥った。この危機へ対処するために，1988 年４月５日に共産党政治局第

10 号決議（DCSVN(1988)）が発布された。10 号決議は，農家による水牛・牛や農機具の
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所有を認めた。多くの合作社では生産段階のうち二つのこと（水利および病害虫発生予察）

だけに責任を負い，他は農家世帯に任せることになった。また農家は税金と合作社基金（組

合費）を支払ったのちには，請負地からの生産物に関しては自由に処分する権利を与えら

れた。この結果，生産物のうち実質的に農家の手元に残るのが 40％と倍増し，これまで以

上に農家の生産意欲を刺激し（Nguyen Sinh Cuc(1995)），翌年からはコメの輸出国に転じた。 

 前述のように 1989 年には，当時もっとも大きな問題であったハイパーインフレーション

の解決のため，ショック療法的な一連の政策（価格自由化や国有企業改革，金利引き上げ

等）が取られた結果，インフレは 1989～91 年に沈静化し，92 年からは完全に克服された

（トラン 2010）。ノートンはこの価格全面自由化政策を「小さなビッグバン」（“small bang”）

と呼び，ベトナムの体制移行の特徴としてハイパーインフレ－ションの克服がその発端で

あり，改革によってインフレが沈静化したことをあげた。これに対して中国では改革によ

って権限の委譲された地方において投資ブームが起きたため，逆に改革後にインフレ気味

になり，その後は拡大と引き締めのサイクルが繰り返すことになったと指摘した（Naughton 

1996）。第２図は統一ベトナム発足後の 1976 年から 89 年までの物価上昇率を示したもので

ある。1985 年の配給制度廃止以降起こったハイパーインフレーションが，ショック療法が

採用された 89 年から収束に向かったことがわかる。特に 86 年以降の食料品（Foodgrain and 

Foodstuff）の上昇率が高く国民生活を直撃したことがわかる。   
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第２図 ベトナムの物価上昇（％（対前年比））（1976～89 年） 

資料：World Bank 1990． 



- 9 - 

 

そしてインフレが沈静化する中で開催された第７回ベトナム共産党大会（91 年）ではさ

らにドイモイ路線を推し進め，私有制を含む多様な所有形態が積極的に認められるように

なった。そして 92 年に採択された新しい憲法でも，多様な所有制を含めたドイモイ政策の

実施がもりこまれた（トラン 2003）。農業面では，1993 年の土地法改正によって，土地の

使用権を交換・譲渡・賃貸・相続・抵当する権利が農家個人世帯に新たに与えられた 

（Nguyen Sinh Cuc 1995）。このように農業経営の決定権が農業合作社から徐々に農家個人

世帯へ委譲され農業生産における合作社の役割は著しく縮小し，その多くが解体すること

になった。その総数は，1990 年代前半には 85 年頃の半分以下に激減することになった（ト

ラン 2010）。ベトナム政府は，ソ連型集団農場モデルに代わる新しい位置づけを合作社に

求めるようになり，それが 1996 年の合作社法設定につながった。同法によって，合作社は

かつての集団農業生産の執行機関から市場経済下の協同組合へとその法的位置づけが根本

的に転換した。 

 

３）ドイモイの特徴 

1980 年代から始めた一連の大胆な経済改革によって経済を安定させ高度成長を持続的

にもたらしたベトナムを移行経済の成功例として評価した世界銀行の世界開発報告が出さ

れたのが 1996 年である（World Bank1996）。上記報告書が出された正にその年に開かれた

第８回党大会で採択された「1996～2000 年経済開発戦略」では，2020 年までの工業国入り

という具体的な目標を示して工業化を一層推進するとともに，農林水産業に対して政府予

算からの重点的な投資が行われることが決定(3)した。また農村地域に近代工業を振興させ

るとともに，交通・通信・医療・住宅等のインフラ整備も進めることも決定した。またこ

れまで重点的な経済開発地域に選ばれなかった地方都市においても中小規模の工業団地の

建設を推進することが決定した。当大会で採択された方針に関して竹内郁雄は，「（１）さ

らなる高度成長への志向」「（２）雇用促進と各地域の均等開発」という二つの特徴が現れ

ていると指摘している（竹内 1997）。竹内の指摘する（１）とは「市場経済化・対外開放」

であり（２）は「社会的公正の実現」であると言い換えることもできよう。続く 2001 年の

第９回党大会では，この二つの実現をめざすドイモイ政策について「社会主義志向の市場

経済」という新たな文言で説明するようになった。 

農業は工業とは異なり生産する地域の条件に大きく左右される。さらに主食であるコメ

が同時に重要な輸出産品でもあるため，米価の上昇は稲作農家の所得向上や外貨獲得の面

では望ましいが，一方で都市生活者の生活には打撃であり工業労働者の人件費高騰も輸出

競争力の点で不利益をもたらす。後述するように，2007～08 年の米価高騰時には国内物価

も高騰した。ベトナム政府は生産者や輸出業者を犠牲にしてでも，その他の国民の利益の

ためにコメ輸出を制限することにした。このような農工間の間の矛盾だけではなく，農業

それ自体も脆弱な経営基盤（矮小な農地面積）のもとで農民が市場経済の変動リスクにさ

らされているという問題を抱えている。このように農業部門はとりわけ（１）「市場経済化・

対外開放」と（２）「社会的公正の実現」との間の矛盾を最も集中的に受ける部門である。
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このような事情のためベトナムの市場移行において農業は重要な位置を占め，上記（１）

と（２）を両立させるように慎重に進められてきた（第２表参照）。前述の各農家世帯を生

産単位として公認する 1981 年の党中央書記局第 100 号指示，農民に生産物を自由に処分す

る権利を与えた 88 年の党政治局第 10 号決議，実質的に土地の私有化を認めた 93 年の土地

法改正といった一連の政策によって，農業の脱集団化・市場経済化は推進された。ここま

では上記（１）の方針に基づくものであり，これによって農業生産の量的拡大をもたらし，

順調な経済発展に貢献した。だが市場経済化の否定的な側面として貧富の格差が拡大（世

帯間のみならず地域間ないし都市・農村間も）しつつあることが指摘された（竹内 1997）。

第８回党大会（96 年）では上記のように農業農村開発が重視され，その前後の時期からは

（１）に加えて（２）に基づく社会的公正をもとめる政策も目立ち始めてきた。 

農業農村開発の面では，1993 年の党第７期４中総「今後数年間の文化・文芸の任務につ

いての決議」で共同体的生活の再建が図られることになった。さらに 98 年に政府は「社に

おける民主実現制度規定」を制定した。これらは，従来国家丸抱えで行ってきた農村開発

の管理と運営の一部を相互扶助の伝統を持つ村落共同体の自主管理と自助努力にゆだねる

体制を作り上げることをめざしたものである（後述「（３）４）ムラ社会を活用した最近の

農村政策」参照）。さらに政府がより直接的に社会的弱者への援助を行うため，95 年には

政府（労働・傷病兵・社会省が中心）が作成する貧困ラインに該当する世帯への低利・無

担保貸付を手がける貧民銀行が設立され，翌 96 年から業務を開始した。これに対して（１）

の方針に基づくものとして，96 年には合作社を市場経済下の協同組合と位置づける合作社

法が制定され，2000 年には海外向けの高品質な農林水産物の生産を促すための農業発展戦

略として政府決議第９号（CPVN 2000）が出された。2003 年には土地法がさらに改正され，

国家による高収量・高品質な水稲栽培専用農地への補助策および民間農場への奨励策が規

定された。これは政府決議第９号における生産性の低い水田の転換奨励策と表裏一体をな

すもので，国際市場参入をめざして農地使用の合理化を促すものである。2001 年の第９回

党大会において採択された「2001～2010 年の経済・社会発展戦略」においては，ASEAN

（1995 年加盟）・米越通商協定（2000 年調印）に続く目標として WTO 加盟を掲げる（藤

田 2006）とともに，貧困削減・社会保障拡充・山岳地域における医療施設整備などの社会

政策の強化も同時に打ち出している（石田 2002）。これに沿うように，2002 年には前述の

貧民銀行を改組して社会政策銀行が設立された。同銀行は，貧困世帯融資に加えて各種政

策融資（農村の水質改善，学生への奨学金など）も手がけていることになった。貧民銀行

と同じく利息は市場金利より大幅に低く，その主な資金源は政府からの補助である。また

2003 年には農地使用税の減免措置が出された。これは耕作者自身が使用権を持つ農地の使

用税は事実上撤廃しながら，メコンデルタ等で発生しつつある不在地主は減免税対象には

ならず，また土地法の定める制限面積以上は 50％の減免措置とされるなどの配慮もなされ

ている。 
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第２表 ドイモイの２つの柱とベトナムの農政改革 
 

共産党大会及び重要事項 
ドイモイの２つの柱からみた農業農村政策 

①市場経済化と対外開放 ②社会的公正の実現 
1976. 統一ベトナム成立，第４回党

大会（重工業重視） 

1979. 党第４期第６回中央総会（自

由市場承認）：新経済政策 

1982. 第５回党大会（農業重視。市

場経済導入。） 

1985. 党第５期第８回中央総会（配

給制度廃止） 

1986. 第６回党大会（外資導入推進。

ドイモイ路線確定。） 

1989. 価格の全面自由化 

1991. 第７回党大会（私有制を認め

る）。対中国交正常化。 

1995. WTO 設立(ベトナム加盟申請)。
アセアン加盟。対米国交正常化。 

1996. 第８回党大会（社会的公正の

実現を明記） 

 

2001. 第９回党大会（「社会主義志向

の市場経済」）。米越通商協定発効。 

 

2006. 第 10 回党大会（ｽﾞﾝ首相就任） 

2007. ベトナムの WTO 加盟。 

2011. 第 11 回党大会 

 

 

1981. 党中央書記局第 100 号指示（各

農家世帯を生産単位として公認） 

 

 

 

1988. 党政治局第 10 号決議（集団農

業体制解体） 

 

1993. 土地法改正（実質的な農地私有

制） 

 

1996. 合作社法制定（合作社を市場経

済下の協同組合に） 

2000. 政府決議第９号（海外向けに農

産品の高品質化促進） 

2003. 土地法改正（農地集積と民間農

場の奨励） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1993. 第７期４中総「今後数年

間の文化・文芸の任務について

の決議」（共同体的生活の再建） 

1995. 貧民銀行設立（貧困世帯

向け低利融資） 

1998. 社における民主実現制度

規定 

 

2002. 社会政策銀行設立 

 

2003. 農地使用税撤廃 

出典：筆者作成． 

注．ベトナムの各農業政策の①②の分類はどちらの要素が強いかによる便宜的なものであり，実際には各

政策のいずれも①②双方の要素が含まれている．例えば 1996 年の合作社法は脱集団化の完成という視

点で見れば①の面が濃厚であるが，反面市場経済下において農民の価格交渉力を付けるという点では②

の要素もある．また 1995 年設立の貧民銀行も，その融資対象者はあくまで「労働力と生産活動を行う

能力がありながら資金が不足している」農家であり，市場経済下における農業経営体育成と言う面で見

れば①の要素も存在する． 
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（３）中国との比較 

 

１）基礎情報と先行研究 

ここでまず中越両国の経済発展について基礎情報を得るために，第３図に両国における

農業・製造業の GDP 構成比率を示した。年々農業の比率が下がっているのは両国に共通の

傾向である。しかし，中国において製造業の GDP 構成比率が農業を逆転するのが改革開放

前の 1971 年であるのに対して，ベトナムの場合はドイモイ路線確立後 20 年もたった 2006

年であるという大きな違いが存在する。 
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第３図 中越両国の農業・製造業の GDP 構成比率（％）（1970～2010 年） 
出典： World Bank (online). 
注．ベトナムのデータは 1985 年以降のみ． 

 

次に，これまで中越両国の市場移行はどのように論じられてきたかを整理する。加藤弘

之は，中国では工業化（＝農業経済部門の縮小）の方が先行し，ベトナムでは価格自由化

や国有企業改革などの制度改革の方が先行するという改革の順序が違っても，両国が目標

とする市場経済システムに本質的な違いはないと主張する（加藤 2005）。ベトナムが中国

に比べて工業化が遅れている理由を，ノートンはベトナムが米国との 20 年間にもわたる戦

争（ベトナム戦争）のために人的資本を使い果たしたからだと指摘する（Naughton 1996）。

またカークヴリットらは，ベトナムより中国の方が農業集団化がより徹底して行われ，人

民公社期の社隊企業が後の郷鎮企業になり農村工業化の担い手になったと論じている。そ

してベトナムにおいて農業集団化が徹底できなかった理由をベトナム戦争に勝利するため

に兵士=農民の反対を押し切ってまで極端な集団化が強行できなかったことに求めている

（Kerkvliet and Selden 1999）。ノートンもカークヴリットらも中越の違いの原因として，戦

後の共産政権下の事情（ベトナムは戦争のために人的・社会的資本が未整備のままであっ

ベトナム農業 

ベトナム製造業 

中国農業 

中国製造業 
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た）からしか説明しておらず，それ以前の歴史に由来する社会構造には触れていない。そ

のため，ノートンは両国の市場移行における個々のマクロ経済政策の違いは指摘しても移

行過程それ自体には共通点が多いと結論づける。またカークヴリットも「両国は同じ方向

に進んでいるが，別々に歩んでいる」（Kerkvliet, Chan and Unger 1999）と，中越の市場移

行の違いはないとの結論に至っている。 

 

２）工業化と農村 

以上の中越比較の先行研究レビューから，ベトナムが中国に比べて工業化が遅れている

のはただその移行の程度が遅れているだけであり，いずれベトナムも中国型の移行モデル

を後追いするであろうという議論が主流である。しかしこれらの議論は主として 20 世紀ま

でのデータに基づいており，21 世紀に入ってからのベトナムの急速な工業化と農村の現状

を踏まえたものではない。20 世紀までのベトナムを中国と比較した加藤は「1980 年代の中

国で起きたような，農村部でのダイナミックな変化はベトナムではいまだ出現していない」

（加藤 2005）と論じているが，21 世紀のベトナム農村は 1980 年代以降の中国農村の変化

を後追いしているのであろうか。2000 年におけるベトナムの農業人口比率（65.8％）は，

2010 年には 50.1％にまで減少している。中国においてこれらとほぼ同じ水準の時期は 1983

年（67.1％）と 99 年（50.1％）である。この間に中国は農村人口比率を 13.2％減少（78.4％

から 65.2％へ）させているのに対してベトナムは中国の半分未満の 6.4％しか減少（75.9％

から 69.5％へ）させていない。第４図は，両国の農業・農村人口の比率の変化をグラフ化

したものである。図でも明らかなように，中国は農業人口と農村人口がほぼ並行に減少し

ているのに対して，ベトナムは農業人口の減少は農村人口の減少よりも急である。具体的

な数字をあげれば，中国における 1980 年の農村非農業人口比率（=農村人口－農業人口）

11.9％は 30 年後の 2010 年に至っても 13.4％とほぼ横ばいであるのに対して，ベトナムは

2000 年からわずか 10 年で倍増させている（10.1％から 19.4％）。つまり 21 世紀のベトナム

は急速な工業化にもかかわらず農村人口が安定しており，農村部における非農業就業者が

急増しているという点で 1980 年代以降の中国とは異なっている（この段落の用語の定義や

数字の出典は第４図と同じ）。 

この問題をさらに深く理解するために第３表に，一人あたり GDP がほぼ同水準であった

2010 年のベトナムと 2003 年の中国における，農村人口の比率，農村の非農業就業者比率，

都市と農村の所得格差を示した。この表からも，ベトナムは中国より農村人口の比率と農

村の非農業就業者比率が高いことが確認でき，さらに都市と農村の所得格差が小さいこと

がわかる。つまり，ベトナムの工業化は安定した農村を維持し，都市と農村の所得格差拡

大を抑えるという点で独自性があり，中国モデルの後追いとはいえない。 
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第４図 中越両国の農業就業人口・農村人口の比率（％）（1980～2010 年） 

出典： National Bureau of Statistics of China(online), TCTK(online). 
注．データの「農業人口」は正確には「第一次産業の就業者率」のこと．ベトナムの農村人口データは

1990 年以降のみ，ベトナムの農業人口のデータは 2000 年以降のみ． 

 

 

 

第３表 中越両国の農村に関する経済指標 

 ベトナム 

（2010 年） 

中国  

（2003 年）  

一人あたり GDP（米ドル）  1,334 1,274 

農村人口の比率（％） 69.5   59.5  

農村の非農業就業者比率（％） 41.3  25.1 

都市と農村の所得格差 （倍）  1.99  3.23  

出典： World Bank (online), National Bureau of Statistics of China(online), TCTK(2011). 
注．データの「農業人口の比率」は正確には「第一次産業の就業者率」のこと．「都市と農村の所得格

差」は都市の一人あたり住民所得を農村のそれで割ったもの． 

ベトナム農村人口 

ベトナム農業人口 

中国農村人口 

中国農業人口 
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また前述のようにベトナムではドイモイ路線確立後わずか 10 年後の 1996 年第８回党大

会で「市場経済化・対外開放」と「社会的公正の実現」の両立が主張され，その後の WTO

加盟交渉の過程では，貧困地域などで栽培されている砂糖などの作物に関しては関税割当

で輸入を制限するなど，「社会的公正の実現」には常に留意していた（岡江 2010）。これ

に対して中国では，先に豊かになれる人・地域から発展する「先富論」が唱えられ，「社会

的公正の実現」を意味する和諧社会建設提唱が行われたのが 2004 年第 16 期４中全会であ

る。また WTO 加盟交渉の過程でもベトナムのように特定の地域への配慮はなかった。こ

のようにベトナムの特徴として筆者があげた市場経済化と社会的公正の両立は，中国には

あてはまらない。 
 

３）文化的背景 

以上中国に比べたベトナムの市場移行の特徴として，安定した農村人口が維持されて都

市農村間の格差が小さく，政策的にも市場経済化と社会的公正の両立を図っていることが

あげられる。筆者はこのような中越の違いは背景となる文化の違いに由来すると考える。

そのことを理解するために，共産化する前の両国の農村社会を以下に比較する。 

ベトナムで「社」と呼ばれる行政村には，朝廷から官吏が直接派遣されることはなく，

村民によって選出された組織が自治の担い手となっていた。村落有力者たちの会議が村の

重要事項を決定し，里長（村長）・副里・自警団長などの村役人たちがこの決定を遂行し国

家権力 (具体的には地方官)との折衝役を務めた。中央政府は特定の村落でだれがどの土地

を所有しているのか，または兵役や人頭税の対象となる人々が誰と誰であるのか，その実

態を正確に把握できなかったので，徴税・賦役・徴兵などは村落に請け負わせる以外なか

った。そして村落はその見返りに，政府からの干渉の多くを免れることができた。村落自

治を体現する「村の掟」は，村落ごとに「郷約」として成文化されるのが常であった（白

石 2002）。この「郷約」には，祭礼に関する権利・義務や規制，集会・宴会への参加資格

や席次など村内序列，村落内の諸組織や諸役職，婚姻・葬礼に関わる義務，盗み・火事な

どに対する自警，相互扶助，道路・橋・堤防などの修築，村民の生産活動，村内の秩序紊

乱者の処分や紛争処理，功労者・科挙合格者・高齢者の表彰，政府に対する義務，など多

岐にわたる規定が記載されていた。郷約は村民が亭（村の集会所）に会して議定され，少

なくとも形式的には村民全体の協議の結果のコンセンサスであることがその正当性の根拠

となっていた（嶋尾 1992）。郷約に従うべき村民の範囲が明確であると同時に地理的な村

の範囲も明確であった。多くの村は境界を竹藪や土塀で囲んでおり，村の入り口には門が

あり夕方になると閉められた（グルー 1945）。 

これに対して中国においては，ベトナムのような強いムラ結合は見られなかった。華北

農村慣行調査（満鉄調査部・東亜研究所の共同事業）に参加した旗田巍によると，河北省

順義県沙井村の境界は，清代光緒年間に地方政府（県）がそれまで個々の農民が行ってい

た看青（作物の盗難を防ぐための監視）を協同で行わせるための「青苗会」を結成させ，

その範囲に徴税を請け負わせたものに由来し歴史は浅い。農民側からの認識でも，個人の
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所有地については明確な境界意識をもっているが，村の土地という意識さえない。これは

本村人だけが利益を受ける区域が存在せず，団体的支配区域をきめなくても生活が成り立

ってきたからである。村の範囲が認識されないということは成員権（村民の資格）という

ものも厳格ではないということである。沙井村では，他村の人間でも村に移ってくればす

ぐに本村人として扱われ，財産・係累も資格要件ではなく，近所への挨拶まわりや祭礼へ

の参加も要求されない。村廟の管理や村政を担う香頭でさえ，新参者でも希望すれば簡単

になれる。廟の祭りへの出欠に家柄や村での居住年数は一切関係なく，出席は個人の自由

意思によるが，貧乏人は金を出すのを惜しんで祭礼には加わらない（旗田 1973）。 

このように，凝集力の強いベトナム村落に対して，中国村落はまとまりがなく，きわめ

て流動性が高く，個人主義的・実力主義的な人間関係が支配的だった。そのため農村から

都市への移動に社会的な障壁が少なく，先に豊かになれる人・地域から発展する「先富論」

が受け入れられる文化的背景があった。これに対して強固なムラ社会が残るベトナム農村

では，人口移動は容易に行われず，平等主義的な規範が残っていた。また 1989 年の価格の

全面自由化のようなショック療法的な改革は都市住民の生活にとっては打撃であったが，

人口の大部分を占め貨幣経済が浸透していなかった農村では前述のように脱集団化が徐々

に進められた（1981 年 100 号指示，1988 年 10 号決議，1993 年土地法改正，1996 年合作社

法制定）こともあって大きな打撃とならず，共産党体制が崩壊せずに済んだ。 

 

４）ムラ社会を活用した最近の農村政策 

このようにベトナムの伝統的なムラ社会構造が農村の安定をもたらし，市場移行におい

て重要な役割を果たしている。ベトナム政府は最新の政策においても，この伝統的なムラ

社会を農業農村開発に活用しようとしている。前述のようにベトナムにとってコメは主食

であるとともに重要な輸出産品であることから，世界的に米価が高騰した 2007～08 年には

国内物価も高騰した。このような社会的混乱を沈めるため，政府が輸出規制等の対症療法

を行うとともに，農業問題が 2008 年７～８月に開催された第 10 期ベトナム共産党中央執

行委員会第７回総会において議論された。この中で水田の転用禁止など 2000 年の政府決議

第９号の方針を転換する食糧安全保障政策が打ち出されるとともに，新農村建設がかかげ

られた。 

新農村建設事業とは，インフラ・経済改善・教育・環境などの認定基準を満たす社（行

政村）を「新農村」と認定・顕彰し，その普及をはかる最近の政策である。具体的には，

2009 年 4 月 16 日付け政府首相決定 491 号（CPVN 2009a）で認定基準が定められ，2010 年

6 月 4 日付け政府首相決定 800 号（CPVN 2010a）では，2015 年までに 20％の社（行政村）

が，2020 年までに 50％の社が新農村の基準に達することを目標としている。ベトナムの新

農村建設事業の独自性として筆者は，首相決定 491 号に規定された基準の一つに，管内の

旧村（集落）の 70%以上が「文化村」であることを指摘したい。 

「文化村」はもともと 1960～70 年代においては特色ある伝統文化をもつ村にだけ与えら

れた名称であったが，1980 年代に入ると新しい文化施設などの数量の指標に達した農村の
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称号となった。それが 1990 年代に入ってからは，かつてのムラの郷約にあたる「規約」を

建設する「文化村」運動が展開されるようになった。さらに 1993 年１月に開催されたベト

ナム共産党第７期４中総において「今後数年間の文化・文芸の任務についての決議」が出

され，「祭りの組織」「家族・住民共同体の確立」などの共同体的生活の再建が「文化村」

建設キャンペーンを通して行われるようになった（今井 2002）。 

「文化村」の最新の認定基準として文化・スポーツ・観光省の 2011 年 10 月 10 日付け通達

12 号（BVHTTDL 2011）があり，そこでの基準を第４表にまとめた。その中で大項目の「５．

コミュニティでの相互扶助」，さらに小項目の「2-1. 文化省の基準に沿った村の集会所，

運動場があること」「2-2. 40%以上の人口が，コミュニティの文化・スポーツ事業に参加し

ていること」「2-3. 70%以上の世帯が冠婚葬祭に関する規定に忠実であること」「4-2. コミ

ュニティにおける紛争解決が機能していること」など，コミュニティの団結を重視し奨励

する基準が多く存在するのが大きな特徴である。関連する政策として，1998 年の「社にお

ける民主実現制度規定」が存在する。加藤敦典は，この「民主」概念を「地域住民による

自己統御」を意味していると解説し，ベトナム国内での議論では村落共同体の自主管理能

力の回復と強化の必要性が強調されていることを紹介している。その上でこの規定は，ベ

トナム政府が従来国家丸抱えで行ってきた農村開発の管理と運営の一部を住民の自主管理

と自助努力にゆだねる体制を作り上げることをめざしたものだと指摘している（加藤

2004）。 

なお中国においても 1987 年の「農村の基層政権建設工作の強化にかんする通知」などに

よって，国家の手を煩わせることなく自前で末端の公共的事業と秩序の維持を肩代わりす

る「行政村」の枠組みを強化しようとする方向にはある。しかし，これは田原史起が指摘

するように「中国史上普遍的には見出すことのできなかった「村民」という新しいカテゴ

リーの創造」にむけての国家的な試み（田原 2000）であり，伝統村落の自主管理能力の回

復をはかるベトナムとは大いに事情が異なる。 
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第４表 「文化村」の認定基準（2011 年） 

大項目 小項目 

１．経済の安定，

着実な発展 

1-1. 所在する省平均より貧困世帯比率が低いこと 

1-2. 粗末な家屋が少ないこと 

1-3. 科学的で効果的な活動が行われていること 

1-4. 就業労働者比率，一人あたり年間収入が平均以上あること 

1-5. 80%以上の世帯が新農村建設運動，コミュニティにおける経済社会基盤建設に

参加していること 

２．精神的に充足

した文化的な生

活 

2-1. 文化省の基準に沿った村の集会所，運動場があること 

2-2. 40%以上の人口が，コミュニティの文化・スポーツ事業に参加していること 

2-3. 70%以上の世帯が冠婚葬祭に関する規定に忠実であること 

2-4.コミュニティの中で社会悪に染まった人間がいないこと。 

2-5. 70%以上の世帯が「文化家族」に認定され，うち 50％以上の世帯が３年以上公

認されていること。 

2-6. 子供の就学率が 100％であること。 

2-7.伝染病を広めないこと，食品中毒をおこさないこと，栄養失調の子供の率を下

げていること，子供が予防接種を，妊娠女性が定期検査を受けられること。 

2-8.家族計画が実行されていること 

2-9.歴史文化遺産・旧所名跡の保護，地域における伝統的な文化生活・民間スポー

ツの維持。 

３．景観・環境が

美しいこと 

3-1. ゴミの集中処理施設が基準に達していること。 

3-2. 生活用水・シャワー室・便所の衛生環境が基準に達している世帯の割合が平均

以上あること。 

3-3.家屋，公共建築物，墓地が基準に沿って建設されていること。 

3-4.住民の衛生観念を啓発する運動が実施されていること。 

４．党の方針およ

び政府の政策・法

律に忠実である

こと 

4-1. 90%以上の世帯に対して党の方針および政府（中央および地方）の政策・法律

が周知されていること。 

4-2. コミュニティにおける紛争解決が機能していること。 

4-3. 社会の安定秩序が維持され，法律に違反する住民がいないこと。 

4-4.住民が共産党支部や地方行政に参加することによって，その活動を監査する権

利を有すること。 

５．コミュニティ

での相互扶助 

5-1.相互扶助に関する国家の政策が実現されていること。 

5-2.天災被災者・困窮家族・独居老人・孤児・障害者・枯れ葉剤被害者などの不幸

な人たちに対する人道援助の活動が行われていること。 

出典：文化・スポーツ・観光省 2011 年 10 月 10 日付け通達 12 号（BVHTTDL 2011）． 
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２．現状編―ベトナムの稲作をとりまく環境― 

 

（１） コメ生産の概況 

 

 第５図にベトナム戦争終了（1975 年）の後のコメの生産と輸出をグラフ化した。集団農

業生産体制を終わらせた 1988 年 10 号決議の翌年（89 年）以降，右肩上がりで生産が伸び，

本格的な輸出もこの年から始まっている。 

 ベトナムにとってコメは，およそ 8 割の農家が携わり（Nguyen Ngoc Que（2009））国民

の消費カロリーのおよそ３分の２を占める最も重要な作物である。コメの生産のほとんど

は，北部の紅河デルタ（2007 年の生産量の 17.6％）と南部のメコンデルタ（52.0％）で行

われている（TCTK（2008））。この両デルタ以外のベトナムの各地域（第１図参照）では，

コメは常にぎりぎり自給できるかもしくは不足の状態にある（Nguyen Ngoc Que（2009））。

北部ではおおむね２期作，南部では３期作でコメが栽培されている。 

紅河デルタが古くから人口稠密地域で独立後も共産政権下で平等に土地が分配されたの

に対して，メコンデルタはフランス植民地時代に商業的農業生産地として本格的に開拓さ

れ独立後も土地改革が徹底されなかった。そのため，紅河デルタは経営規模は小さいが比

較的均等であるのに対して，メコンデルタでは経営規模の平均は大きいが土地所有の不平

等化が進んでいるという違いが見られる。このため一作期あたりの水稲耕作に投入される

労働力も紅河デルタでは 200人日／ha，メコンデルタは 85～100人日／ha（Nguyen Ngoc Que

（2009））という大きな違いがみられる。 

 第５表は稲作農家が自らの生産したコメをどのような用途に使用しているかの内訳

（2004 年現在）である。最大の稲作地帯であり輸出米の主産地であるメコンデルタでは生

産の７割が販売されるのに対して，紅河デルタでは生産の約半分が農家自身の食用に使用

され販売はわずか２割強である。また紅河デルタの農家世帯の 95％が水稲耕作を行ってい

るという事実（Nguyen Ngoc Que（2009））から，紅河デルタの農家にとって稲作とは昔な

がらに自らの食を確保するために行うものであるということがわかる。さらに第５表では

紅河デルタにおける備蓄・家畜飼料・消失がメコンデルタの何倍もの割合を占めている。

このことは，低技術水準下で収穫後の消失が大きく，零細経営による不安定性のため将来

への保険として備蓄と畜産の兼業を行っているという紅河デルタ農民の姿を示している。
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第５図 ベトナム戦争以降のコメの生産と輸出 

資料：1999 年までは TCTK(2000)，2000 年以降は TCTK(online)(2005)(2008)． 
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第５表 2004 年における稲作農家のコメ用途の内訳（％） 
 紅河デルタ メコンデルタ 全国平均 

農家の食用 49.30  16.40  41.50  

販売 23.00  70.00  34.00  

備蓄 12.30  4.80  12.60  

種まき 0.94  3.69  2.16  

家畜飼料 11.30  2.90  7.40  

他世帯への貸し出し 2.72  1.97  2.00  

消失 0.40  0.10  0.20  
資料：TTPNN （2008）. 

 

 

 第６図は，ベトナム国内のコメ流通について既存資料（小沢（2004），坂田（2003））を

もとにできるだけ単純化して図示したものである。 

 図中 A はコメ生産農家から始まる農村内におけるコメの流通である。前掲第５表でみた

ようにベトナムの農家の生産するコメのうち販売に回るのは全国平均で３分の１程度（紅

河デルタではわずか２割強）に過ぎない。多くの農家は自家消費用（家族の食事，家畜の

餌，等）にコメを栽培し，余剰米が籾の形で販売され市場に流通する。農家から籾を買い

付ける集荷商人も多くは農村内に居住する個人経営者（兼業農家である場合が多い）であ

り，その買い付けの範囲も１～２社（行政村）と非常に狭い。その集荷業者から籾を買う

精米業者の多くは精米施設の技術水準が低く，玄米加工までしか行われない。また厳密な

品質ごとの分別ができないため，この段階では国内消費用と輸出用との区別はしていない。

A 段階におけるアクターはいずれも零細な個人経営であり，その取引は相対によるもので

ある。独占的なアクターが存在しないという点では市場原理が働いているが，相互の流通

マージンが低く機械化や在庫調整によるリスクへの対処もできない。 

 B は輸出米の流通経路である。産地の主要集荷拠点に位置する仕上げ加工業者は，農村

内の精米業者から半加工米（玄米）を買い付け，白米への仕上げ加工や袋詰めを行う。そ

の仕上げ加工後に砕米の分別を行う。このコメの品質による分類によって初めて各市場（国

内消費用・商業輸出・援助米）へ価格をつけて販売される。そのため輸出用に高品質なコ

メを求めて生産者を選別するという行動をおこしにくい。 

 C は国内で消費されるコメ流通である。卸売業者が仕上げ加工業者から加工米を仕入れ

（彼ら自身が加工精米技術を持つ場合もある），都市の小売業へ販売する。C 段階における

流通は政府における価格統制もなく市場原理によって行われている。 

 以上ベトナム国内のコメ流通の特徴を要約すると，生産から消費（輸出）まで多くの流

通経路が存在し，その度に流通マージンが発生するという問題を生じている。特に精米加

工が半加工（籾を玄米に）と仕上げ加工（玄米を白米に）に分断されているのが問題であ
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る。そのことが精米技術への投資を妨げる要因となっている。そのため流通過程で 13％も

のコメが失われているといわれている（Nguyen Ngoc Que（2009））。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６図 ベトナムにおけるコメ流通 

資料：小沢（2004），坂田（2003）より筆者が作成． 
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（２）世界食料危機とその対応 

 

第７図は，2007～09 年におけるベトナム国内の消費者物価指数と食糧価格指数の上昇を，

2007 年１月を 100 として示したグラフである。2007 年 10 月頃から消費者物価指数も食糧

価格指数も上昇し始め，2009 年 12 月には消費者物価指数および食糧価格指数が 2007 年１

月から 42％増・75％増となっている。食糧価格が高騰に至った最大の理由は，コメが重要

な輸出産品であるために国際価格と国内米価とが密接にリンクしていることである。第８

図は国際価格（タイ輸出米価格）とベトナムの輸出米価格・国内米価の 2007 後半～09 年

における変動をグラフ化したものである。新輸出契約の停止が発表される 2008 年３月まで

の間は３者がともに上昇傾向にあり，強い相関関係にあることがわかる。コメは国民の圧

倒的な主食であるために，コメ価格の急騰により食糧価格全体も急騰した。2008 年３月の

輸出規制によって，以降は国内物価全体の上昇が抑えられた反面，ベトナムの輸出米価格

が急上昇し，コメの国際指標価格となっているタイ米の上昇につながった。 

2000 年の政府決議第９号によって認められた水田の転作が政府の予想を遙かに超える

速度で進行したことも人々に国内需給逼迫の不安をあおり食糧価格の高騰の一因となった

ことから，2008 年４月 18 日に第 391 号首相決定（CPVN（2008））が公布され，水田専作

地の転作の原則禁止の方針が打ち出された。 
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第７図 2007～09 年におけるベトナム国内の物価上昇 
資料：TCTK(online)． 
注．2007 年１月を基準（100）とする指数． 
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第８図 2007～09 年におけるタイ輸出米価格 

・ベトナム輸出米価格・ベトナム国内米価（米ドル/トン） 

 
資料：価格は CCPDTV（2010），TTPNN （2009）．より． 
注．輸出米価格は両国とも 25％砕米価格．ベトナム国内米価は，メコンデルタのコメ生産地カントー市

（第１図の 57）における通常米（Gia te thuong）価格．  
 
 
世界食料危機の混乱を踏まえて， 2008 年７月に開催された第 10 期ベトナム共産党中央

執行委員会第７回総会において農業問題が議論され，さらに政府の今後の食糧政策の方針

として 2009 年 12 月 23 日に「国家食糧安全保障に関する政府決議 63 号」（CPVN 2009c）

が公布された。具体的な目標として，国内需要を満たすために，2020 年まで 380 万 ha の

水田と 41～43 百万トンの生産を維持することとしている。そのために，稲作生産費の 30％

以上を生産者の利益として確保し，2020 年までに食糧生産者の収入を現在の 2.5 倍にする

目標を立てている。またベトナム国内のコメ流通・加工業者の多くが零細で設備が整って

おらず貯蔵施設も未整備のため，ベトナムはコメの大生産・輸出国にも係わらず国際的な

価格変動が国内の需給逼迫に直結するという問題を抱えている。そのため食糧流通と輸出

システムの合理化を目標として，63号決議では業者に対して容量 400万トンの貯蔵施設（当

時の国内総在庫の約２倍の容量）の建設を 2012 年までに完成させるように指示している。

さらに政府機関への指示として，財務省に対して稲作生産の保険のスキームを，農業農村

開発省に対しては農民と農村の各経済事業体（農協・企業・研究機関・流通・輸出業者）

との連携に関するスキームをそれぞれ，政府に提出するように求めている。 
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（３）政府議定 109 号と新コメ政策 

 

 上記の 63 号決議の方針を執行するために政府議定 109 号（CPVN 2010b）が 2010 年 11

月４日に公布（施行は 2011 年１月１日）された。この政府議定 109 号から，現在のコメ政

策を以下に紹介する。 

 

 １）輸出業者の選別 

 109 号議定第４条では，輸出業者として認可される条件を定めている。具体的には，5,000

トン以上のコメの収容能力がある倉庫と１時間当たり 10 トン以上の処理能力がある精米

所を輸出地点において所有していることである。認可を求める業者について各地方省の商

工局が検査を行い，条件に適合すると判断されたら商工省が５年間有効の認可証を交付す

ることになっている（第５～６条）。なおこの５年間の間でも，第４条に定めた条件を満た

さなくなったら免許は取り消される（第８条）。認可された輸出業者はさらに過去６カ月間

の輸出量の 10％のコメを貯蔵し続けることも義務づけられている（第 12 条）。その上，業

者はコメの買い付けごとに品質と種類ごとの価格を地方省の人民委員会に知らせる義務が

ある。地方省人民委員会は担当地区の農民が業者から不当な安値を強要されないように，

その価格情報を公開することになっている（第 13 条）。また政府間契約を除く一般契約に

おいては，輸出業者は３）で後述するような最低輸出価格を守るとともに，上記の第 12

条で義務づけられた 10％の貯蔵米以外にさらに契約輸出量の 50％以上を手元におくこと

が義務づけられている（第 18 条）。 

なお同議定に基づきコメ輸出を希望する業者は上記の条件を整えて 2012 年 10 月１日ま

でに政府の認可を受ける必要があった。その結果，2013 年には小規模業者の破産が相次い

だ。 

 

 ２）コメ輸出システム 

 ベトナムのコメ輸出制度は 90 年代から輸出割当制度を維持しつつ徐々に規制緩和が図

られた。そして 2001 年４月４日付け第 46 号首相決定（CPVN（2001））によって輸出割当

そのものが廃止され，輸出業者も認可制から登録制へと移行することになった。しかし同

決定は政府間契約の輸出米については，商業省（現商工省）が輸出を行う企業を指定する

と同時に契約の一部の量（輸出の権利）を各地方省に割り当て，各省は省内企業に輸出量

を割り当てることを規定している。政府間契約の輸出米に占める割合の大きさから，実質

的には 2001 年以降も輸出割当制度と同様の政府による規制が続くことになった。 

 2008 年の輸出規制ののち，2009 年６月 15 日付政府通達 176 号（CPVN 2009b）によって，

政府間契約の輸出米の各地方省への割当も廃止することを決定した。しかし 2010 年の 109

号議定では，政府間契約の輸出米のうち 20％は契約事務を行った業者自身が輸出するが，

残り 80％はコメ輸出業者の業界団体であるベトナム食糧協会が参加業者に割り当てるこ

とになっている（第 16 条）。 
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ベトナム食糧協会は 1989 年に食糧貿易を行う業者が相互扶助を目的として自主的に設

立したことになっている団体である。しかしコメ輸出を行う業者は一件ごとに食糧協会に

届け出をして，協会からの承認書がなければ税関を通せないことになっている。また食糧

協会は，毎年年頭に商務省（現商工省），農業農村開発省ともにコメ需給計画の原案を協議

して政府に提出し，首相が最終的に年間コメ需給計画を発表する。そして作期ごとに需給

の見直しを行う（伊東（2007））。2010 年の 109 号議定でも，第 11 条にこの需給計画のシ

ステムが明記されている。また第 20 条では，食糧協会は市場動向を常時把握して統計を取

る任務を与えられており，政府（財務省・商工省・農業農村開発省）から要求があれば報

告書を提出する義務がある。さらに第 24 条でも，食糧協会は政府の政策に沿って各地方省

政府と協力してコメ輸出業者の監督を行うことを明記している。このようにベトナム食糧

協会は名目上民間団体とはいえ，事実上政策を代行する准政府機関となっている。 

 このようにコメ輸出システムは原則として自由化されながらも，政府の関与を事実上残

し，いざというときには輸出に規制をかけることができるようになっている。 

 

 ３）価格支持策 

 109 号議定において最も画期的な変化は価格支持策の導入である。第 14 条では，「生産

者の利益を保障」するための国内下限価格を定めている。下限価格の計算方法は以下の通

りである。各期初に財務省が稲作生産費の計算方法を公表する。それに応じて各地方省が

その地域の平均的な稲作生産費を計算する。各地方省から上がってきた数値を元に財務省

が下限価格を決定する。下限価格の計算方法は 109 号議定に規定はないが，63 号決議で「稲

作生産費の 30％以上を生産者の利益として確保」とあるので，この方針に沿って計算して

いるのであろう。さらに 109 号議定第 14 条では，収穫期になって市場価格が下限価格を下

回るようであれば，農業農村開発省は，財務省・商工省・国家銀行・食糧協会と協力して，

市場価格が下限価格を下回らないように米価を維持するための「具体的な対策」を政府に

提示することになっている。この「具体的な対策」が何かは 109 号議定では明示されてい

ない。 

 また第 15 条では物価安定のために国内上限価格も規定している。国内米価が急騰してこ

の上限価格を上回る場合は，政府はコメ輸出業者へ備蓄米を市場に放出するよう指示する

ことになっている。またこの指示によって業者が損害を受けた場合は，政府が賠償するこ

とも規定されている。 

 さらに第 19 条では，財務省は各期に国内外の市場や国内下限価格等を勘案して最低輸出

価格を定め，ベトナム食糧協会を通じて参加業者に周知徹底させることになっている。 
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４）109 号議定の実際と最新の動向 

 109 号議定において導入された業者選抜と価格支持策は画期的であるが，実際には有効

に機能していない。 

まず前述の「１）輸出業者の選別」に関しては，最初の登録こそ検査されるものの，そ

の後第 12 条，18 条で要求されている条件を業者が満たしているかについていかなる機関

も常時監視しているわけではない。そもそもこれらの規定は政府決議 63 号で目標とされた

400 万トンの備蓄を達成するためのものであるが，監視機関がないため民間備蓄の統計デ

ータもなく，この目標が達成されているかも不明である。また「３）価格支持策」に関し

ては，第 14 条で規定されている下限価格は公表されておらず，業者がこの価格に従って購

入しているわけではない。市場価格が支持価格を下回った場合の「具体的な措置」とは，

政府による調達プログラムのことである。このプログラムに沿ってコメを購入した場合は，

銀行から低利融資を受けられる。ベトナム食糧協会が会員企業に割り当てて，プログラム

に参加させている。購入価格はそのときの市場価格であり，指示価格ではない。もし購入

した価格以上で売れなくても政府が補償するわけではない。第 15 条で規定されている上限

価格を超えた場合の放出はこれまで行われていない。国際米価が高騰した 2008 年は政府が

輸出を停止したので，業者は国内で販売せざるをえなかった。その後ベトナム政府は輸出

停止も強制放出も行っていない。このように 109 号議定は実際には機能していないため，

レビュー結果を踏まえて近々新しい政府文書が出るはずである（2017 年３月における農業

省関連団体 AgroMonitor 社 CEO である Pham Quang Dieu 氏へのインタビューより）。 

 また 109 号議定施行以降，中国への密輸が急増し(CCPDTV(2014))，食糧総公司の経営悪

化という問題も引き起こしている。食糧総公司は 1984 年に主に食糧輸入を行う国家食糧総

公司として設立され，1995 年に北部食糧総公司と南部食糧総公司に再編された。南北食糧

総公司は自ら貿易業務を行うとともに，地域の国営食糧公司を傘下に置くことにより，国

内のコメ流通にも影響力を及ぼしている（坂田(2003)）。 

食糧総公司は財政的には独立した経営体でありながら，国営企業として政府の意向をう

けた活動をせざるを得ないという矛盾をはらんでいる。特に輸出米の主産地であるメコン

デルタを管轄する南部食糧総公司は，市場価格が下落した場合に上記の政府による調達プ

ログラムに従って大量に備蓄米を購入することになった。また現地のメディアでの報道に

よれば，2014 年におけるフィリピンへ政府間契約輸出において，当初ベトナム食糧協会が

輸出を割り当てた業者の多くがその後の米価高騰のため契約価格での輸出を断った。その

ため南部食糧総公司が肩代わりすることになり，巨額の赤字を抱えることになった

（Vietnamnet (online)）。このように政府の指示に従って採算を度外視した経営を行ってい

た食糧総公司は，2016 年 12 月 28 日付け首相決定 58 号において株式化が決定した

（CPVN(2016)）。なお同決定では南北食糧総公司は政府が 50～65%の株式を保有し続ける

ことが規定されているので完全民営化ではないが，一部とはいえ株が市場に流通するよう

になれば，これまで以上に経営の合理化が求められるだろう。 
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（４）コメ生産の制約要因 

 

 前述のようにベトナムにおけるコメの生産の制約要因として，狭小な経営面積があげら

れる。そこで本項ではベトナムの農地問題について考察する。1980 年代に農業の脱集団化

が行われ，93 年には土地法が全面改正された。93 年土地法（QHVN(1993)）は，土地の所

有権は国家に属するとの原則を維持しながら，土地の使用権を交換・譲渡・賃貸・相続・

抵当する権利を個人世帯に与えた（第３条２項）。面積に関しては，一年生作物地は３ha

まで，それ以外は政府の規定によるものとした（第 44 条）。この 93 年土地法から土地権利

証書の発行が始まり現在ではほぼすべての農家に交付されている。 

 その後土地法は 98 年，2001 年の部分改正を経て，2003 年 11 月 26 日に全面改正である

新土地法（QHVN(2003)）が国会で可決され，2004 年７月１日より施行された。93 年土地

法第 44 条では個人世帯の長期使用が認められる一年生作物以外の土地面積は政府の規定

によるものとされていたが，2003 年土地法では多年性作物地はデルタ地域で 10ha・山岳地

域で 30ha までと法律で明記された（第 70 条第２項）。また高収量・高品質な水稲栽培専用

農地への国家による補助・インフラ整備・新技術の導入策をとることを規定した（第 74

条第１項）。そして水稲栽培専用農地の工芸作物・養殖・非農業への転換を規制した（同第

２項）。国が民間農場への奨励策をとることも規定された（第 82 条第１～２項）。これは

2000 年９号決議における生産性の低い水田の転換奨励策と表裏一体をなすもので，国際市

場参入をめざして農地の専業化を促すものである。ベトナムではこのように 1993 年土地法

で実質的な私有化を認めた。ベトナム（特に北部の紅河デルタ）では農地は農家にとって

生存維持のために必須のものであり，その私有化が認められたことは農民福祉の面では評

価できる。しかし後述のように分散錯圃状態で大規模化が難しいことから政策拡大の面で

は課題が残る。 

第 9-1, 9-2 図は，2001 年・06 年・11 年に行われた『農村・農業・水産業センサス』

（TCTK(2003) (2007)(2012)）からベトナムの南北両デルタにおける経営規模（農用地面積）

別に見た農家世帯の分布を計算したものである。両デルタを比較してみると，紅河デルタ

は経営規模が小さいが比較的均等であるのに対して，メコンデルタでは経営規模の平均は

大きいが土地所有の不平等化が進んでいるという違いが見られる。また３時点の変化を見

てみると，紅河デルタでは「0.2ha 未満」層の割合が常に上昇傾向にある反面，「0.2～0.5ha」

層の割合が低下傾向にある。2001 年時点に最も割合が大きかった中間層の「0.2～0.5ha」

層の一部農民が最零細層の「0.2ha 未満」層に移行したと考えられ，比較的均等であった紅

河デルタにおいても市場経済化の流れの中で格差が広がってきていることが推察される。

一方メコンデルタでは，2001 年から 06 年にかけて「0.2ha 未満」層の割合が低下したが，

2011 年には少し持ち直している。これは 2000 年９号決議以降の生産適地への集中という

方針を受けて狭小な農地が耕作放棄されたが，2008 年の米価高騰によって生産のインセン

ティヴが起きたのと政府の転作規制によって耕作放棄が一時的に止まったことを示してい

るのであろう。反面，メコンデルタの「0.2～0.5ha」層の割合が常に上昇傾向にあるのは，
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「0.2ha 未満」層が耕作放棄した農地をこの層が集積しているのであろう。紅河デルタでは

水田耕作の主目的が農家自身の食用にあるためこのような耕作放棄があまり起きていない

と思われる。 

 

 

 

第 9-1 図 紅河デルタにおける経営規模別農家世帯分布（％） 

（2001，2006，2011 年） 

 

 

第 9-2 図 メコンデルタにおける経営規模別農家世帯分布（％） 

（2001，2006，2011 年） 

 

資料：TCTK(2003) (2007) (2012). 
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紅河デルタでは元々ムラ結合が強い上に独立後の土地改革で地主が追放されたため，脱

集団化においても農民に土地が均等に分配された。分配に際しても単に一人あたりの農地

面積を均等にするだけではなく土地等級（地味）ごとの平等性も追求されたため，さらに

細分化された。この土地分配は脱集団化の初期においては農家の生産インセンティヴを刺

激しコメ生産の労働集約的な発展をもたらしたが，国際市場への全面参入を迎えて効率性

を追求するために 2003 年から農地の交換分合（don dien doi thua）が行われた。これは借地

や土地使用権の譲渡ではなく各農家世帯が使用権を有する農地面積を維持したまま各農家

間の農地を交換して集積させる政策である。これに対してメコンデルタでは，脱集団化に

おいて元の持ち主に農地が返還される事が多かった。市場経済化・国際化の中で経営規模

拡大を推進したい政府はこのような土地の不平等を黙認しつつ，民間農場（trang trai）に

よる農業生産を支援する政策を推進している。2000 年２月に政府決議３号によって民間農

場は法的な地位を確立し，さらに前述のように 2003 年土地法では国が民間農場への奨励策

をとることが明記された。農地の交換分合と民間農場の奨励が行われた 2003 年には，農地

使用税の減免措置も行われた。これは自らが使用権を持つ農地もしくは農業合作社や農場

から請け負っている農地を使用する農家には農地使用税を 100％免除する一方，メコンデ

ルタ等で発生しつつある不在地主は減免税対象にはならず，土地法の定める制限面積以上

は 50％の減免措置として，社会的弱者にも配慮している。 

 さらに 10 年が経った 2013 年頃から再び農地の交換分合が行われており，さらに 2013

年 10 月 25 日には「大規模農業経営と農産物販売との連携の奨励に関する首相決定第 62

号」（CPVN(2013)）が発布（施行は 12 月 10 日）され，大規模農家・民間農場への優遇策

が導入された。今回は特に社会的弱者に配慮するような政策は同時には導入されずに大規

模農家への優遇策が大々的に表明されたことは画期的といえる。しかし同決定の具体的内

容をみてみると，大規模農家・民間農場が合作社（農協）と協力して販売事業を行う場合，

土地免税・工事費や技術普及費用の補助などを政府が行うとあり，農地の集約それ自体を

政府が推進するものではない。 

前述のように，ベトナムの土地法では土地国有の建前のもと土地の「使用権」（事実上の

私有権）を個人世帯に与えている。農地の交換分合でも，農家間で農地を交換させるだけ

であって，借地や農地使用権の譲渡を通じて一部の農家へ集積するものではない。また土

地法による制限面積の改正も行われていない。同決定の文面で「大規模農家・民間農場」

についての具体的定義（経営面積何 ha 以上など）は記載されておらず，借地による規模拡

大や複数の農民の共同経営を想定していると思われる。また具体的な条件は地方政府が責

任を持つことになっており，南部のメコンデルタ等で行われている大規模経営を追認する

のが，この政策の目的であろう。 

 前述した様に，ベトナムの経済改革（ドイモイ政策）は，「（１）市場経済化と対外開放」

（事実上の資本主義化）と「（２）社会的公正の実現」（理念としての社会主義）の両立を

図りながら進められてきた。そのため，一方で農地の大規模化を図りながらもそれに対す

る歯止めもかけるという矛盾した政策を採っている。 
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３．事例分析編－農家経済の実情― 

 

現代ベトナムの農業経済・農地問題を理解するために，以下に筆者自身による紅河デル

タ地域のカオドイ村における農家経済調査の結果を報告する。現代のベトナムの地方行政

組織は，省―県―社の三重構造であり，最末端の行政組織が社と呼ばれる行政村である。

行政区分上当村は，ハイズオン省ナムサック県ホップティエン社に属する。 

当地は，第 10 図で示したように首都ハノイと北部第二の都市で国際貿易港であるハイフ

ォン市を結ぶ国道５号線と，ユネスコ世界遺産にも登録されている景勝地ハロン湾（クワ

ンニン省）とハノイを結ぶ国道 183 号線が近くを通っている。当地は，このように交通ア

クセスに恵まれており，紅河デルタの中では比較的市場経済化が進み，非農業が発達して

いる。 

 

 

 

 

首都 ハノイ 

国際貿易港 

 ハイフォン 

クアンニン省 

ハロン湾 
国道５号線 

国道 183 号線 

中華人民共和国 

ハイズオン省ナムサック県 

 

第 10 図 紅河デルタの中の調査地の位置 

出典：桜井（1999）に筆者が加筆． 
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当地では，共産政権成立後にそれまでの五つの村が統合されて現在の行政村であるホッ

プティエン社が誕生した。集団農業時代は社と同範囲に農業合作社が設立され，その下部

組織として一定人口ごとに生産隊が結成された。人口の少ないカオドイ村では村の範囲と

一致しているが，ラドイ村のように村内に四つの生産隊が存在した村もあった（第 11-1 図

参照）。1996 年の合作社法制定を機にそれまで集団農業生産を担ってきた農業合作社が解

散し，97 年に改めて出資した農民だけを組合員としてホップティエン社農業サーヴィス合

作社が結成された。 

旧合作社解散にともないかつての村（村長は公選）が復活し，各生産隊は居住区と改め

られ合作社ではなく社の下部組織として村と協力して行政の下請けを行うことになった。

この時点ではその他社会組織もすべて居住区レベルに末端組織を形成していた（第 11-2 図

参照）。さらに 2010 年以降は集団農業時代に由来する居住区も廃止され，各組織はすべて

旧村レベルに末端組織を形成することになった（第 11-3 図参照）。 

 

 

 

 

 

――――――――――――――――――――――・第１生産隊 

 

――――――――――――――――――――――・第２生産隊 

 

――――――――――――――――――――――・第３生産隊 

――――――――――――――――――――――・第４生産隊 

 

――――――――――――――――――――――・第５生産隊 

――――――――――――――――――――――・第６生産隊 

―――――――――――――――――――――・第７生産隊 

 

―――――――――――――――――――――・第８生産隊 

―――――――――――――――――――――・第９生産隊 

―――――――――――――――――――――・第 10 生産隊 

―――――――――――――――――――――・第 11 生産隊 

 

                            

       ――――――――――――――――――――――――― 

                            

                          

        ――――――――――――――――――――――――――                     

                

        ―――――――――――――――――――――――― 

 

     ――――――――――――――――――――――――――― 

 

（カオドイ村） 

旧村 生産隊 

行政の下請け 

 

共産党支部 

共産党支部きょう共

社（行政村） 

 

祖国戦線各会      

 

共産党支部 

祖国戦線各支会 

生産隊 

 

農業生産合作社 

 

（ベン村） 

ホップティ

エン社 

（ダウ村） 

（テ村） 

（ラドイ村） 

 

第 11-1 図 カオドイ村周辺の村落構成と各種組織（～1996 年） 
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第 11-2 図 カオドイ村周辺の村落構成と各種組織（1997～2009 年） 

 

 

 

第 11-3 図 カオドイ村周辺の村落構成と各種組織（2010 年～） 

出典：筆者自身の調査による． 
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また 1993 年に農民に農地を分配した際に，村に池の一部の管理をまかされるようになっ

た。村は村人にこの池を貸し出し，賃料を積み立てて村内の公共電灯の費用の一部に充当

している。「１．歴史編」において前述したように，ベトナムの伝統村落は公田という村落

共有田を有していたが，それと同様な村落の財産が復活したといえる。その他の村にとっ

て必要なインフラは村人のカンパによってまかなわれている。2014 年現在カオドイ村では，

村人が公共用に拠出する金額の約 98％が村レベルで使用され，社（行政村）へ支払うのは

わずか２％のみ（土地・家屋税等）である。また「郷約」（村の掟）の現代版であるカオド

イ村の「規約」を 2003 年に作成し，村落の自治機能を明文化した。そしてカオドイ村は

2012 年に文化村に認定され，カオドイ村を含むホップティエン社（行政村）も 2015 年に

新農村に認定された。このように農業集団化によって解体された旧村が，脱集団化によっ

て徐々に生活の中に復活してきた。 

筆者はカオドイ村において，2005 年にほぼ全戸の世帯の家計についてアンケート調査を

実施した（これを以下「2005 年調査」と称する）。また 2005 年に続いて 2010 年にも同様

のアンケート調査を実施している（以下「2010 年調査」）。以下はその結果分析から，５年

間のカオドイ村の経済の変化を分析する。 

 

（１） 家計の全体的傾向 

2005 年・2010 年ともにデータが取得できた 180 世帯について，それぞれの年の年間世帯

所得順に 20％の所得ごとに５階層に分類（第１層が最富裕で村の所得の 20%を占める）し

た。第 6-1, 6-2 表は，階層別の世帯数とその世帯数で割った平均所得，部門ごとの各階層

全所得に占める構成比（％），を計算したものである。なお耕種農業所得には自家消費分の

コメも市場価格（2005 年：2,300 ドン/kg ，2010 年：5,500 ドン/kg）で計上している。 

全般的傾向としていえることは，第一に，両年とも貧しい層ほど総所得に占める耕種農

業の比率が高いことである。最貧困層（第５層）は両年とも所得の約４割を耕種農業から

得ており，この数字は上記のように自家消費分のコメを計算したものである。つまり，市

場経済化に伴う現金収入源はその他の部門で獲得されたものである。第二に，工場労働・

海外出稼ぎの急増である 。 

さらに第 6-3 表に 2005 年時点での階層別にみた 2010 年の農家所得を，第 6-4 表に（第

6-3 表の数値）－（第 6-1 表の数値）をまとめて同一世帯の 05 年から 10 年への変化を示し

た。これらの表から，2005 年時点での階層別に 10 年への変化を分析する。旧第１階層の

変化の特徴は，10 年は養鶏の比重が激減（鳥インフルエンザによる殺処分）し，代わりに

自営業（農産物の集荷販売，店舗経営，鉄鋼所の個人経営，等）に転ずる者が出たことで

ある。また一部は工場労働に転じたが，海外出稼ぎはない。旧第２・３階層は 05 年から海

外出稼ぎによる所得が大きな割合を占めている層であり，変化の特徴は， 10 年には養豚・

養鶏・自営の減少，工場労働の増加がみられたことである。旧第４，５階層の変化の特徴

は，工場労働や海外出稼ぎによって所得を伸ばしたことである。特に最貧困層（旧第５階

層）の耕種農業の割合が激減している（41.60%→24.98%）。 
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第 6-1 表 カオドイ村 180 世帯における階層別所得内訳（％）（2005 年） 

 各階層（最富裕第１階層が 20%の富を占める）  農 地 面 積

との相関  第１階層 第２階層 第３階層 第４階層 第５階層 全体 

世帯数１ 5 16 26 43 90 180  

平均所得（百万ドン）2 141.2  47.0  27.4  17.4  8.1  20.3  -0.09 

農 

業 

所 

得 

耕種農業 2.37  7.45  15.47  27.17  41.60  18.91  0.79 

養豚 27.82  16.71  12.59  11.99  11.83  16.11  0.00 

養鶏 57.35  9.70  11.36  7.15  1.39  17.06  -0.13 

水産 4.18  6.91  8.34  10.76  7.64  7.60  0.19 

その他農業 3 1.49  3.65  6.09  8.74  9.42  5.91  0.13 

省内 

非農業 

所得 

自営 5.92  12.44  10.74  3.74  4.54  7.48  -0.21 

非常勤 

肉体労働 
0.00  5.26  2.53  5.67  8.08  4.36  -0.46 

工場労働 0.00  0.00  2.86  5.21  0.96  1.82  0.18 

その他雇用 0.36  0.16  10.65  1.05  1.83  2.76  -0.20 

省外 

所得 

外国 0.00  30.03  11.09  2.60  0.00  8.89  -0.22 

南部 0.00  0.00  0.00  4.23  0.60  0.99  -0.03 

北部 0.00  7.31  5.05  4.80  3.83  4.25  0.00 

給付金４ 0.51  0.38  3.22  6.87  8.27  3.87   -0.10 

出典：2005 年および 2010 年における筆者自身による家計調査． 

注１）世帯数は各所得階層に属する世帯数である． 

注２）平均所得は各所得階層毎の平均．1 米ﾄﾞﾙ≒15,000 ﾍﾞﾄﾅﾑﾄﾞﾝ（2005 年），20,000 ﾍﾞﾄﾅﾑﾄﾞﾝ（2010 年）． 
注３）「その他農業」とは，肉牛販売・養鶏以外の家禽（アヒルなど）・農業労働． 
注４）「給付金」とは，年金・社会政策助成金． 
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第 6-2 表 カオドイ村 180 世帯における階層別所得内訳（％）（2010 年） 

 各階層（最富裕第１階層が 20%の富を占める）  農地面積

との相関  第１階層 第２階層 第３階層 第４階層 第５階層 全体 

世帯数１ 6 15 23 38 98 180  

平均所得（百万ドン）2 291.0  121.5  77.9  46.8  18.6  49.8  0.08 

農 

業 

所 

得 

耕種農業 3.38  10.11  14.20  19.73  39.42  17.48  0.75 

養豚 3.28  22.26  15.67  12.55  15.03  13.85  0.18 

養鶏 11.02  7.24  1.58  1.12  0.16  4.19  -0.08 

水産 0.66  1.60  4.09  2.72  3.65  2.55  0.07 

その他農業 3 3.16  3.42  1.73  5.79  3.55  3.53  -0.02 

省内 

非農業 

所得 

自営 5.73  5.18  13.46  11.25  5.79  8.27  -0.10 

非常勤肉体労働 0.00  9.16  4.80  12.82  5.31  6.45  0.22 

工場労働 2.27  4.66  10.89  14.19  7.14  7.84  0.16 

その他雇用 42.38  1.65  13.85  1.02  1.70  11.91  0.01 

省外 

所得 

外国 25.96  32.45  11.42  3.15  0.00  14.57  -0.54 

南部 1.37  0.00  0.00  0.00  0.71  0.41  0.97 

北部 0.00  0.00  5.36  7.31  2.42  3.01  -0.10 

給付金４ 0.78  2.27  2.95  8.34  15.11  5.93 -0.24 
出典・注は第 6-1 表に同じ． 

 

第6-3表 カオドイ村180世帯における2005年階層別の2010年の所得内訳（％） 

 2005 年各階層（最富裕第１階層が 20%の富を占める）  

 第１階層 第２階層 第３階層 第４階層 第５階層 全体 

世帯数１ 5 16 26 43 90 180 

平均所得（百万ドン）2 97.3  103.0  57.6  46.6  36.9  49.8  

農 

業 

所 

得 

耕種農業 5.35  7.86  11.92  20.04  24.98  17.48  

養豚 28.07  9.44  14.70  12.05  14.65  13.85  

養鶏 13.61  0.12  7.48  1.25  5.13  4.19  

水産 2.39  3.78  4.16  1.79  1.71  2.55  

その他農業 3 0.00  1.57  4.20  7.32  2.42  3.53  

省内 

非農業 

所得 

自営 38.01  3.88  5.58  11.72  5.22  8.27  

非常勤肉体労働 0.00  8.31  1.67  6.23  8.75  6.45  

工場労働 9.86  2.06  6.22  10.47  9.54  7.84  

その他雇用 0.00  32.16  27.21  1.80  2.83  11.91  

省外 

所得 

外国 0.00  27.79  8.66  15.51  12.25  14.57  

南部 0.00  0.00  0.00  0.00  1.11  0.41  

北部 0.00  2.18  2.41  1.00  5.36  3.01  

給付金４ 2.71  0.83  5.79  10.81  6.04  5.93 
出典・注は第 6-1 表に同じ． 
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第6-4表 カオドイ村180世帯における2005年階層別の05年から10年の変化 

：（第 6-3 表の数値）－（第 6-1 表の数値） 

 各階層（最富裕第１階層が 20%の富を占める）  

 第１階層 第２階層 第３階層 第４階層 第５階層 全体 

世帯数１ 5  16  26  43  90  180 

平均所得（百万ドン）2 -43.9  56.0  30.2  29.2  28.8  29.5 

農 

業 

所 

得 

耕種農業 2.98  0.41  -3.55  -7.13  -16.61  -1.43  

養豚 0.24  -7.27  2.12  0.06  2.82  -2.26  

養鶏 -43.75  -9.58  -3.88  -5.91  3.74  -12.86  

水産 -1.79  -3.13  -4.18  -8.97  -5.93  -5.04  

その他農業 3 -1.49  -2.08  -1.90  -1.42  -7.00  -2.38  

省内 

非農業 

所得 

自営 32.10  -8.55  -5.16  7.98  0.68  0.79  

非常勤肉体労働 0.00  3.05  -0.86  0.56  0.67  2.09  

工場労働 9.86  2.06  3.35  5.27  8.59  6.02  

その他雇用 -0.36  32.00  16.55  0.75  1.00  9.15  

省外 

所得 

外国 0.00  -2.24  -2.43  12.91  12.25  5.68  

南部 0.00  0.00  0.00  -4.23  0.51  -0.58  

北部 0.00  -5.12  -2.65  -3.81  1.53  -1.23  

給付金４ 2.20  0.45  2.58  3.94  -2.23  2.06 

出典・注は第 6-1 表に同じ． 

 

第７表は，2005 年から 2010 年にかけての階層変動を世帯数で示したものである。各階

層に属する世帯数に大きな変化がないため所得格差は大きくなっていないが，階層間の移

動は活発に行われている。180 世帯のうち，階層が変化していないのは 87 世帯である。つ

まり半分以上の世帯が階層を移動している。このように，市場経済化にともなって階層分

化が進行しているが，決して階層は固定していない。つまり結果の平等は保障されないが，

機会の平等は保障されているのである。これを保障しているものを解明するために，以下

は所得源別に分析を行う。 

 

第７表 カオドイ村の 2005 年から 2010 年にかけての階層変動（世帯数） 

 2005 年の階層 
第 1 階層 第 2 階層 第 3 階層 第 4 階層 第 5 階層 計 

 
2010 年の

階層 

第 1 階層 1 1 1 1 2 6 

第 2 階層 1 6 2 2 4 15 

第 3 階層 2 2 7 6 6 23 

第 4 階層 1 4 2 13 18 38 

第 5 階層 0 3 14 21 60 98 

計 5 16 26 43 90 180 

出典：第 6-1 表に同じ． 
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（２） 耕種農業 

 

2005 年と 2010 年における農地の利用状況を第８表にしめす。当村では一経営体の耕地

面積が２反未満の零細経営である。これは 1993 年（土地法改正時）に一人あたりの水田面

積が均等になるように分配され，その後も流動化がおきていないことによる。 

紅河デルタでは土地分配に際して，一人あたりの総面積を平等にするだけではなく地味

ごとの取り分面積も平等になるように分配した。その結果，カオドイ村を含むホップティ

エン社（行政村）では一世帯平均６筆に分散することになった。当地では農業の脱集団化

によって農業合作社は崩壊したが，農地の零細性・分散作圃によって隣人との協調行動を

とり続けざるをえない。その意味で農地の均等分配は，従来からのムラ結合を維持させる

効果を持った。その後 2003 年の農地の交換分合によって一世帯平均 3.8 筆に，さらに 2015

年に完了した交換分合によって 1.8 筆にまで集積された（2017 年３月ホップティエン社に

おける聞き取り調査より）。 

農地は二期作の水田がほとんどであり，その裏作として野菜も栽培されている。これら

の点は 2005 年と 2010 年で変化がないが，最も大きな違いは二期作の水田の合間に栽培す

る野菜の面積の急激な減少である。これは後述の工場労働のように非農業就業の機会が増

大したことによる。 

第 6-1, 6-2 表には，実際に耕作している農地面積との相関も計算して記載した。農地が

均等に分配されたため，総所得および耕種農業を除くほとんどの職種で農地面積との相関

が低い。特に工場勤務や国内出稼ぎには相関関係は見られない。このことは，他の途上国

にはみられないベトナム紅河デルタの特徴であろう。また 2005 年に海外出稼ぎとの負の相

関があり，2010 年に拡大しているのは，後述のように，2005 年段階では海外に出稼ぎに行

く者は女性（世帯の妻）が主だったのが，2010 年には男性（世帯主またはその息子）も出

稼ぎに出るようになって，耕作できない農地を貸し出すようになったからである。 

農地の使用権売却はほとんど行われていない。農地の賃貸は，両年とも老人世帯や非農

業世帯が耕作できない農地を隣人や親戚にほぼ無償で貸借しており，農地の賃貸市場は成

立していない。農民にとって稲作は，生存維持のためのものであり，たとえ他の就業機会

に恵まれ機会費用が大きくなっても，家族が食べるコメは原則として自ら栽培する。 

 

第８表 カオドイ村の耕地面積  

 2005 年 2010 年 

水田面積（㎡） 314,630 282,572 
 うち裏作割合（％） 58.2 33.4 

世帯あたり（㎡） 1,692 1,527 
その他農地（㎡） 9,696 8,360  
農地面積合計（㎡） 324,326 290,932 
 世帯あたり（㎡） 1,744 1,573 
出典：第 6-1 表に同じ． 
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（３） 工場労働 

 

 交通アクセスのいいハイズオン省は，外国からの投資も多く，ナムサック県内には 2003

年に二つの工業団地が建設された。このことから，表 6-1～6-4 においても 2005 年から 10

年に「工場労働」（多くが若年女性の縫製工場勤務）が急速に拡大したことが確認できる。

世帯数では，05 年の７世帯から 10 年の 33 世帯に，所得構成比では 1.82%から 7.84%に

急増している。工場労働の平均所得は 20 百万ドンを越える。これは耕種農業の２倍以上

であり，不安定な日雇い労働よりも多く，自営と並ぶ水準である。学歴も要求されず収入

も安定しているため，多くの若者が就業している。村から日帰りで工場に通勤可能なため，

ベトナム北部への出稼ぎは減少している（15 世帯→9 世帯）。また後述する海外出稼ぎの

増加によって，ベトナム南部（ホーチミン市周辺）への出稼ぎも減少している（6 世帯→4

世帯）。 

第９表は 2005 年工場労働世帯７世帯が 2010 年にどう階層変動したか，また工場労働を

続けたかを示したものである。７世帯のうち階層が下がった世帯はすべて，05 年当時に勤

務（いずれも縫製工場）していた娘が嫁入りして独立したことによる。自分の意思で工場

をやめてもっと条件のいい職へ転じた者はいない。 

第 10 表は，2010 年に新たに工場労働を始めた 30 世帯が 2005 年から 2010 年にかけて

どのように階層変動したかを示したものである。30 世帯のうち多くが階層を向上させてい

る（下落８，維持 7，上昇 15）。また 30 世帯のうち，26 世帯が 2005 年は中から下の階層

（第 3～５階層）で，工場労働には資金が必要ないことを示している。なお，2004 第 1 階

層から下落した２世帯は水産・養豚の規模縮小，第 2 階層から下落した２世帯は 05 年に

行っていた海外出稼ぎからの帰国で失われた所得を穴埋めするために，新規工場労働を始

めた世帯である。 

総人口の約７割がいまなお農村に居住するベトナムでは，ルイスの２部門発展モデル（農

村から工業部門へ，最低生存水準をわずかに上回る賃金で労働力を供給）における「転換

点」（過剰労働力の枯渇）を迎えていないにも関わらず，近年都市の工場でストライキが頻

発している。原因として，都市の生活コストがあげられる。農村から日帰り可能な地方都

市の工業団地は，国土の均衡的発展と輸出志向の両立（ドイモイの目的）ができるので，

ベトナム政府は地方都市の工業団地へ工場を積極的に誘致している。 

 耕種農業の項で前述したように，農民はたとえ他の就業機会に恵まれ機会費用が大きく

なっても，家族が食べるコメは原則として自ら栽培する傾向にある。2010 年工場労働 33

世帯のうち，耕種農業を営んでいないのはわずか１世帯だけであった。 
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第９表 カオドイ村の 2005 年工場勤務世帯と 2010 年の状況 

世帯記号 05 年階層 10 年階層 10 年の工場勤務 10 年に工場勤務をやめた理由 

A 3 5 ✕ 勤務していた娘が嫁入り 

B 4 5 ✕ 勤務していた娘が嫁入り 

C 4 3 △ 05 年世帯主勤務造船工場が破

産。10 年は娘が縫製工場。 

D 5 3 〇  

E 4 5 ✕ 勤務していた娘が嫁入り 

F 3 3 〇  

G 4 3 〇  

出典：第 6-1 表に同じ． 

 

第 10 表 カオドイ村の 2010 年新規工場勤務世帯の 2005 年から 2010 年にかけ

ての階層変動（世帯数） 

 2005 年の階層 

第 1階層 第 2階層 第 3 階層 第 4 階層 第5階層 計 

 

2010 年の

階層 

第 1階層 0 0 1 0 1 2 

第 2階層 0 0 0 1 1 2 

第 3階層 1 1 1 0 2 5 

第 4階層 1 1 0 3 9 14 

第 5階層 0 0 1 3 3 7 

計 2 2 3 7 16 30 

出典：第 6-1 表に同じ． 

 

（４） 海外出稼ぎ 

 

 2005 年の家計調査では，カオドイ村で外国から送金を受けた 14 世帯のうち，12 世帯が

台湾での住み込みの女中（オシン（４））をしている夫人からの送金であった（残りはロシ

アとマレーシア）。これらの世帯を対面調査したところ，本人および夫の学歴はほとんどが

中卒であり，特に学歴が渡航条件とはなっていない。そのため，村内でも比較的貧しい層

から海外へ出稼ぎに出ている。その他の特徴として，親族が海外出稼ぎを経験済みのケー

スが多かった。その理由として，①信頼できる人間から実情を聞いてから渡航できること

による安心感，②渡航前に必要な経費を親戚から借りられる，といった点があげられる。

彼女たちは１回２年間の契約（１年延長可）で台湾人の家庭に住み込み，一日中家事や老

人介護の仕事に従事する。村では日雇い労働で月に 30～50 万ドン程度しか稼げないのに対

して，台湾で「オシン」をすれば派遣１年目で 200～300 万ドン，２年目からは 500～800
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万ドンの送金が可能になる（2005 年のデータ）。台湾からの送金はほとんどの世帯で家屋

の新築・改築に使われる。家を新築するために契約を更新してさらに３年間台湾で働く女

性もいた。 

なお台湾は 2005 年にベトナム人の家事・家庭内介護職の新規受け入れを停止した（新美 

(2014)）が，彼女たちの送金によって建てられた家は村人たちに海外出稼ぎがいかに儲か

るかを教え，その後も海外出稼ぎが続くようになった。2010 年には，これまでの台湾（い

ずれも 05 年から継続して台湾渡航）に加えて，キプロス３世帯（農業労働，オシン），サ

ウジアラビア２世帯（オシン，工場労働），レバノン１世帯（オシン），マレーシア１世帯

（工場労働），韓国１世帯（工場労働）と，渡航先も職種も多様化している。第 11 表は 2010

年に新たに海外出稼ぎを始めた世帯を示したものである。ほとんどが 2005 年は下層（4,5

階層）であり，資金面でのハードルは低い 。唯一の例外は，2005 年に大規模な養鶏を経

営していたが鳥インフルエンザを期に養鶏を廃業し，妻がキプロスに渡航した世帯 M のケ

ースである。 

海外出稼ぎ者の情報入手経路をみると，最初は親戚から，その後は村の隣人から情報を

入手している。市場経済化の中の海外出稼ぎという動きにも，地縁・血縁という昔ながら

のムラ結合が重要であることがわかる。 

 

第 11 表 カオドイ村の 2010 年新規海外出稼ぎ世帯一覧 

世帯記号 05 年

階層 

10 年 

階層 

渡航先 業務 備考 

H 5 4 レバノン オシン  

I 4 3 サウジアラビア 工場  

J 5 4 サウジアラビア オシン  

K 5 1 韓国 工場  

L 5 2 台湾 介護職（５）  

M 2 2 キプロス オシン 養鶏経営中止 

N 5 3 マレーシア 工場  

出典：第 6-1 表に同じ． 

 

（５） 家計調査のまとめ 

 

「１．歴史編」で指摘したように，ベトナムは急速な工業化にもかかわらず安定した農

村人口を維持しており都市と農村の所得格差も大きくない。その背景にあるのが前述した

地方都市に工業団地を建設する政策である。カオドイ村のあるナムサック県でも工業団地

が建設され，多くの青年が日帰り通勤している。また工場労働とともに，急速な所得向上

をもたらしている要因が海外出稼ぎであった。 
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またカオドイ村は市場経済化にともなって階層分化が進行しているが，決して階層は固

定していない。つまり機会の平等は保障されており，その保障する装置が各世帯の有する

水田である。農民はたとえ他の就業機会に恵まれ機会費用が大きくなっても，家族が食べ

るコメは原則として自ら栽培し，主食であるコメを市場経済から調達しようとはしない。  

つまりコメ生産という観点だけから見れば非合理的な超零細経営は，ベトナムの工業化

戦略（安定した農村と低賃金労働力を維持）と農民の生活保障の両面においてきわめて合

理的である。当地では農地の交換分合は成功し一経営体あたりの分散錯圃状態は解消され

たが，一部の農家に農地が集約されて大規模経営が誕生するということにはなっていない。

つまり，超零細経営は解消されていない。 

 

 おわりに 

 

ベトナムは長らく旧ソ連型の社会主義統制経済体制下にあったが 1980 年代から経済自

由化政策（ドイモイ政策）に転換し，今や世界第２位のコメ輸出国に躍り出た。本項はそ

のベトナムの農業（特にコメ）を歴史，現状の概況と，筆者自身の調査による個別事例の

紹介によって考察した。 

まず「１．歴史編」において，ベトナムの市場移行の特徴と農村社会の特徴をまとめた。

旧ソ連や東欧の多くの国では，全面的な価格自由化など一般にショック療法といわれる急

激な市場移行戦略がとられ，これらの国々では市場移行は共産党支配体制の崩壊も伴った。

それに対してベトナムはハイパーインフレーションを克服するためにショック療法的な改

革を行ったにもかかわらず共産党支配体制を維持できたが，その背景として安定的な農村

社会の存在を指摘した。また現在の政府も安定的な農村社会を維持する政策（村落自治の

強化，農村工業化推進）を行っている。 

続く「２．現状編」において，コメの生産の概要と関連する政策を紹介した。近年ベト

ナムは価格支持を導入した。この政策は画期的であるが，政府の積極的な財政出動を伴わ

ずリスクを業者に負担させているために，実際には機能しておらず，国営企業の赤字など

の弊害も見られる。またコメ生産の制約要因として零細経営をとりあげ，その解消として

農地の交換分合が政策的に進められていることを紹介した。 

そして「３．事例分析編」において，筆者自身のハイズオン省における調査結果を紹介

した。調査村近くの工業団地への通勤等が急速な所得向上をもたらしているが，これらの

就業機会を得た世帯も稲作を兼業しており，一部の農民への水田の集積は行われていない。

この背景には，過去にハイパーインフレーションを経験し現在も市場経済化における変動

リスクに直面している農民にとって，分配された農地で家族が食べるコメを自ら栽培する

ことが最低限の生活保障となっている事実がある。またこのように兼業農家が日帰り通勤

している状況は，食と住を農村で保障しているため工場にとっても安価な労働力を維持で

きる利点がある。つまりコメ生産という観点だけから見れば非合理的な超零細経営は，ベ

トナムの工業化戦略（安定した農村と低賃金労働力を維持）と農民の生活保障の両面にお
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いてきわめて合理的である。たとえ現在進行形の農地の交換分合が計画通り実施され一経

営体あたりの分散錯圃状態が解消されたとしても，超零細経営自体は容易に解消されない

だろう。 

 

 

 
注（１）本稿において「各地方省」という場合には，この中央直轄市も含める。なお 2008 年に首都ハノイ市の市域が

拡大され，旧ハタイ省のほぼ全域とヴィンフック省・ホアビン省の一部を吸収し，面積で約 3.6 倍，人口は約 1.9

倍になった（寺本・坂田(2009)）。また地域区分では 2008 年度の統計年鑑からクアンニン省（第１図の 17．）が

紅河デルタに区分けされた（TCTK(2009)）。本稿において 2007 年までの紅河デルタの数値はクアンニン省を含

まない。 

（２）ネップ（New Economic Policy）とは，ソ連で内戦による疲弊を回復させるための一時的な政策として 1921 年

に施行された市場原理の部分的導入である。 

（３）当大会に向けてベトナム農業農村開発省は省独自の 10 大プログラムを発表した。具体的には，①農業生産・

農村工業開発プログラム，②農村インフラ開発プログラム，③住宅開発プログラム，④生産を補助するサー

ヴィス体制の開発プログラム，⑤教育・医療・社会サーヴィスの開発プログラム，⑥農村文化開発プログラ

ム，⑦農村の社会構成開発プログラム，⑧雇用創出プログラム，⑨天然資源管理・環境保全・改善プログラ

ム，⑩飢餓撲滅・貧困削減プログラム，である（竹内 1997）。 

（４）ベトナムでは女中のことを「オシン」という。日本のテレビ番組が由来である。 

（５）2010 年アンケート票（在台湾の妻に代わって夫が回答）によれば「オシン」だったが，本文でも記述したよ

うにこの時点では台湾のベトナム人「オシン」受け入れはないので，おそらく病院や介護施設などでの介護

職だと推察される。 
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第３章 オーストラリア 

 －農業支援政策と貿易政策の動向－ 

 

玉井 哲也  

 

１． はじめに 

 2016年 7月，オーストラリアでは総選挙が行われた。選挙戦においては，農業政策，貿

易政策は，特段に選挙の争点とはならなかった。与野党とも選挙公約を掲げたわけだが，農

業に関しては，保守連合は，より強い農業分野（Stronger Agriculture Sector）をめざして，

バイオセキュリティのための資金の増額，研究開発，病害虫・雑草の管理，農業者への低利

融資事業，水インフラ基金による水確保などを行うとし，労働党は，人材確保のために地方

の大学を資金支援，女性や原住民の農業への参加促進，貿易や投資の拡大により雇用を拡大，

生産性向上のため病害虫管理・農薬・獣医薬の技術革新の研究開発，重要なインフラ（道路・

鉄道，ブロードバンド等）の整備，気候変動への取り組み，といった事項を列挙しているに

とどまる。 

2013 年選挙時に保守連合が，「北部開発白書」「農業競争力白書」をとりまとめるとして

いたのに比べると，このように2016年の選挙戦は農業についての大きな論点は出ていない。

与党保守連合がかろうじて過半数を維持して，政権を保ったことから，2015 年にとりまと

められた上記の 2白書に盛り込まれた政策を中心に順次実施に移すことが予想される。 

 

２． 農産物需給状況 

穀物生産量が年により大きく変動するのがオーストラリア農業の一つの特徴である。第 1

表から，2006-07年度～2008-09年度に，主要穀物の生産量が大幅に落ち込んでいることが

見て取れる。 

 

第 1表 主要穀物の生産量等 

 

（千トン，トン/㌶）

生産量 単収 輸出量 生産量 単収 輸出量 生産量 単収 輸出量 生産量 単収 輸出量

2005-06 25,150 2.02 15,969 9,482 2.15 5,316 1,003 9.83 103 1,419 1.46 831

2006-07 10,822 0.92 8,685 4,257 1.02 3,136 163 8.15 414 573 0.55 228

2007-08 13,569 1.08 7,444 7,160 1.46 4,052 18 8.50 191 1,214 0.95 472

2008-09 21,420 1.58 14,707 7,997 1.59 3,899 61 8.46 45 1,844 1.09 1,067

2009-10 21,834 1.57 14,791 7,865 1.78 4,235 197 10.39 21 1,907 1.13 1,187

2010-11 27,410 2.03 18,584 7,995 2.17 4,625 723 9.54 91 2,359 1.14 1,549

2011-12 29,905 2.15 24,656 8,221 2.21 6,568 919 8.91 501 3,427 1.39 2,557

2012-13 22,855 1.76 18,644 7,472 2.05 5,165 1,161 10.28 584 4,142 1.27 3,488

2013-14 25,303 2.01 18,612 9,174 2.41 7,124 819 10.94 544 3,832 1.41 3,194

2014-15 23,743 1.92 16,571 8,646 2.12 6,208 690 9.91 461 3,540 1.22 2,445

2015-16 24,168 1.89 15,777 8,593 2.09 5,498 250 10.90 317 2,944 1.25 1,946

2016-17 35,134 2.72 22,784 13,414 3.32 7,389 870 10.16 210 4,144 1.78 3,063
出典：ABARES．Agricultural Commodity Statistics 2016を基本に，2015-16年度、2016-17年度の推計値等を
       Agricultural Commodities March quarter 2017，Crop Report No.181により補足．

年度
小麦 大麦 コメ カノーラ
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 変動の要因は，降水量がもともと少ない上に，その変動が激しく，しばしば干ばつに見舞

われるためである。そのなかで，2015-16年度までの 5～6年は，安定して高めの単収をあ

げており好適な気候条件が続いたことがうかがえる。最新の 2016-17 年度には，適時の降

雨に恵まれて穀物の生育はきわめて順調であり，小麦，大麦は史上最大の生産量となる見通

しである。 

畜産物も干ばつの影響は大きいが，統計数値では穀物の場合ほど判然とはわからない（第

2 表）。羊の飼養頭数が減少してきているのは，羊毛生産の減少につながっているが，肉の

生産は，ラム肉を中心にむしろ増加傾向にある。 

なお，第 1表，第 2表に示すように，生産量に対する輸出量の割合が多い。主要産物の輸

出依存度が高いこともオーストラリア農業の特徴である。 

 

第 2表 主要畜産物の生産量等 

 

 

３． 農業支援政策の概要 

 オーストラリアの農業政策の大きな特徴は，補助水準が低いことである。生産者への移転

による補助（PSE）は農業総受取額の 2％強程度（2011～13年）で OECD各国の中でも最

小レベルであり，そのなかに最も歪曲的とされる補助（生産物の産出に基づく支持等）が占

める割合はわずか 3%である。財政からの農業支援は GDPの 0.1％程度であり，WTOに通

報している貿易歪曲的な（いわゆる黄色の）農業補助金は，2009 年以後，ゼロであって，

補助金の大半は，一般サービス（研究，病害虫対策，普及・助言，検疫・検査，インフラ整

備など），環境保全に向けられている。 

政府が直接の支出を行わない関税による支援水準も低く，農産物の実行 MFN 関税率は

平均 1.4%にすぎない（工業製品は 3.3%）（WTO (2015) ）（１）。 

 以下では，現在行われている農業支援政策の概要を述べ，そのうち，特に価格・所得政策

を，続く４．節で詳しく見る。価格・所得政策を取り上げるのは，それが農家の所得に対す

（千トン（生乳は千キロリットル），千頭）

生産量 頭数 輸出量 生産量 頭数 輸出量 生産量 頭数 生産量 輸出量

2005 2,090 24,725 1,343 616 101,125 350 10,089 1,942 373 202

2006 2,188 25,606 1,408 669 91,028 381 9,583 1,880 364 213

2007 2,169 25,373 1,387 681 85,711 382 9,223 1,796 361 203

2008 2,138 24,784 1,411 647 76,938 380 9,388 1,640 343 146

2009 2,106 25,295 1,370 624 72,740 369 9,084 1,676 350 168

2010 2,129 24,008 1,358 541 68,086 315 9,180 1,596 339 163

2011 2,129 25,936 1,397 507 73,099 301 9,574 1,589 347 161

2012 2,245 25,685 1,419 640 74,722 356 9,317 1,700 338 174

2013 2,464 26,457 1,611 702 75,548 456 9,372 1,688 311 151

2014 2,662 26,296 1,881 721 72,612 503 9,732 1,647 344 159

2015 2,344 24,602 1,888 712 70,910 456 9,539 1,689 344 172

2016 2,033 23,290 na 661 68,700 na 8,840 1,663 344 165
出典：第1表と同じ．

牛肉 羊肉 生乳 チーズ
年
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る直接的な支援であって，多くの国において農業支援政策の大きな柱であると同時に，その

支援方法によっては生産・貿易歪曲効果が大きいためである。オーストラリアでは現存する

価格・所得政策はわずかであるが，税制を通じた所得支援である農場経営預金制度（FMDs）

を典型として取り上げる。直接的な価格・所得政策ではないが，価格を高める効果があると

されている，コメの輸出独占も扱う。また，過去の制度ではあるものの主要産品の一つであ

る酪農で行われた需給調整にも言及する。 

 

（１） 国境措置 

先述のように，オーストラリアの農産物の関税は，実行 MFN 関税率の平均で 1.4%であ

る（2014年）。関税構造は単純で，農産物のタリフラインの 7割余りは関税率が 0%であり，

残りの殆どは 5%である。チーズ 5ラインに関税割当（TRQ）が設けられ，その関税率は枠

内（11,500 トン）が 1kg 当たり 0.096 豪ドル，枠外が 1kg 当たり 1.22 豪ドル（従価税相

当に換算すると 10.2～27.1%）の従量税である。他には，4 ラインの柑橘果汁が従価税 5%

と従量税とのいずれか低い方の選択制である（すなわち 5%以下）。 

以上のように，関税による保護水準は，低い。その中で比較的高いチーズの枠外関税率も，

従価税換算で 27%程度までであり（WTO (2015)），しかも，自由貿易協定を主要な貿易相

手（ニュージーランド，シンガポール，タイ，米国，チリ，マレーシア，ASEAN，韓国，

日本，中国）と軒並み締結して関税を撤廃しており，後発開発途上国からの輸入も関税ゼロ

であるから，実質的な関税障壁は極めて低い。 

 

（２） 国内の農業補助等 

オーストラリアの国内補助等の項目と内容を概観してみよう。以下は，農業省のホームペ

ージの「Assistance Measures」の構成を基本として編成している（オーストラリア農業省

ホームページ(2016a)）。 

補助は，通常の補助，干ばつ対策，緊急乳業対策，その他の補助，の 4つに分けられてい

る。このほか，農業省の補助とは別途の位置づけとして，輸出市場開発補助金（Export 

Market Development Grants），課徴金（Levies）があるが，輸出市場開発補助金は，小規

模企業の輸出促進活動のための旅費・通信費，宣伝・広告・展示会活動等の費用を補助する

もので，全産業が対象であり，農業は全体の補助件数の 5%程度にとどまる。課徴金につい

ては，農林水産政策研究所(2016）を参照されたい。 

 

１）通常の補助 

 

（ⅰ） 農場家計手当（Farm Household Allowance） 

 生活が困難な農家に，家計を救済するための支援を行う。生活保護的な趣旨であって，金

額も相応な額（夫婦で受給する場合，2 週間当たりの受給金額の上限は各人 468.8 豪ドル）

にすぎないので，所得支持ではあっても，米国の収入保険や日本・EUの直接支払いによる
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農家所得支持のように事業収入を支えるものではない。 

商業的農場を営む 16歳以上の農業者で，保有資産が一定金額以下で，所得が低い者に支

給される。2週間ごとの手当支給が，最長 3年まで，人的施策省（Department of Human 

Services）から行われる。同時に，ケースワーカーが長期的な家計の安定の評価・改善のた

めの助言・指導・相談を行う。受給者は，農場事業経営改善計画を作成してこれを実施する

ことが義務づけられる。類似の仕組みは以前から存在するが，現行の農場家計手当は 2014

年 7月 1日から開始された。 

 

（ⅱ） 農場経営預金制度（Farm Management Deposit Scheme  (FMDs)） 

 FMDs は，第一次産業生産者が，その財務リスクを管理して低所得の年の事業コストに

対応し財務的な自立性を高めるようにすることを目的とする。要件を満たす第一次産業生

産者は，第一次産業からの課税前所得が大きい年に「FMD口座」に預金し，所得の小さい

年に引き出す。この際に，入金金額分はその年の所得税の課税対象所得から控除され，引き

出した年に所得税の対象となる。作況変動による所得の変動を平準化するとともに税金の

額を小さくすることができる。納税額が少なくなる分が政府からの補助額ととらえられ，こ

の金額がWTOに補助金として通報されている。詳しくは，次節を参照。FMDsの主な要件

は次のとおりである（2016年 7月 1日時点）。 

  ・農業者の非第一次産業生産の所得が 100千豪ドル未満であること 

  ・農業者当たりの FMD口座の預金残額が 800千豪ドル以下であること 

  ・預金が 12ヶ月以上，金融機関に預け入れられていること。ただし，一定の条件を満

たす災害の被害を受けた農家は，12ヶ月以内での引出が認められる場合がある。 

 

（ⅲ） 税制特別措置（Taxation measures） 

農業省ではなく，税務局が担当する措置である。以下のような税制特別措置が用意されて

いるとされるが，第一次産業者に限って適用される措置は（※）のものであり，その他の特

別措置は第一次産業者だけに適用されるものではない。 

①  干ばつや自然災害の被災者への納税時期延期や減税。 

②  税額控除（Tax offsets） 

・税額平均化（Tax averaging）（※）： 5年間の平均所得をもとに所得税を計算する

仕組み。有利な年にだけ利用することを防ぐため，一旦利用するのを止めると，そ

の後 10年間はこれを利用できない。 

   ・遠隔地・離島の住民の税額控除 

・研究開発経費にかかる税額控除 

   ③ 所得控除（Tax deductions） 

・FMDs（農場経営預金制度）（※）：上記を参照。 

・減価償却特例（※）：減価償却の特例は第一次産業者だけに適用されるわけではな

いが，第一次産業者が主として対象となるものとして，第一次産業生産用の水の輸
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送・保全のための施設（ダム，タンク，ため池，灌漑水路，ポンプ）の新設・改良，

第一次産業生産用のフェンス，飼料貯蔵用の施設（サイロ，液体飼料タンク，乾燥

穀物貯蔵容器，干し草格納庫，穀物貯蔵庫）など。 

・炭素吸着森林（Carbon sink forests）（※）：植林費用の所得控除。 

・小規模事業者による事業用地への電力線，電話線の敷設費用の所得控除。 

・商業的植林の経費の所得控除（※）：認定後 18ヶ月以内に植林することが条件。 

④  税の減免（Tax concessions） 

  ・事業活動のために使用される機械・重車両等用の燃料税の減免。 

  ・高額車税の非課税：緊急車両，主として荷物を運ぶ商業用車両には課税されない。 

  ・福利厚生施設など従業員へのフリンジ・ベネフィット提供にかかる税金の減免。 

   ・小規模事業者向けの所得税等の特例措置：一般的に，年間売り上げ 2百万豪ドル未

満の事業者が該当 

 

（ⅳ） 地方会計相談サービス（Rural Financial Counselling Service） 

 地方会計相談サービスとは，財務困難に陥っていて他からは中立的立場の支援を受けら

れない第一次産業生産者や小規模事業者に対し，州や地域組織が無料の会計相談を提供す

るもので，その活動資金を，連邦政府，州政府が負担する。2015 年 10 月 1 日現在で，全

国 14の組織が 120名の地方会計相談員を擁して，以下の業務を行っている。 

   ・財務上や事業上の選択肢を検討するのを支援 

  ・借入先と交渉するのを支援 

   ・行動計画を立案するのを支援 

   ・Farm Household Allowanceを利用するのを支援 

  ・政府その他の支援制度の情報を提供 

   ・農業相談員や教育訓練サービスを紹介 

   ・事業承継，家族問題，個人・社会問題を相談する人的施策省その他の専門家を紹介 

 

（ⅴ） 農場低利融資制度（Farm Finance Concessional Loans Scheme） 

生産性向上又は負債の整理を目的とする短期の低利融資である。各州が，①融資を必要と

していることと返済能力があることを証明でき，②十分な担保を提供でき，③負債返済に支

障を生じている状況にあるが長期的には商業的に存立可能と考えられる，という要件を満

たす農場事業に対して１戸当たり上限 65万豪ドルの低利融資を行う場合に，連邦政府が必

要な補助を供与する。各州ごとの農業部門の必要に応じて設定されるため，融資の種類・条

件・金額・目的の細部は，州により異なる。低減金利が適用されるのは融資開始後の 5年間

だけであり，借り入れ後 5 年が過ぎた時点で，債務残額を一括返済するか債務残額を別の

商業融資に切り替えるか選択する。利率は 6 ヶ月ごとに見直される変動金利である（2016

年 2月 1日現在で，3.55%）。連邦政府は，2013-14年度から 2年間で 420百万豪ドルまで

の低利融資枠を用意したが，2015年 6月 30日で，新規の受付を終了した。 
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（ⅵ） 農場リスク管理プログラム（Managing Farm Risk Programme） 

 農場（総販売額 200万豪ドル以下）が，干ばつその他の生産や市場のリスクを管理する

ために新たな保険を検討・準備する際，金融相談などに要した費用の半分を補助する（保

険料を補助するのではない。補助上限は 2,500豪ドル）。連邦政府が 4年間で 20.2百万豪

ドルを提供する。補助金申請は，2019年 5月 15日で締め切られる。 

 対象となる保険は，複数災害保険（multi-peril insurance），降雨量その他の気象要素に

基づく指数保険，及び，単数災害保険（火災保険，ヒョウ保険，霜保険など）に限られて

いる。対象となる金融相談は，所要の営業免許等を有するなど適格な業者が行う，保険会

社が要求する適格性評価の実施，農場の経営実績や生産実績の経年データの整理，農場全

体のリスク評価の観点で行う保険の選択肢についての分析，である。 

 

２）干ばつ対策 

 オーストラリア政府は，干ばつ対策の見直しを行い，2014年 7月１日から新たな対策に

移行したが，対策メニューは従来と同様である。従来は例外的な干ばつ事態が生じていると

して指定された地域が対象であったが，この地域指定が廃止されたことが，以前の対策との

基本的な違いである。 

 農業省は，農場家計手当，FMDs，地方会計相談サービスも，干ばつ対策の一環として掲

げているが，これらは，干ばつ以外の場合であっても，要件を満たす農家を支援するもので

あり別項で説明しているので，以下では記述しない。 

 

（ⅰ） 干ばつ関連低利融資制度（Drought-related Concessional Loans Scheme） 

通常の農場低利融資とは別で，干ばつ対応に的を絞った低利融資である。もともと，2014-

15 年度末をもって終了する予定だったが，2015-16 年度も継続され，更に，一部の地域で

は 2016年 10月 30日まで申込期間を延長する措置がとられた。 

一般的な干ばつ低利融資制度（Drought Concessional Loan Scheme）と，より深刻な干

ばつに対応する干ばつ回復低利融資制度（Drought Recovery Concessional Loans）がある。

前者は，10 年から 20 年に 1 度という降雨量不足による干ばつで経営に影響を受けている

農家で，干ばつへの通常の備えをしており，商業的農業に復帰する見通しのある者に対して，

負債の借り換えや経営資金，干ばつからの回復や将来の干ばつに備えるための資金を融資

するもので，融資上限額は 100 万豪ドル，金利は通常の農場低利融資に連動してそれより

も 0.5%低く設定される（2016年 2月 1日現在の利率は 3.05％）。低利利率が適用される期

間は 5年間である。 

後者は，50年から100年に1度という降雨量不足による干ばつに見舞われている農家の，

作付又は家畜の再構築に必要な費用として融資される。農場当たりの融資上限額は 1 百万

豪ドルで低利の期間は 10年間である（2016年 2月 1日現在の利率は 2.71%）。 

なお，干ばつ低利融資，干ばつ回復低利融資，農場低利融資の 3つを重複して借りること
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は可能であり，その場合，全体で，2百万豪ドルが融資限度額となる。 

 

（ⅱ） 干ばつ地区振興施策（Drought Communities Programme） 

 農業競争力白書に盛り込まれた，35 百万豪ドルの措置。干ばつの影響を受けている地方

でインフラ・プロジェクトを行い，地方の雇用機会の拡大と地方に「お金を落とす」ことを

狙うもの。なお，担当は，インフラ・地域開発省である。 

 

（ⅲ） 社会支援の強化（Enhanced social support） 

 個人，家族に対する各種のメンタル相談や支援，コミュニティのメンタルヘルス活動への

助言・支援など。担当は，社会施策省（Department of Social Services），人的施策省

（Department of Human Services）である。 

 

（ⅳ） 害獣・雑草管理（Pest and weed management） 

 干ばつの影響を受けている地域において，害獣・害虫や雑草によって牧草地・放牧地に生

じる被害等を軽減するために，農民と協力して害虫・害獣・雑草の管理活動（野犬や野豚の

捕獲や雑草駆除など）を行う地域の組織に対して活動経費を補助する。 

 

３）緊急乳業対策（Dairy Support Package） 

 2016年 5月，大手乳業会社 2社（Murray Goulburn Co-operative Co. Ltd及び Fonterra 

Australia Ltd）が，農場からの牛乳買入れ価格を引き下げたことによって影響を受ける，

酪農場に対する支援措置として発表されたものであり，以下のような事項から成る。 

（ⅰ） 酪農回復低利融資（Dairy Recovery Concessional Loans） 

影響を受ける酪農場への低利融資を行う。州によって条件等が異なるが，ヴィクトリア州

の例では，低利融資期間は最長で 10年間，金利は変動方式で当初は 2.71%，農場当たりの

融資上限額は1万豪ドル，2016年内の募集期間中の融資枠は3,000万豪ドルとなっている。 

 

（ⅱ） 地方会計相談サービスの相談員の追加 

 

（ⅲ） 農場家計手当の審査を迅速処理するために審査担当官を追加配置 

 

（ⅳ） 酪農業連絡官を新設 

 農家と，農場家計手当の審査官，地方会計相談サービスの相談員，州政府，連邦政府など

との間の情報の流れの円滑化を任務とする連絡官であり，人的施策省が設置する。 

 

（ⅴ） 移動サービスセンター（Mobile Service Centres）の経路の見直し 

同センターは，地方を巡回しながら政府の各種支援サービスの情報提供やアクセス仲

介などを行うものである。人的施策省が，影響を受ける酪農家にとって必要性が高い時期
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に合うようにその巡回経路を見直す。 

 

４）その他の支援 

（ⅰ） 未来炭素農業プログラム（Carbon Farming Future Program） 

 普及・教育等への支援であり，農家が民間の教育・訓練サービスを受講する際の費用の一

部を補助する。普及・教育等への支援は従来から継続しているが，現在の未来炭素農業プロ

グラム（2011 年 7 月～2017 年 6 月の 6 年間）では，温室効果ガス排出削減の技術や情報

の普及を重視することとされている。以下のメニューが掲げられている。 

① 研究補填（Filling the Research Gap）：温室効果ガス排出量の削減のための技術，

経営手法などに関する研究への補助。 

② 現地行動（Action on the Ground）：温室効果ガス排出削減の技術，経営手法の実証

試験や現場での試行を行う農家や土地管理者を支援。 

③ 普及・教育（Extension & Outreach）：温室効果ガス排出削減を行う農家，土地管

理者等による普及・教育サービスの利用を支援。 

 

（ⅱ） 低炭素農業イニシアチブ（Carbon Farming Initiative） 

 気候変動対策として設けられたもので，温室効果ガスを削減する方策の一環として，排

出削減を行うプロジェクト等に対して，排出削減基金（ERF）から支払いが行われる仕組

みである。農業そのものを直接補助するわけではないが，対象となるプロジェクト等の類

型には，耕地での炭素貯留や家畜の出すメタンの削減など農場や農業に関連するものが多

い。 

 

（ⅲ） 若手研究者の表彰（Science and Innovation Awards for Young People in 

Agriculture） 

 若手の科学者，農業者による科学的ないし技術革新的なプロジェクトから選考して表彰

し，その後 1年間のプロジェクトの費用の一部を補助する。 

 

（ⅳ） その他の補助等（Other grants and funding opportunities） 

①  災害対策（The Australian Government Disaster Assist） 

 干ばつ対策を除く自然災害の救済・復旧策であり，2つに大別される。 

まず，自然災害救済・復旧枠組み（Natural Disaster Relief and Recovery Arrangements 

(NDRRA)）は，災害時の救援や復旧の事業を州政府が行う場合でその災害対策費が 24万豪

ドル以上となる場合に，その一部（最大で 75%まで）を連邦政府が負担する。復旧と言って

も応急的な救済のためのものであって，損失を補償したり被災前の生活再建を行うもので

はない。州政府の災害対策の内容は，緊急の食料・避難所提供，住宅応急修理，主要公共施

設の復旧，小規模事業者への低利融資や輸送費補助，などである。 

 第 2 の類型は，被災者個人の生活扶助を目的として，生活保護的な手当を給付するもの
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である。その対象となる災害が指定され，申請に応じて，人的施策省が支払う。災害の直接

の結果として所得が減少した場合，当該所得減少が生じる日から 13週間又は災害以前の所

得を回復するまでの間のいずれか短い期間，定期的に支払われるものと，所得にかかわらず

1回限り支給されるものとがある。 

 

②  国土ケア（Caring for our Country） 

  国土ケア・プログラムは，2008 年から開始された，持続可能な環境，持続可能な農業

を目的とする事業である。地域グループ・組織・農業主体・漁業主体等が行う，環境を持続

的に管理するための活動に，補助金を供与する。持続可能な環境を目指す部分は，環境省が，

持続可能な農業を目指す部分は，農業省が管理する。 

 

４． 価格・所得政策 

 

（１） 農場経営預金制度（FMDs） 

 

１） 概要 

 先述したように，FMDs は，所得の変動を平準化することを可能とする税制特別措置で

ある。法制としては，Income Tax Assessment Act 1997（第 393条）等に基づき，1999年

に導入された。オーストラリアの所得税は，所得額が大きいほど税率が高くなる累進課税で

あり，個人の所得税（income tax）の税率は以下の通りである（2014-15年度，2015-16年

度）。（オーストラリア税務局ホームページ(2016a)） 

     課税対象所得額        税金 

 0～18,200豪ドル        ゼロ 

 18,201～37,000豪ドル 18,200豪ドルを超える 1ドルごとに 19セント 

 37,001～80,000豪ドル 3,572豪ドル＋37,000豪ドルを超える 1ドルごとに 19セント 

 80,001～180,000豪ドル 17,547豪ドル＋80,000豪ドルを超える 1ドルごとに 37セント 

 180,001豪ドル～    54,547 豪ドル＋180,000 豪ドルを超える 1 ドルごとに 45 セント 

 

農場経営預金（FMD）口座への預金額が当該年の所得から控除され，口座からの引出額

が引出した年の所得に算入されるところ，豊作等で所得額の大きい年に FMD口座に預け入

れることにより，累進税率のゆえに，農家は所得税額を減らすことが出来る。政府が農家に

支給する直接支払ではないが，FMDsが無い場合に比べて政府の税収は少なくなるところ，

この税収減少分を政府からの補助額ととらえ，「収入保険及び収入保証に係る施策」のカテ

ゴリーに区分して，WTOへの補助金通報を行っている。FMDs による補助は，WTO 通報

されている補助金総額の約 1 割を占める（2013-14 年度の通報の緑の補助金約 14.47 億豪

ドルのうち，FMDs が 1.45 億豪ドル）（WTO (2016)）。通報されている他の補助金は，試

験・研究・普及・教育等の一般的役務，環境施策，災害支援であり，農家への所得支持と位
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置づけられる農場家計手当の実態は先述したように生活保護給付であることから，FMDsは，

現在の農業政策のなかでは唯一の所得政策と言えるだろう。 

 

２） FMDs の要件と制度の拡充 

 

（ⅰ） FMDs の要件 

 後述するように FMDs は累次の改革が行われ，その要件も変更されてきているが，ここ

では，関係部局の資料から，2016年 7月 1日の改革後の要件を述べる（オーストラリア農

業省ホームページ(2016b)及び（オーストラリア税務局ホームページ(2016b)）。 

ⅰ） FMD口座を作ることができるのは，第一次産業者たる個人であって非第一次産業

生産の所得が 100千豪ドル未満の者である。 

非第一次産業生産の所得が 100 千豪ドル未満という条件は，口座を作る年度に満

たしているだけでなく，後年度に追加の預け入れをする際にも満たしている必要が

ある。そうでないと，当該追加預け入れ分についての所得からの控除を申告すること

が出来ない。 

第一次産業に従事していない家族が 100 千豪ドル以上の収入を得ていても当該第

一次産業者の適格性は失われない。夫婦が一緒に農場を経営している場合，その各自

が FMD口座を持つことが出来る。 

連続する 120 日以上の期間にわたって第一次産業の生産活動を行わない場合は，

適格性を失い，その時点で FMD口座の預金は返金されて所得税が計算されることと

なる。預金者が死亡したとき，破産したときも同様である。 

会社形態には適格性が無い。「トラスト」形態の共同事業ではそれを構成する個人

が FMD口座を作ることは出来るが，トラスト自体には適格性が無い。 

ⅱ） FMD口座は，1959年銀行法の許可を受けた預金受け入れ機関に開設し，その預金

限度額は 800千豪ドル以下とする。 

許可を受けた預金受け入れ機関とは通常の銀行等であり，2016 年 5 月 18 日現在

で約 150 行が該当する。預金の類型は指定されているものではなく，固定利子，変

動利子の口座も，定期預金もあり得る。 

ⅲ） 最小限預入額 1,000豪ドル，最小限引き出し額 1,000豪ドルとする。 

ⅳ） 預金が 12ヶ月以上，預け入れられていること。 

1年未満で引き出すと所得控除の特典が失われるということである。FMD口座を，

ある金融機関から別の金融機関に電子的に移管する場合は，引き出しとはみなされ

ないので，控除の特典は失われない。 

ただし，当該農業者がカテゴリーC（特に重大な災害として被災地域の州が要請し

これを連邦政府が認定すると発動される）の災害に対する回復支援 NDRRA を受け

ている場合は，当該支援金を受ける前に FMD口座に預け入れを行っており，当該支

援金を受給した後で FMD 口座から引き出すのであれば，12 ヶ月以内であっても引
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き出すことが出来る。あるいは 6 ヶ月以上連続で降水量不足（記録に残るなかで雨

の少ない方から数えて 5%以内に該当する水準。これを判定するツールがオンライン

で提供される）の影響を被っている場合には，6ヶ月以上経過すると引き出すことが

可能である。 

 

（ⅱ）制度の拡充 

 FMDsは時とともに拡大してきている。1999年の開始当時は，FMD口座の限度額は 300

千豪ドル，非第一次産業所得の上限は 50千豪ドルであった。2006年には，口座の限度額が

400千豪ドルに，非第一次産業所得の上限が 65千豪ドルに増額された。2014年には，非第

一次産業所得の上限が 100千豪ドルに，2016年には口座の限度額が 800千豪ドルに，それ

ぞれ増額された。 

         FMD口座預入上限額 非第一次産業所得の上限額 

1999年 7月   300,000豪ドル       50,000豪ドル 

2006年 7月    400,000豪ドル             65,000豪ドル 

2014年 7月    400,000豪ドル         100,000豪ドル 

2016年 7月    800,000豪ドル     100,000豪ドル 

 更に，2016 年 7 月から，借入金と FMD口座とが同じ金融機関にある場合には，第一次

産業の事業での借入金の利子を相殺するために，FMD口座の預金を使うことができること

とされた。相殺を行う場合の手続き等は法定の条件の範囲内で当該金融機関が定める。従来

はこのような取り決めをすることは禁止されていたところであり，この改正は，限度額の

800千豪ドルへの増額と並んで，2015年 7月の農業競争力白書に盛り込まれた事項を実施

に移したものである。 

なお，FMD口座を別の借入金の抵当として用いることや，他人に FMD口座の権利を移

転することは，認められない。 

  

３） 制度の実施状況 

農場の経営状況調査によると，広面積農業（broadacre）及び酪農の農場所得額（farm cash 

income。現金収入から現金支出を除いたもの）は，全国平均で，穀物農場が 314千豪ドル，

穀物と羊・肉牛の複合が 160千豪ドル，肉牛が 96千豪ドル，羊・肉牛の複合が 134千豪ド

ル，羊が 152 千豪ドル，酪農が 156 千豪ドル，である。州によって違いがあり，最大は北

部特別地域の肉牛農場の 768 千豪ドルだが，これはインドネシア向けの生体牛輸出が急拡

大しており価格も高騰していることが寄与している。それに次ぐのは西オーストラリア州

の穀物の 567 千豪ドルで，逆に最小はニューサウスウェールズ州の肉牛 67 千豪ドルであ

る。穀物農場の所得は概して畜産に比べて高いのだが，特に近年は小麦等の単収が平年を上

回っていることもあって，差が開いている（ABARES (2016)。2014-15 年度の推定値。年

度末は 2015年 6月 30日)（第 3表）。 

これに対して 2015年 6月末時点の FMD口座の残高を見ると，全国平均で，穀物農場が
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115千豪ドル，穀物と羊・肉牛の複合が 103千豪ドル，肉牛が 80千豪ドル，羊・肉牛の複

合が 72千豪ドル，羊が 73千豪ドル，酪農が 85千豪ドル，である（第 4表）。 

FMD口座の平均残高は 100千豪ドル前後にすぎないが，FMD口座の預入上限額は 2016

年 7 月に，400 豪ドルから 800 千豪ドルに引き上げられた。穀物や野菜では，上位 1 割の

農場の平均所得は 1,000 千豪ドルを超えており，そうした所得規模の大きな農場にとって

は，この上限額拡大は，所得変動を平準化するために有用であろう。農場 1戸当たりに農業

者が 2人いれば，農場としての FMD口座の上限額は 1,600千豪ドルとなる。 

 

第 3表 農場の所得額（farm cash income。2014-15 年度の推計値） 

 

 

第 4表 農場当たりの FMD 口座の平均残額（2015 年 6 月末時点） 

 

 

 

（豪ドル）

農場の業態 NSW Vic Qld SA WA TAS NT 全国

穀物 272,880 179,760 191,600 276,290 567,480 ー ー 314,320

穀物と羊・肉牛 167,030 95,260 131,530 198,840 230,960 136,100 ー 159,790

肉牛 66,950 57,980 113,200 97,530 184,410 103,510 767,580 95,850

羊・肉牛 112,160 111,910 89,510 197,710 97,640 188,340 ー 121,240

羊 98,000 98,400 ー 103,750 111,610 111,330 ー 134,560

上記5業態の全体 131,630 96,600 121,650 199,302 300,110 128,460 767,580 151,820

酪農 179,660 152,130 91,810 133,500 234,940 221,810 ー 156,270
出典：ABARES (2016), Australian farm survey results 2013–14 to 2015–16.
注．NSW：ニューサウスウェールズ州，Vic：ヴィクトリア州，Qld：クイーンズランド州，SA：南オーストラリア州，
　　WA：西オーストラリア州，TAS：タスマニア州，NT：北部特別地域．

（千豪ドル）

業種 NSW Vic Qld SA WA TAS NT他 全国

穀物 102.9 89.0 106.1 113.5 165.5 58.4 115.3

穀物と羊・肉牛 90.4 87.0 85.9 101.5 153.1 82.5 223.6 102.6

肉牛 68.0 59.4 99.5 85.8 87.4 71.1 85.5 80.1

羊・肉牛 68.1 64.5 77.7 92.0 80.5 57.1 46.3 72.2

羊 69.5 70.5 85.6 68.9 99.5 85.0 34.2 73.3

酪農 78.3 85.7 71.4 96.3 115.6 93.8 85.0

州等の平均 84.1 81.7 96.9 99.3 143.8 78.1 116.8 94.9
出典：農業省ホームページ（2016b）．

注．NSW：ニューサウスウェールズ州，Vic：ヴィクトリア州，Qld：クイーンズランド州，SA：南オーストラリア州，
　　WA：西オーストラリア州，TAS：タスマニア州，NT他：北部特別地域及び首都特別地域．
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第 1図 農場数と FMD 口座数 

出典：農業省ホームページ（2016b）． 

 

 

第 2図 FMD 口座の残高の推移 

出典：農業省ホームページ（2016b）． 

 

農場数と FMD 口座数との推移を示すのが第 1 図である。口座数は，制度開始後急拡大

し，その後横ばいとなっているものの，口座当たりの平均預金額は増加しており，総預金残

高も増えている（第 2 図）。農場数が徐々に減ってきているので，農場数に対する FMD口

座数の割合は上昇し 2015年 6月末時点では 4割近くとなっている。ただし，1農場に FMDs

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

FMD口座数 農場数

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

5,000,000

J
u

n
-9

9

J
u

n
-0

0

J
u

n
-0

1

J
u

n
-0

2

J
u

n
-0

3

J
u

n
-0

4

J
u

n
-0

5

J
u

n
-0

6

J
u

n
-0

7

J
u

n
-0

8

J
u

n
-0

9

J
u

n
-1

0

J
u

n
-1

1

J
u

n
-1

2

J
u

n
-1

3

J
u

n
-1

4

J
u

n
-1

5

千豪ドル千豪ドル

FMD口座の総預金残高 平均預金額(右軸)



- 14 - 

 

の適格者が 2人以上いる場合もあるので，FMD口座を利用している農場の割合は 4割より

も小さいはずである。 

 

４）FMDs の効果と評価 

 

（ⅰ） 効果 

FMDsは，政府から農家に支給するのではなく所得税減税の形態による所得政策であり，

これを利用するか否かは農家の判断にかかっていて，利用する場合でも預金額その他の農

家の運用の仕方によって減税金額は違ってくる。 

 最新のWTO通報である 2013-14年度分では FMDsによる補助金額は 145百万豪ドルと

されており，同年度末の FMD口座の残高は 4,139百万豪ドルである。農業所得は，13,053

百万豪ドルである（２）。1999-2000年度から 2013-14年度の 15年間の平均で見ると，WTO

通報額は 122百万豪ドル，FMD口座の残高は 2,685百万豪ドル，農業所得が 7,841百万豪

ドルであり，所得全体の 1.6%程度の額を減税したことになっている（第 5表）。 

 

第 5表 FMD 口座の残高，農業所得等の推移 

 

 

減税の効果を端的に示すものとして，架空の例による試算を示そう。想定するのは，農場

所得が極端に変動し，180,000豪ドルと-120,000豪ドルとを 10年間，交互に繰り返す事例

である。 

 この例で，FMDs を利用しないとすると，奇数年度（所得 180,000 豪ドル）には所得税

（百万豪ドル）

年度
FMD口座の残高

（年度末）
WTO通報の
FMDs補助額

農業所得

1999-00 590 20 3,713

2000-01 1,033 20 6,245

2001-02 2,074 50 10,857

2002-03 2,480 410 5,128

2003-04 2,619 250 8,094

2004-05 2,792 95 7,650

2005-06 2,797 110 7,747

2006-07 2,782 75 3,752

2007-08 2,879 85 5,116

2008-09 2,843 100 7,273

2009-10 2,784 65 7,147

2010-11 3,216 30 9,755

2011-12 3,532 230 11,011

2012-13 3,721 150 12,432

2013-14 4,139 145 11,698

平均 2,685 122 7,841

出典：農業所得は，オーストラリア統計局(ABS),国民経済計算(5204).
　　FMD口座の残高は農業省（2016b），通報額はWTO通報資料各年．
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54,547豪ドルを払い，偶数年度（所得-120,000豪ドル）には所得税がかからない。10年間

の所得税額累計は 272,735豪ドルである。 

 FMDs を利用してなるべく所得税額を少なくすることを目指す場合には，奇数年度には

FMD口座に 161,800豪ドルを預金して課税対象所得を非課税限度の 18,200豪ドルとして，

所得税額をゼロとする。偶数年度には FMD 口座から 138,200 豪ドルを引き出すが，当該

年の本来の農業所得が-120,000豪ドルのため，課税対象所得は 18,200豪ドルとなり，所得

税額はゼロとなる。10年間の所得税額はゼロである。 

 10年間の所得累計額が 30万豪ドルのこの例で，FMDsを利用しなければ 27万豪ドルを

超す所得税を払うのに対して，FMDsを使えば所得税の支払いはゼロとなる。 

 想定例は極端過ぎるかもしれないが，干ばつが頻発し豊凶の変動が激しいオーストラリ

アにおいては，FMDsは，効果的な「節税」の手段となり得る。もちろん，実際には，各年

度の農場所得は，豊凶に加えて生産物の価格にも左右されるので予想し難く，FMD口座に

は上限額があり，引き出す前に 12ヶ月以上預入期間が必要（早期の支払いが必要な事情に

迫られて 11ヶ月目で引き出せば，免税の特典を失い，前年度の所得税を遡って支払わねば

ならなくなる）などの条件が付くこともあるため，その財務管理の能力と「運」の要素とに

左右されて，農場によって節税実績にかなり差が生じると考えられる。 

なお，上記例で FMDsを利用する場合，FMD口座の残高は，10年目末で 118,000豪ド

ルとなり，24年目には 400,000豪ドルに達して，2016年 6月までの FMD口座の限度額

のもとでは，所得税を払わなければならなくなる。同年 7月以後の限度額増額には，この

所得税支払い開始を更に先延ばしする効果がある。 

 

（ⅱ） 評価 

2006年にオーストラリア農業省が行ったレビュー（オーストラリア農業省(2006)）では，

FMDs は広く利用されており，利用農家から好評価を受けていて，収入変動に対するリス

ク管理の手段として有用，としている。また，同レビューでは，FMDsをトラストや第一次

産業以外の地方産業に拡大することは不適切と指摘しており，この考え方は今日まで変わ

っていないもようである。 

 また，全国地方問題助言協議会の 2012年の報告書（NRAC(2012)）は，65歳を超える農

業者は，若い農業者に比べて，所得が減少した年に FMD口座からの引き出しをあまり行わ

ない傾向がうかがわれること，45才未満の自己所有経営者の農場においては，FMD口座か

らの引き出しを，新規機械購入など資本投資に充てる割合が平均の 2 倍以上であることな

どを指摘している。 

 

（２） コメの国家貿易 

 

１）オーストラリアのコメ産業 

オーストラリアのコメ生産は，ニューサウスウェールズ州南部がその中心である。コメ
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の生産は，誰でも出来るわけではなく，作付けは水の漏出が無い粘土質土壌であることな

どの条件を満たして承認された土地でのみ認められ，一定の灌漑用水管理や環境基準を遵

守すること，コメの栽培は各農場の面積のおおむね 3分の 1を上限とすることといった条

件が課される。作付品種は，中粒種が主体である。 

 同地域でのコメ生産は，全部が灌漑によって行われており，単収は安定している。生産

量も概して安定しているのだが，灌漑用水が不足するほどの厳しい干ばつがあると，作付

面積が減少して生産量も落ち込むこととなる（第 6表，第 3図）（Rice Growers’ 

Association (2016)）。 

 

第 6表 ニューサウスウェールズ州におけるコメの生産状況 

 

 

 コメ販売ボード（RMB）による同州の生産量，農家戸数等の統計資料によると，2014年

の収穫面積は 78, 607ヘクタール，生産量は 826千トン，単収は 10.51 トン/ヘクタールで

あり，生産農家戸数は 1,297である。連邦政府の統計とコメ販売ボードの数値とは，生産量

に関しては，ほぼ整合するが，コメ農家戸数は大きく食い違う。連邦政府統計局によれば，

2014-15年度の農家数はニューサウスウェールズ州で 558戸（オーストラリア全体では 566

戸。ABS (2016)）であり，コメ販売ボードの資料の半分以下の数である。統計局の数値は，

実際のコメ生産農家の数を数えたものではなく，推計値であるので，コメ販売ボードの数値

コメ農家数 生産量(トン)
収穫面積

(㌶)
単収

(トン/㌶)

1992 2,144 1,094,347 123,141 8.89
1993 2,132 943,961 122,902 7.68
1994 2,277 1,082,175 132,656 8.16
1995 2,291 1,133,889 129,236 8.77
1996 2,392 951,248 149,719 6.35
1997 2,494 1,380,794 165,701 8.33
1998 2,296 1,321,899 140,190 9.43
1999 2,342 1,381,823 150,825 9.16
2000 2,129 1,088,765 131,843 8.26
2001 2,499 1,744,066 184,231 9.47
2002 2,261 1,241,710 147,268 8.43
2003 817 390,079 38,356 10.17
2004 1,564 528,984 64,735 8.17
2005 1,004 304,866 45,200 6.74
2006 1,753 1,037,557 104,517 9.93
2007 371 166,707 16,787 9.93
2008 38 19,297 2,160 8.93
2009 203 65,232 7,976 8.18
2010 414 205,678 18,920 10.87
2011 1,374 797,096 83,534 9.54
2012 1,545 956,971 102,919 9.30

2013 1,631 1,158,340 112,910 10.26

2014 1,297 826,066 78,607 10.51

2015 1,105 685,209 66,134 10.36
出典：RMBホームページ(http://www.rmbnsw.org.au/statistical-summary)等．
　　2015年は，Annual Report (for the year ended 30 June 2015)により補足．
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の方が信頼性が高いと思われる。 

 コメの大部分はサンライス社に出荷され，そのブランドで販売される。国内需要も増えて

きてはいるが，もともと輸出産品として生産されており，干ばつに見舞われない年には生産

量の 7～8 割が輸出される（第 3 図）。後述のように，コメはサンライス社が輸出独占して

おり，輸出に関する統計データはそのまま 1 企業のデータとなるので，企業の個別情報と

して非公開とされている。サンライス社の説明資料によると，輸出は，中東，北米，アジア

を含む 60カ国に対して行っており（日本，韓国，香港などアジア，太平洋沿岸，中東，北

米，欧州），世界の輸出シェアの 2%，中粒種に限れば 25%を占める。 

オーストラリアのコメ産業は生産補助金も輸出補助金も受けていない。 

 

 

第 3図 オーストラリアのコメの需給 

     出典：ABARES, Agrucultural Commodity Statistics 2015. 

 

２） コメの輸出独占（３） 

 コメ産業に関係する主要組織としては，コメ販売ボード（RMB），サンライス社（SunRice），

コメ生産者協会（Rice Growers’ Association）の 3つがある。このうち，コメ生産者協会は，

コメ農家の団体であり，農業者の全国組織である全国農業者連盟（NFF）のメンバーとなっ

ている。 

 コメの輸出独占にかかわるのが，コメ販売ボードとサンライス社である。ニューサウスウ

ェールズ州のMarketing of Primary Products Act of 1983に基づき，同州で生産された輸

出用のコメはコメ販売ボードが処分権限を持っており，生産者は収穫から 7 日以内に輸出

用のコメをコメ販売ボードに納入しなければならない。コメ販売ボードは，生産者のために

そのコメを輸出し，プール計算を行って生産者に分配する。実際の集荷や販売は，サンライ

ス社が唯一の代理業者として行っており，輸出独占となっている。サンライス社は，株式会

社であり，主にコメ生産農家が株主となっている。コメ販売ボードのメンバー7人，サンラ
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イス社の取締役 10 人のうち，3 名は重複している。輸出独占の対象はニューサウスウェー

ルズ州産のコメであるが，コメ生産の 99%は同州に集中しているので，オーストラリア産

のコメは輸出独占のもとにあると言ってよいであろう。 

なお，国内市場向けのコメについては，コメ販売ボードから申請業者に対して認定買入業

者免許（authorised buyer licences）が付与され，輸出を禁じるという条件付きで，この認

定買入業者が購入することが可能である。2016 年 7 月 20 日現在，この認定買入業者は，

サンライス社を含めて 10社である。 

 

３）輸出独占の経緯と今後の見通し 

 

（ⅰ） 経緯 

 コメ販売ボードは，Marketing of Primary Products Act of 1927に基づき 1928年に設立

され，その後，根拠法がMarketing of Primary Products Act of 1983に替わった。 

 従来，コメ販売ボードは，国内流通分についても権限を持ち，州内産のコメはすべて一旦

コメ販売ボードに納入することが求められた。1995 年に開始された全国競争政策は，あら

ゆる規制措置を対象として，原則それらを撤廃する方針で展開され，2005 年の期間末まで

には，コメ販売ボードに類似した農産物の販売独占の仕組みの多くが解体された。 

 そのなかで，コメの販売独占についても見直し検討が行われたが，1995 年に州政府と業

界のもとで行った検討は，同規制は，輸出独占による，規模の利益，市場プレミアム，海上

輸送費の有利性を通じて，規制コストを上回る経済利益をオーストラリア全体にもたらし

ていると結論づけた。そして，コメ販売ボードとサンライス社の相互の独立性を高めること

やサンライス社から生産者への価格情報の提供をきめ細かく行うことなどを求めつつ，輸

出独占の仕組みを維持することを勧告した。国内市場については規制緩和をすべきとされ

た。しかし，州政府は，コメ販売ボードの権限を国内市場も含めて 2004年 6 月 30 日まで

延長し（その後 2009 年 1 月まで再延長），その後，全国競争政策を所管する全国競争協議

会から，国内販売の独占を廃止するよう繰り返し指摘を受けてきた。 

2005 年 4 月に，州政府による新たな見直し検討の結果が出たが，そこでは，輸出独占，

国内販売の独占ともに維持することを勧告していた。このような州政府の姿勢に対して，全

国競争協議会は，輸出独占の利益について疑問を呈し，国内販売の独占については直ちに廃

止すべきことを求め，全国競争政策の推進のために連邦から州政府に給付する補助金の一

部を停止するなどの圧力をかけた。 

ついに州政府は，2005 年 10 月，国内市場を規制緩和することに同意し，認定買入業者

（authorised buyer）制度を 2006年に導入することとなった。同州産のコメを，国内販売

に向ける場合には，そのコメを輸出に回さないという条件のもとで，コメ販売ボード以外の

認定買入業者にも購入を認めるとするものである。認定買入業者になろうとする者は，コメ

販売ボードに申請して免許を受ける必要があるが，免許は，一定の条件を満たしていれば，

自動的に付与される（業者は，手数料・免許料を負担する）。 
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（ⅱ） 輸出独占を正当化する理由 

全国競争政策は，規制は原則として撤廃する，例外は，規制によってオーストラリア経済

全体にもたらされる利益がそのコストを上回る場合のみ，という方針を掲げた。したがって，

コメの輸出独占を維持するには，関係業界等がこれを証明する必要があった。業界は，以下

のように，コメが海外市場でより高く売れること，独占の立場で経費を抑制できること，か

らオーストラリア経済にとって純益となっている，と主張した。 

① 輸出市場価格プレミアム：輸出独占の立場を使い，買い手と安定・継続的な関係を築

くことが可能となり，それにより価格を上乗せすることができること，輸出市場に応

じて価格を変えて利益を最大にするように出荷時期・品質・包装などを管理・調整で

きること，国内同業他社との値下げ競争を避けられること，などにより，海外の市場

で高い値段で販売できる。 

② 輸送費の有利性：輸出独占の立場を使うことで近い市場を確保できることなどから，

輸送費が安くなる。 

以上の要素により，2005 年のニューサウスウェールズ州の見直し報告は，コメの輸出独

占はオーストラリア経済にとって 45 百万豪ドルの利益になるとし，2012 年の見直し（後

述）にサンライス社が提出した資料では，2011-12年度は価格プレミアムによる利益が 40.3

百万豪ドルであったとしている。 

また，このほかに，輸出独占による規模の経済により国内での管理・加工等の経費が安く

なる効果や，業界が結集することで協調した研究開発が行われ，新品種を開発して競争力を

強化している，という要素も指摘されているが，金額での評価はなされていない。 

 

（ⅲ） その後の動き 

その後，ニューサウスウェールズ州は，認定買入業者制度の継続や，コメ販売ボードの権

限の定期的延長などに際して，見直し検討を行っている。2010 年の検討においては，認定

買入業者免許の運営経費の負担のあり方を見直すべきとの勧告を行う一方で，改めて，輸出

独占による利益は，コストよりも遙かに大きいと認定している。生産者は，輸出独占を支持

しており，同年のコメ生産者協会の年次大会で，現行の枠組みを支持する決議を行った。検

討のなかで実施されたコメ生産者に対するアンケート調査においても，輸出独占について

は 9 割以上が支持すると回答した。他方，国内流通に関しては，認定買入業者制度を 81%

が支持しているが，反対も 11%あり，生産者の中にも更なる規制緩和を求める声がある。 

2012 年の見直し検討は，コメ販売ボードによる州内産コメの販売を管理する権限を延長

することの可否について行われた。コメ販売ボードは，輸出独占の仕組みによって海外市場

のプレミアムが確保されているとの主張を続け，価格プレミアムがあったとする資料を提

出した。見直し報告は，価格プレミアムの存在を認め，輸出独占の仕組みを維持すべきこと

を勧告した。 



- 20 - 

 

 このように，ニューサウスウェールズ州政府やコメの関係業界は輸出独占の仕組みを維

持しようとしているが，連邦政府レベルでは立場が異なる。全国競争協議会は，州政府の見

直し検討報告が認定した輸出市場でのプレミアムや輸送費の有利性による利益額は，もっ

ぱら業界提出資料に依拠し，推定値を出す根拠も説明不足であること，計量経済モデルで分

析したとすれば条件・設定次第で結果は大きく変わり得ること，輸出独占以外のブランドや

サービスや品質などによる価格差が的確に考慮されていない可能性があるなど，算定根拠

が不確かであるとして，コメの輸出独占がオーストラリア経済に利益をもたらしていると

いう点に疑問を呈していた（NCC (2005)）。 

 2015年末から，2015年の農業競争力白書で実施を謳った施策の一環として，生産性委員

会が，農水産業の規制削減に向けての調査・検討を行った。過去の州政府の見直し検討報告

が，輸出独占はオーストラリア経済に利益をもたらすと認定したことについて，上述のよう

に当時の全国競争協議会が異論を唱えていたが，生産性委員会は，2016年 7月の報告原案

で，全国競争協議会の指摘を踏襲し，価格プレミアムの存在の有無と程度を評価するのは困

難であるとした上，仮にそれが実在することが証明されたとしても，シングルデスクを正当

化する根拠として不十分であるとしている。すなわち，輸出独占を維持することにより生じ

るコストとしては，コメ販売ボードの運営経費だけでなく，競争や技術革新が抑制されるこ

とで失われる価値・機会を考慮する必要があると指摘していた（PC (2016a)）。そして，同

年 11 月 15 日付けで連邦政府に提出された最終報告書では，独自に行った試算により価格

プレミアムの存在そのものを否定したうえで，ニューサウスウェールズ州政府はコメの輸

出独占の仕組みを廃止すべきと勧告したのであった（PC (2016b)）。 

 ところが，生産性委員会の最終報告書を連邦政府が公表したのは 2017年 3 月 28 日のこ

とであった。それに先立つ 2016年 12月下旬，ニューサウスウェールズ州政府は，2017年

6 月末で期限切れとされていた州内産米の独占買入れ権限について，2022 年まで延長する

ことを決定した。輸出独占を一方的に存続することを宣言した形である。オーストラリアで

唯一生き残ってきた輸出独占を巡って，連邦政府の生産性委員会とニューサウスウェール

ズ州政府の攻防が今後いかに展開するか，その推移が注目される。 

 

（３） 酪農の需給調整政策 

 

１）オーストラリアの酪農・乳業の概要 

 牛乳・乳製品は，オーストラリア農業の主要産品の一つである。2014-15 年度現在で，

6,128戸の酪農場があり，乳牛 174万頭で，973万キロリットルの生乳を生産。1戸当たり

の頭数は 284，１頭当たりの生産量は年間 5,731リットルである。生乳換算で，生産量のう

ち 34%が乳製品として中国，日本，シンガポール，インドネシア，マレーシアなどへ輸出さ

れ，輸出額は 28.8億豪ドルで世界の乳製品貿易の 6%を占める（2014-15年度）。 
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  第 4 図 牛乳の仕向先（2015-16 年度） 

出典：Dairy Australia, Australian Dairy In Focus 2016. 

 

 

  第 5図 酪農場数，牛乳生産量等の推移 

出典：酪農場数は ABARES, Agsurf，搾乳牛数は ABARES, Agricultural Commodity Statistics. 

 

 生乳の仕向先は飲用が 4分の 1，チーズ，粉乳（SMP/BMP），バターなどの加工用が 4分

の 3である（第 4図）。 

乳牛数は 1960年頃に 300万頭を超えていたのが，1980年頃には 200万頭を下回るまで

減少し，以後は，ほぼ 160万頭と 210万頭の間で増減している。対して酪農場数は 1980年

頃の 3割以下となり，規模拡大が進んでいる（第 5図）。 
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２）現在の酪農政策 

後述するように，2000年 6月まで，飲用乳について供給数量割当（クオータ）や最低価

格支持，加工原料乳について生産者に対する補填金支払い等が行われており，政府による介

入，支援が少なくなかった。1980 年代から，徐々に介入や補助の水準が引き下げられてい

たものの，基本的な枠組みは維持されてきたが，これらの措置は 2000年 7月をもって一挙

に廃止された。 

この急激な改革に対応して，乳価の低下などによる影響を緩和する目的で，酪農生産者に

対して給付金を支払う補助制度が設けられ（酪農構造調整プログラム及び補足的酪農支援

制度），8年間にわたって実施されたが，当初の予定通り，2008年 6月までで終了し，以後，

補助はほとんど行われていない（４）。 

 

 

第 6図 牛乳の生産者価格 

出典：ABARES, Agriculture Commodity Statistics 2015. 

 

 実際には，2000 年央の規制撤廃後，乳価が暴落するようなことはなく，その後は国際市

況や国内での干ばつによる減産なども背景としてであろうが，上昇基調で推移してきてい

る。2016 年になって，大手乳業会社複数が，原乳買い入れ価格を引き下げたことから，連

邦政府が緊急対策として低利融資措置を打ち出した（３．（２）３）参照）。ただし，乳価低

迷の状況下でも，かつてのような生産割当や価格保証を求める動きは出ていない。 

なお，乳製品は，オーストラリアの関税率表のなかで唯一，関税割当（TRQ）が設けられ

ている品目であるが（３．（１）参照），TRQの対象であるチーズ 5 ラインの関税率は，枠

内（11,500 トン）0.096 豪ドル/kg，枠外 1.22 豪ドル/kg（従価税換算 10.2～27.1%）であ

る。ただし，チーズ輸入先の過半を占めるニュージーランド，それに次ぐ米国とは，FTAを

締結済みで関税が撤廃されているし，欧州から枠外で数千トンの輸入実績があり，枠外関税

率は輸入を閉ざすほど高いものではない（WTO (2015)）。 
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３）過去の需給調整政策 

 

（ⅰ） 政策の枠組み 

 上記の規制改革が行われる前は，政府による各種介入と支援が行われた。人為的に，乳製

品製造用の加工向け乳と飲用向け乳との間で市場が分断されており，前者は連邦政府が，後

者は州政府が補助・介入を行い，連邦政府は 1924 年，州政府は 1930 年代から支援を開始

している。介入・支援の内容は時とともに変遷したが，ここでは，2000 年の規制全廃の直

前まで行われていた制度について述べる（５）。 

連邦政府による加工向け乳への補助は，直接補助金を支給するものだった。国内の生産乳

に課徴金を課し，それを輸出入製品の量に応じて製造業者に分配するものであった。1980

年代以降は，Kerinプラン（1986年～）及び Creanプラン（1992年～）のもとで，補助水

準の漸減が図られ，1986-87 年度，輸出価格平均の 40%程度であったものが 1992 年には

22%程度となっていた。1995 年には，この方式が輸出補助金に該当することを懸念して，

酪農場に対して直接，その加工向け乳生産量に応じて（その加工品が輸出向けか国内向けか

を問わず）分配する方式に変更された。また，Kerinプランのもとでは，輸出価格下支え制

度があり，乳製品の輸出価格が基準価格（過去 7 年の輸出価格実績と当該年度の推定輸出

価格の計 8 年分のデータから算出した長期傾向値）の 85%を下回ると，その下回った部分

を補填する補助金があったが，1993-94年度から廃止された。 

州政府の政策は，直接補助金を出すのではなく，飲用向け乳の生産や流通・価格を規制す

ることで，酪農場の所得確保等を行うものであった。飲用向け乳の価格は，市場で決まる加

工向けに比べて，高い価格プレミアが付いた。 

 

（ⅱ） 州の生産と政策の状況 

 基礎的食品である牛乳を周年で安定した価格で消費者に提供する必要性を理由として，

飲用向け乳に対しては各州政府が強力に介入したが，生乳生産の実態は州によって異なり，

それを反映して，政策にも明確な違いがあった。 

 飲用牛乳は品質保持期間が短く輸送にもコストがかかることなどから，どの州でもほぼ

自給しているが，生乳生産量に対して人口が相対的に多いニューサウスウェールズ州，クイ

ーンズランド州，西オーストラリア州では，飲用向け比率が高い。これに対して，ヴィクト

リア州，タスマニア州は，加工用に仕向けられる生乳割合が極めて大きい。南オーストラリ

ア州はその中間に位置づけられる（第 7表）。 
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第 7 表 州別生乳生産量，飲用牛乳販売量及び飲用比率 

 

 

各州とも飲用牛乳販売は，それぞれの州の法定販売機関（SMA）が権限を有し，農場か

らの出荷や，卸売，小売など流通網の各段階で価格・取引を規制した。生乳生産には強い季

節性等があるので，生産コストが上昇したり生産量の落ち込む時季（主に冬季）に供給を確

保するため農業者にインセンティブを与えるために規制が必要と考えられた。価格や取引

マージンは，州相互間で関連なく行政的に指定され年間に数度の見直しが行われるが，飲用

向け乳の生産者価格は，加工向け乳価格（加工業者ごとに決められ乳製品の国際市況を反映

して変動する）の約 2倍だった。（第 6図，第 8表）。 

飲用向けの割合が多い，ニューサウスウェールズ州，クイーンズランド州，西オーストラ

リア州では，供給数量割当（クオータ）が導入され，生産者に飲用向け乳の供給数量が指定

された。この割当も，周年供給を確保するのが目的であり，割当を保有する農家でなければ

高価格を保証された飲用向け乳の生産が出来ない一方で，割当枠を持つ農家は，一定の期間

内（例えば 4週間ごと）に指定された量の乳を納めることが義務づけられ，義務を果たせな

ければ翌年度の枠が削減される等の罰則があった。なお，割当数量を超えた分については加

工向け乳の価格で販売することになる。他の 3 州が価格インセンティブだけを用いている

のに比べこれら 3 州ではるかに強力な供給確保措置がとられるのは，これら 3 州では，生

乳の大部分が飲用向けに使われており，オフシーズンの供給不足に陥るリスクが大きいた

めである。なお，供給数量割当は，もともとは個々の酪農の土地に付随し，土地と一体とし

て移転しなければならなかったが，徐々に土地とは切り離して譲渡可能とされ，州の酪農産

業当局が運営する取引所を通じて売買できるようになった。 

 

 

 

 

 

（千キロリットル，％）

生乳 飲用 比率 生乳 飲用 比率 生乳 飲用 比率 生乳 飲用 比率 生乳 飲用 比率 生乳 飲用 比率 生乳 飲用 比率
1979–80 907 531 59% 3,151 437 14% 506 249 49% 329 127 39% 222 119 54% 315 41 13% 5,430 1,504 28%
1989–90 879 582 66% 3,787 449 12% 629 316 50% 356 150 42% 267 164 61% 343 47 14% 6,262 1,730 28%
1999–00  1,395 597 43% 6,870 440 6% 848 383 45% 713 185 26% 412 190 46% 609 48 8% 10,847 1,933 18%
2005–06 1,197 660 55% 6,651 499 8% 597 444 74% 646 192 30% 377 216 57% 622 50 8% 10,089 2,061 20%
2006–07 1,105 692 63% 6,297 510 8% 534 474 89% 655 201 31% 349 226 65% 642 53 8% 9,583 2,156 22%
2007–08 1,049 682 65% 6,102 524 9% 485 486 100% 606 205 34% 319 237 74% 661 55 8% 9,223 2,188 24%
2008–09 1,065 696 65% 6,135 533 9% 512 495 97% 628 208 33% 340 241 71% 708 56 8% 9,388 2,229 24%
2009–10 1,099 709 65% 5,813 545 9% 530 499 94% 605 213 35% 359 247 69% 677 57 8% 9,084 2,269 25%
2010–11 1,087 716 66% 5,936 566 10% 487 502 103% 572 213 37% 372 262 70% 726 57 8% 9,180 2,316 25%
2011–12 1,135 722 64% 6,241 583 9% 487 531 109% 570 221 39% 349 273 78% 792 58 7% 9,574 2,388 25%
2012–13 1,136 719 63% 6,071 600 10% 460 562 122% 536 222 41% 349 280 80% 765 61 8% 9,317 2,445 26%
2013–14 1,104 710 64% 6,166 612 10% 437 583 133% 516 221 43% 340 279 82% 810 59 7% 9,372 2,464 26%
2014–15 1,160 714 62% 6,390 623 10% 411 582 142% 516 221 43% 364 284 78% 891 61 7% 9,732 2,485 26%
2015-16 1,165 731 63% 6,186 635 10% 405 583 144% 514 222 43% 387 285 74% 883 60 7% 9,539 2,516 26%
出典：生乳生産量はABARES, Agriculture Commodity Statistics 2016.
　　飲用牛乳販売量はDairy Australia, Australian Dairy Industry in Focus 2016.
注．NSW：ニューサウスウェールズ州，Vic：ヴィクトリア州，Qld：クイーンズランド州，SA：南オーストラリア州，

　　WA：西オーストラリア州，TAS：タスマニア州．　

Tas 全国NSW Vic Qld SA WA
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第 8表 通常牛乳の価格とマージン（1990 年） 

 

 

 飲用牛乳の流通は，乳処理業者，小売・配達業者の地区制・許可制が設けられ，厳しく管

理された。小売・配達業者は，免許を与えられて，一定の地域や市場において独占的に販売，

配達が出来るが，地区外では営業出来ないし，販売・配達する牛乳の調達先の乳処理業者も

指定される方式である。独占的な販売や配達の権利を得られることから，免許にも供給数量

割当と同様に，資産価値が生じていた。 

 以上のように，強力な飲用向け乳への介入はすべての州で行われたが，需給状況も反映し

て，州ごとでその仕組みにはかなり異なっていた。州の規制を概観したのが第 9表である。 

これらの制度は，飲用牛乳を州内で自給することを前提に設定され，価格等もそれぞれの

州内の事情に応じて決められていた。しかも，加工向け乳価は飲用向けよりも大幅に安かっ

たから，例えば，加工原料乳生産の多い州からは，飲用向け比率の高い州へ，少しでも高い

価格で販売しようとするインセンティブが生じる。輸送コストが大きくなければ，実際に州

間取引が発生するが，それは，販売先州の行政価格を損い，州内農家に損失を与えることに

なる。実際に，ヴィクトリア州からニューサウスウェールズ州へ飲用牛乳が移出される事態

NSW Vic Qld WA SA Tas

Gross producer price 40.12 38.31 44.82 42.84 41.14 40.33

Price to processor 48.98 46.29 48.16 49.76 46.01 47.02

Price to wholesale vendor最小 73.97 64.04 -

最大 73.97 65.73 74.99 - 69.05 72.2

Price to shop最小 81.75 76.69 - 83.5

最大 84.75 78.71 86.24 - 76.72 85.5

Retail price 最小 93.00 87.00 93.00 - 82.00

最大 96.00 91.00 97.00 94.00 94.00 97.00

Home delivery price最小 96.00 - 93.00 - 82.00 97.00

最大 106.00 - 97.00 - 94.00 100.00

Freight to processor 3.06 3.97 2.45 4.43 2.3 3.15

Factory testing and handling 1.85 1.58 - 2.38 - 1.69

Milk authority 3.95 2.43 0.89 2.54 0.53 1.85

South East Levy - - - - 2.04 -

Country freight - - - - - 0.93

Processor margin最小 24.99 17.75 -

最大 24.99 19.44 26.83 - 23.04 24.25

Wholesale vendor margin最小 7.78 12.65 - 11.3

最大 10.78 12.98 11.25 - 7.67 13.3

Shop margin 最小 11.25 10.31 6.76 - 5.28

最大 11.25 12.29 10.76 - 17.28 11.5

Home vendor margin最小 22.03 - -

最大 32.03 22.01 24.95 24.8
出典：Industry Commission (1991).
注1) NSW等の略号の意味は第7表と同じ．
注2) Qldは南東地区のみ，SAは大都市部のみ．
    それぞれ，WAは1990.8.5，Vic, SA, Tas,及びQldは1990.11.1，NSWは1991.1.11の時点．

価格（セント/リットル）

マージン（セント/リットル）
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が生じたこともあって，混乱を嫌った業界の非公式な取り決めによって州間の飲用牛乳取

引は制限された。加えて，2つの法的措置により，抑制が図られた。一つは，連邦政府の仕

組みで，ヴィクトリア州からの飲用牛乳供給によって脅かされた場合には，ニューサウスウ

ェールズ州は，牛乳課徴金を停止することを要求できるとした。同課徴金は加工向け乳に対

する補助のために用いられるので，これが停止されると加工向け乳比率の高いヴィクトリ

ア州の乳業界が打撃を受けることになる（課徴金停止には至らなかったが，1987 年にニュ

ーサウスウェールズ州が 2度申し入れをした実績がある）。また，ヴィクトリア州自身も法

改正をして，飲用牛乳向けに処理される州内産の生乳は他州の市場に出荷されるものであ

っても飲用向け乳価格で調達することを義務づけ，すなわちコストを高くすることを通じ

て，州間取引を制限した。 

 

第 9表 州の乳業規制の枠組み 

 

 

これらの飲用向け乳についての州政府の介入は，1980 年代からの規制改革の流れの中で

次第に緩和され，1995年からの全国競争政策によっても見直しを迫られた（６）。 戸別配達

などは，実体面での需要が低下したことから早くから規制・介入が廃止された分野である。

ただし，飲用向け乳規制の基本的な枠組みは，2000 年の抜本改革に至るまで維持され，特

に農場での供給数量割当や農場からの出荷価格については堅持されていた。 

以下で，飲用向け乳（Market milk）の割合が高く供給数量割当を行っていた州の代表と

して，ニューサウスウェールズ州，加工向け乳の割合が高い州の代表としてヴィクトリア州

の規制の 1990年頃の概要を紹介する。 

 

（ⅲ） ニューサウスウェールズ州の事例 

SMAは，ニューサウスウェールズ州酪農公社（New South Wales Dairy Corporation。

以下「NSW酪農公社」）である。New South Wales Dairy Industry Act 1979 に基づいて

設立され，乳の生産，品質，供給，流通と乳製品及びマーガリンの生産，品質，貯蔵につい

て責任と権限を有する。主要な業務の一つが，供給数量割当の管理であり，割当の交換・売

買も公社を通じて行う。1990年 6月 30日時点で，180人を雇用していた。 

 NSW酪農公社は，酪農場に対して供給数量割当を行い，割当保有者は，その割当に指定

NSW Vic Qld SA WA Tas

乳生産量（百万リットル） 878 3,787 629 356 267 345

飲用向け：加工向け比率 66:34 12:88 50:50 42:58 56:44 14:86

飲用向けの農場出荷価格の固定 有り 有り 有り 有り 有り 有り

供給数量割当 有り 有り 有り

供給数量割当の譲渡可能性 有り 有り 有り

譲渡可能な割当数量の年間上限 有り 有り

公平乳源 有り 有り 有り

出典：Industry Commission (1991).
注．NSW等の略号の意味は第7表と同じ．
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された量の飲用向け乳を供給する。割当は，4 週間単位で，譲渡可能であり，最大限 12 ヶ

月先のものまで取引できる。農家が保有できる割当の量に上限は無いが，譲渡によって取得

できる量は年間 104,000 リットルが限度である。割当の譲渡を受けるには，対応するロッ

ト期間（4週間単位）について，先立つ 3年のうち少なくとも 1年は，生産量が当該農家の

現在の割当数量と意図する追加数量の和の 125%以上でなければならない。生産期間におけ

る供給量が割当量を下回ると，その農家は下回った分量の 75%の割当を喪失する。この罰

則があるため，割当を上回る生産が行われる。 

 NSW州で生産された生乳は全部，NSW酪農公社の所有となる（「vested」と言われる仕

組み）。NSW 酪農公社は農家に 4 週間ごとに支払いをし，生乳を乳処理業者（Processor。

生乳を適切に処置して飲用牛乳にする業者）に販売する。余剰の乳は，乳製品製造業者

（Manufacturer）に向けられる。酪農場としては，出荷した割当枠内の乳すべてについて

飲用向け乳価格を得られるわけではない。飲用向け乳価は，生産コストを償うことをベース

として NSW 酪農公社が決定する。乳価は単一ではなく，牛乳用，ロングライフミルク用，

無脂肪乳用など，用途によって異なる価格が定められ告示される。この告示には，集乳施設

が受け入れた乳の移動先として認められる乳流通区も示される。 

 供給数量割当の枠外で生産された乳には，加工向け乳価が支払われる。加工向け乳価は，

農家と製造業者との間の通常の商業的交渉によって定まる。 

流通システムは，個々の販売・配達業者による独占を基本としている。NSW酪農公社が，

登録された牛乳販売・配達業者に，地理的区域や小売販売所のリストを割り当てる。小売販

売所は，指定された卸売業者から牛乳を仕入れなければならない。卸売業者も，仕入れ先と

なる乳処理業者を指定されている。販売・配達業者が仕入れ先を変更する場合は，厳格な条

件に従う必要がある。 

乳処理，卸売り，流通・配達の各段階でのマージンと，普通牛乳，調整乳，加糖クリーム，

包装入り脱脂粉乳の小売価格の上限価格も，NSW酪農公社が四半期ごとに設定する。マー

ジンは，製品の種類，包装のサイズ，包装の種類によって異なり，例えば，調整乳の車両で

の配達のマージンは普通牛乳よりも 2.11 セント高く，600cc 入り瓶のマージンは１リット

ル入りプラスチック容器よりも 0.92 セント安く，１リットル入りプラスチック容器のマー

ジンは１リットル入りカートン容器よりも 0.25 セント高い。流通経路によっても違いがあ

って，スーパーマーケットへの配送時の卸売りマージンは他よりも小さく設定されている

ので，スーパーマーケットの牛乳価格は，他の小売価格よりも 2セント安く，また，戸別配

達のマージンは，卸売りマージンと小売マージンとの和に等しく設定されている。プラスチ

ック容器入りの地方部での小売価格は，容器の輸送コストがかかるために，都市部よりも 3

セント高い。（価格は，いずれも 1リットル当たり） 

 

（ⅳ） ヴィクトリア州の事例 

 Victorian Dairy Industry Act 1984 により設立されたヴィクトリア州酪農産業局

（Victorian Dairy Industry Authority。以下「Vic酪農産業局」）が SMAであり，販売，
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販売促進，供給・輸送，製品開発，品質管理，価格設定，飲用牛乳事業の監視，免許等の業

務を司る。1990年 6月 30日時点で，119人を雇用していた。 

飲用牛乳は，人が消費する液状の牛乳のすべて，と定義され，牛乳，調整乳，フレーバー・

ミルク，UHT 牛乳を含む。州内で飲用牛乳に処理される乳はすべて，Vic 酪農産業局を通

じて購入しなければならないとされており，Vic酪農産業局が，酪農場から免許された貯乳

所に運ばれてきた飲用向け乳を購入し，これを乳処理業者に売り渡す。乳処理業者が，均質

化（homogenisation），低温殺菌（pasteurisation）の処理をして包装のうえ，卸売業者等

に出荷する。UHT 牛乳については特に，Vic 酪農産業局が，乳処理業者から市場価格でバ

ルク購入したものが，同局が設定する価格で，乳処理業者に再び売り渡され，各種ブランド

に包装されて市場に出される。 

 州内の飲用牛乳の全部門について，Vic酪農産業局が価格やマージンを設定する。酪農場，

貯乳所（factory），乳処理業者，卸売業者，小売業者の各段階での調達価格や小売価格，そ

の間の輸送，処理，手数料などのマージンが設定され，その際には，1986 年に導入された

「ベンチマーク」方式が主として用いられる。免許事業者全員に対してコスト調査を行いそ

の結果に基づいて，産業の各部門（酪農場，貯乳所，輸送業者，乳処理業者，卸売業者）の

業者の平均生産コストが推定され，次いで，部門ごとで代表的業者を数社選定し，その平均

生産コストを推定する。一般に代表的業者は大規模でありその平均生産コストは部門全体

の平均よりも低い。そして，それぞれの部門について全体平均の 75%と代表的業者平均の

25%の合計をもって設定する。小売部門の価格・マージンは，ベンチマーク方式ではなく，

ミルク・バーやスーパーマーケットの各種製品のバスケット価格と小売業者協会から提出

される情報とを勘案して，Vic酪農産業局が評価決定する。 

酪農家が受け取る飲用向け乳の価格も，Vic酪農産業局が設定するが，生産コストが高く

なる時季の供給量を確保するためにも加工向け乳よりもかなり高い価格とされるうえ，ベ

ンチマーク方式による際，コストの低い代表的業者の勘案比率が他部門では 25%なのに対

し酪農家部門では 12.5%であることも，設定価格が高くなることにつながる。1991年 3月

1日時点で，飲用向け乳の農場出荷価格は，1リットル当たり 38.31セントに設定されてお

り，当局が指定しない加工向け乳価は約 20セントである。 

 酪農場に対して Vic 酪農産業局が行う飲用向け乳価の支払いは「公平乳源（equitable 

sourcing）」という独特のものである。飲用向け乳を出荷していない酪農場も含めて，すべ

ての酪農場が出荷した乳のうち同じ割合が飲用向けに使われたとみなして，月単位で支払

うのである。例えば，ある月の州内の全生乳のうち 12%が飲用向けになると，いずれの酪

農場も，当該月に生産した乳の 12%について高い行政価格（38.31 セント/リットル）を受

け取る。実態として，酪農家は，全生産生乳について，飲用向けと加工向けとの加重平均価

格を受け取っていることになる。支払いは 2 分割され，第 1 回として加工向け乳の価格と

一致する金額が，毎月 15 日に，前月に Vic 酪農産業局に供給された乳について行われる。

乳を供給した翌々月の 15日に，第 2回の支払いで残額が支払われる。 

 なお，流通については，1986年 7月に規制緩和された。流通区が設けられており，ある
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区のなかで小売事業，戸別配達事業を行う者は，当該区で有効な免許を持たなければならな

いのだが，従来 661の区であったものを，7つの流通区に統合したことで，各事業者にとっ

ては，事業を行える地域が大幅に拡大した。 

 

（ⅴ） 規制に関する評価・反応 

 乳業に対する介入・補助は，20 世紀前半から半ばにかけて小規模な酪農家が生き残るこ

とを助けたと考えられているが，1980 年代には，連邦政府の政策（Kerin プラン以後）は

補助水準を漸減し，州政府でも供給数量割当の取引規制を緩めるなどしたことから，2000

年の規制撤廃の前から，次第に世界市場の競争にさらされるようになり，酪農場数が減少し

規模が拡大するという構造変化が進んでいた（酪農場当たりの乳牛飼養頭数は 1980年の 96

頭から，2000年には 168頭へ増加）。 

 そうしたなか，酪農業界自身は，規制緩和に後ろ向きであった。1991年 2月，酪農産業

の全国会議にて「Ballarat合意」が形成されたが，その内容は，加工向け乳，飲用向け乳と

もに，基本的に従来の規制・介入を維持しようとするものであって，飲用向け乳については，

価格規制等を州ごとではなく全国区に統合することで，供給管理と価格固定の制度を強め

ることも意図しており，規制改革に逆行するものだった（７）。 

 産業委員会（Industry Commission）は，州政府による飲用牛乳の規制について調査し，

牛乳の供給や価格に関する規制を段階的に撤廃することを 1991年の報告書で勧告した。州

間取引の制限は 1993年 7月 1日までに，農場出荷以後の供給と価格の管理は 1996年 7月

1日までに，供給数量割当と農場出荷価格の行政価格は 1999年 7月 1日までに，廃止すべ

きことが明記されていた（Industry Commission (1991)）。 

 同報告書が，従来の規制・介入に対して否定的評価を下した論点は，以下のようなもので

ある。 

○ 牛乳への政府の関与が正当化されるのは，牛乳が人間の食事に特別のメリットを与

える場合であって，政府の関与なくしては効率的な商業的市場の発展が望めない事情

がある場合のみである。然るに，牛乳は重要な主食であり，その栄養的な価値は，特に

タンパク質とカルシウムの摂取源として，周知ではあるものの，それは他の基礎的な食

品と比べて特別に異なることではない。 

○ 他の農産物の多くも季節性があって価格・供給が変動するが，飲用牛乳のような政府

の介入を受けてはおらず，牛乳生産の季節性が高く冬季に供給が不足することは，介入

を正当化する根拠とならない。 

○ 牛乳が特別に重要であるのなら，小売価格が自由化されれば，生産コストが高い時季

には，消費者は相応の高い価格を払うであろうし，価格変化に対する消費者の反応をシ

グナルとして農家や乳処理業者による生産や新製品開発が促される。 

○ バーゲニング・パワーの弱い酪農家が，乳処理業者，流通業者，スーパーマーケット

から搾取されることを防ぐため，政府による供給・価格への介入が正当化されるとの主

張もあるが，そのような市場支配力の濫用は，競争政策によって対応すべき事項である。 
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○ 供給数量割当制度は，経済効率をゆがめる。価格が高くなり，市場からみて不合理な，

消費者から生産者への所得移転が生じる。割当数量を満たすため条件の悪い時季でも

生産して非効率が生じる。また，SMAの管理のもとでのみ譲渡可能であり取引に数量

制限など条件が課されているため，効率的な酪農場による割当の追加獲得や新規参入

を妨げる。 

○ 州間取引の制限を含む飲用牛乳についての州の供給管理・価格制度が，生産，販売，

消費，投資の判断を歪め，過剰投資を招くなど，資源利用の効率を低下させて社会に不

必要なコストをかけている。飲用向け乳の価格が高く維持されていることで生じる効

率性ロスは，需給の価格弾力性をどれだけと想定するかによって幅があるが，年間 8～

25.8百万豪ドルと推計される。 

産業委員会は，各州で長く続いた飲用向け乳政策は，州政府が消費者の懐から搾り取った

利益を酪農場に移転するもの，と厳しい評価を下している。飲用牛乳の需要は価格弾力性が

小さいため，政府の介入によって競争を排したうえで人為的に高い価格を設定することで，

この移転は効果的に行われた。 

なお，飲用向け乳への州政府の介入・規制は，飲用向け乳の割合が多い州の酪農場にとっ

て有利であるので，加工向け乳割合の高いヴィクトリア州，タスマニア州などはこれに不満

があったが，他方で，連邦政府による乳製品輸出に対する支援は，加工向け乳割合の大きい

州が多く受け取った。州によって利害が異なりながら，酪農業界のなかから規制廃止を求め

る声が高まらなかった背景である。 

 

５． 貿易政策 

 

（１） FTA の状況 

オーストラリアは，これまでにニュージーランド，米国，チリ，ASEAN，韓国，日本，

中国と自由貿易協定（FTA）を締結（発効）しており，オーストラリアの輸出額に占める，

FTA発効相手国の割合はほぼ8割にまで達している。環太平洋パートナーシップ協定（TPP）

にも署名済みであり，インド，湾岸協力理事会（GCC），東アジア地域包括的経済連携（RCEP）

と交渉中である。 

今後注目されるのは，オーストラリアの輸出先として 4.5%のシェアを占める EUとの交

渉の動向である。EUとは，2015年 11月 15日に，FTA 交渉開始に向けて作業を行う旨の

首脳共同声明を出し，その後交渉準備が話し合われており，今後交渉が進むものと考えられ

る。ただし，2016 年 6 月の国民投票で英国の EU 離脱が決まったことは，2015 年末には

想定されていなかったであろう事態である。これを受けて 2016年 9月，英国を訪問した貿

易投資大臣が，FTAに向けて英国と二国間貿易作業部会を設置し，2017年から会合を開始

することに合意した。英国との FTA 交渉を進めるとしても，直ちに EU との FTA 交渉の

妨げになるとは考えにくいが，なんらかの影響があるかもしれない（８）。 
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（２） 環太平洋パートナーシップ協定（TPP） 

TPPは，2016年 2月に署名され，参加各国による批准手続きの段階にある。オーストラ

リアは交渉開始時から参加し，2月 4日の署名後，同月 9日には批准手続きのために連邦議

会に提出，22日，条約に関する両院合同常任委員会（以下「条約委員会」）において検討が

開始された。 

 

１）TPP の概要（外務貿易省資料） 

まずは，外務貿易省（DFAT）が公表している資料を中心として，オーストラリア政府の

観点から，どのようにその概要を提示しているのかを見てみる（９）。 

（ⅰ） 概観 

TPPの 11カ国に対する輸出は 1,070億豪ドル，輸入は 1,180億豪ドル，往復で 2,260億

豪ドルとオーストラリアの貿易全体の 34.2%を占める（2014-15 年度）。輸出上位は，液化

天然ガス（167億豪ドル），石炭（128億豪ドル），鉄鉱石（84億豪ドル），専門・技術・そ

の他の事業サービス（47億豪ドル），旅行（46億豪ドル）である。また，海外投資全体の累

積額 8,680億豪ドルのうち，TPP諸国に対するものは 45.3%,TPP各国からの投資は外国か

らの投資全体 1.1兆豪ドルのうち 39.9%にのぼる（2014年）。TPPは世界の GDPの 4割を

カバーする地域自由貿易協定であり，急速な経済発展を遂げているアジア太平洋地域の機

会を捉えることで，物品，サービスの輸出と投資とに新たな市場アクセスを拡大し，また，

より予測可能で透明性のある規制環境を整備して，オーストラリア経済全般に大きな成長

をもたらす可能性がある。 

 関税に関しては，TPP各国向けの関税課税品目のうち 90億米ドルについて関税撤廃され

る。そのうち 43億米ドルが農産物であり，牛肉，乳製品，砂糖，コメ，穀物，ワインにつ

いて新たな水準のアクセスが獲得される。更に関税を課される 21億米ドル相当の輸出につ

いて，新規の割当や関税削減による特恵アクセスがもたらされる。ペーパーレス貿易手続き，

通関手続きや規則の合理化，中小企業支援，データのより円滑な流れや蓄積，新たな投資を

刺激する規定，労働・環境を守るための共通ルール，腐敗防止の規定もあり，事業環境が透

明で予測可能になることが，鉱業装備サービス・技術，法務・建設・工学などの専門サービ

ス，金融，教育，テレコミ，情報技術，輸送，保健，観光などのオーストラリアのサービス

部門の発展に資する。国有企業，政府調達，知的財産権などの規律も国境の障壁を減らし自

由な競争を促す。 

世界銀行が予測した，TPP により 2030 年で GDP 成長を 0.7%上乗せされる，という数

値を捉え，TPP がもたらすオーストラリアの GDP 拡大はわずかだとする見解があるが，

0.7%は 150 億米ドル相当が恒久的に増加することを意味しており小さなものではない。知

的財産権章への批判があるが，オーストラリアの特許制度や著作権制度などの国内法制や

政策の変更を求められることはなく，政府は PBS（医薬品支援制度。国民に医薬品を安価

で供給する仕組み）を含む国内の保健システムを変更しないことを確保しており，医薬品価

格が上昇するとの指摘は間違いである。また，オーストラリア政府が公共の利益のために保
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健・安全性・環境を守る権利は維持されており，投資家対国家紛争解決制度（ISDS）への

懸念は根拠が無い。電子商取引規定は，消費者を守りつつ，国境を越えたデータの流れを円

滑にする。 

 

（ⅱ） 個別品目等の内容（農産物中心に） 

・砂糖：豪米 FTAで砂糖は完全に除外されていたが，TPPでは，米国市場へのアクセスが

20 年ぶりに増加し，オーストラリアの枠は実質的に倍増する。日本，カナダ，ペルー，

マレーシア向けのアクセスも改善する。 

・牛肉等：日本市場は，牛肉関税が 15年で 9%となり，加工赤肉の関税は 15年で撤廃，く

ず肉関税も大部分が 10～15年で撤廃。カナダ，メキシコ，ペルーで牛肉が関税撤廃とな

り，羊肉関税も撤廃。 

・乳製品：日本のチーズ関税の一部が撤廃され，バターと脱脂粉乳に新たな対オーストラリ

ア枠が設けられる。対米国で，チーズの追加枠 9 千トンと粉乳及びスイスチーズの関税

撤廃を獲得。対メキシコ，対カナダで特恵アクセスを獲得。 

・穀物：日本向けの小麦・大麦の SBS（売買同時契約）輸入枠が拡大。メキシコ向け，カナ

ダ向けの小麦・大麦関税が撤廃される。コメは，対日本で 6千トンの枠の追加と調製品の

関税削減となり，対メキシコで関税撤廃となる。 

・ワイン：メキシコ，カナダ，ペルー，マレーシア，ベトナムで関税が撤廃。 

・その他の農水産物：原羊毛と綿花の関税が TPP各国でゼロとなる。カナダ，ペルー，日

本，メキシコ向けの水産物関税が撤廃される。 

・地下資源：ベトナムが，ブタン，プロパン，LNGの関税を 7年で撤廃し，石油の関税（20%）

を撤廃。ペルーは鉄鉱石，銅，ニッケルの関税を即時撤廃。 

・製造業：カナダ向け，ベトナム向けの鉄・鉄鋼製品，カナダ向け船舶，メキシコ向けの医

薬品，機械，電気器具，自動車部品，ペルー向け医薬品，紙・板紙，ベトナム向け自動車

部品，の関税が撤廃。 

・サービス：メキシコではエネルギー部門が，ベトナムでは鉱業投資制度が自由化。ブルネ

イ，日本，マレーシア，メキシコ，ペルー，ベトナムに対して教育サービスのアクセス機

会が拡大。マレーシア，ベトナムで輸送サービスについての投資保護が強化。マレーシア，

メキシコ，ベトナム向けの保健サービスのアクセスが拡大。ベトナムの電気通信サービス

の外国投資割合規制が撤廃。 

・政府調達等：ブルネイ，カナダ，マレーシア，メキシコ，ペルー，ベトナムの政府使用の

医薬品，電子部品，会計・税務サービスの入札にオーストラリア企業が参加可能となるな

ど。 

 

２）業界等の反応 

DFAT は，TPP を推進してきた立場であるから，肯定的評価をするのも当然だが，業界

等はどのように見ているであろうか。2015年 10月の大筋合意及び 2016年 2月の署名の際
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の業界の発表資料を見てみる。 

オーストラリア情報産業協会（Australian Information Industry Association）の 2015

年 10 月の解説（AIIA (2015))は，電子商取引の規定について，2015 日 10 月 9 日付け

Computer Weekly紙（Computer Weekly (2015.10.9)）は，サービス分野での海外進出の

機会拡大について，オーストラリア・ニュージーランド会計士会のコラム（Chartered 

Accountants Australia and New Zealand (2016.2.1)）は中小事業者の海外進出に有益とし

て，ガス業界紙は 2015年夏の解説（Gas Today (2015)）で，鉱業団体のメディアリリース

（Minerals Council of Austalia (2016.2.4)）で，エネルギー部門のコンサルタント会社

Marchment Hill 社はエネルギー部門の輸出機会や投資機会が拡大することや国内への投

資が促進されることについて（Marchment Hill Consulting (2016.2.29)），おおむね TPPに

対して好意的な反応を示している。 

 農業関係では，全国農民連盟のプレスリリース（NFF (2016.2.4)），穀物生産者協会のプ

レスリリース（GrainGrowers (2016.2.2)）が，政府が TPP推進の立場であることを支持し

て，この協定から外れれば，オーストラリアの農業者は貿易市場で不利な立場に立たされる

であろうとしている。砂糖業界のメディアリリース（Australian Sugar Industry Alliance 

(2015.10.6)，同(2016.2.4)），オーストラリア食肉家畜生産者事業団のプレスリリース（Meat 

and Livestock Australia (2015.10.6)），オーストラリア酪農家協会のホームページ

（Australian Dairy Farmers (2015.10.20)，同(2016.2.4)），乳業業界紙の記事（Dairy News 

Australia (2016.2.4)），オーストラリア食料品協議会のホームページ（AFGC (2015.11)），

オーストラリアワイン製造業者連合の 2016年 2月の掲示板（Winemakers’ Federation of 

Australia (2016.2)）など，やはり，いずれも TPPを歓迎するコメントを出している。 

 

３）新聞等の反応 

主要報道各社は，おおむね，外務貿易省の発表や業界団体の見解を伝えるものとなってい

る。その中で，TPP署名時に，ABCルーラル紙が，批判的見解についてまとまった報道を

しており（ABC Rural（2016.2.4）），オーストラリアが譲歩しすぎたと不安視する人々もあ

って，Australian Fair Trade and Investment Network が他の 58の社会団体とともに，独

立の評価が行われるまで TPPの批准をしないように求めていること，投資家対国家紛争解

決（ISDS）条項等を問題視し，タバコが明示的に ISDS の対象外とされたことはその他の

環境・保健目的の法令が対象とされることを意味すると主張していること，PBS について

も制度変更を余儀なくされるのではないかと懸念していること，などを伝えている。このよ

うな批判的見解は，後述４）の公衆のコメントのなかで，数においては多数を占めていると

ころである。 

 

４）公衆のコメント 

 一般市民の見解がいかなるものであったか，公衆コメントを手がかりにすることとする。

DFATが，TPPの交渉期間中に受け取った 93件，連邦議会の条約委員会の募集に対して寄

https://www.aiia.com.au/influence-And-leadership/topics/trans-pacific-partnership-agreement）は、電子商取引の規定について、2015
http://www.afgc.org.au/2015/11/tpp-will-boost-food-exports/）、Winemakers'%20Federation%20of%20Australia%20の2016
http://www.afgc.org.au/2015/11/tpp-will-boost-food-exports/）、Winemakers'%20Federation%20of%20Australia%20の2016
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せられた 252 件が，それぞれホームページに掲載されているので，そのコメント内容を整

理する（DFATホームページ (2016)，APHホームページ (2016)）。 

コメントを寄せるのは，強い賛成・強い反対など，TPP に特に関心を有し，かつ政府に

意見を提出する行動を取る人，組織であるから，必ずしもオーストラリアの人々一般を反映

していると言えないことには注意を要する。 

 

（ⅰ） 外務貿易省（DFAT）へのコメント 

ⅰ） 交渉が行われていた，2008年 10月から 2015年 3月の間に寄せられたコメントで

ある。93 件のうち，8 件は提出者の希望により内容不開示である（提出者名は明記）。 

93 件の内訳は，業界団体・業界会社等 56 件，労働組合・市民団体・環境団体等 13

件，個人 23件，政府等 1件である。コメント提出者の属性によって，コメント内容が

はっきりと分かれる傾向があり，業界団体・業界会社等は TPPにおおむね賛成，労働

組合・市民団体・環境団体等は TPP については極めて慎重な対応が必要であるとし，

個人はおおむね反対ないし極めて慎重な対応を求める意見となっている。 

ⅱ） もう少し詳しく見ると，内容不開示の 8件はいずれも業界団体・業界会社等 56件

のなかに含まれる。内容開示の 48件は，概して，TPPを支持する立場からのコメント

である。ただし，物品・サービス・投資等のアクセス改善を期待し全面的に支持する意

見が大勢である一方で，業界によってはその関心を反映し，交渉内容に個別の留保・注

文（通貨操作防止規定を入れるべきとするフォード社現地法人，ISDS条項に反対する

音楽業界，文化・創造芸術は対象外とすべきという娯楽産業団体など）を盛り込んでい

る。 

  業界の種類別での件数は，農業・食品 16件，鉱業 4件，製造業 9件，サービス業 10

件，著作権団体等 9件，一般（商工会議所など）6件，その他 2件である。 

ⅲ） 労働組合・市民団体・環境団体等からは，極めて慎重な対応を要するとして，懸念

を示す意見が多い。TPP 交渉期間中の，初期のコメントは，慎重な立場をとりつつ，

協定に盛り込むべき内容・交渉で確保すべき事項（一般労働者の一時的入国の抑制，動

物愛護増進の条文，等）を求める傾向があるのに対して，後期になると，明らかになっ

てきた交渉内容を受けて，明確に反対の意見を述べるものとなってくる。 

ⅳ） 個人では，1件が TPPを強く支持するとしているほかは，TPPに反対ないし極め

て慎重な対応を要するとの意見である。23 件のうち，大学の教授などの研究者からの

ものが 10件あるのが目を引く。また，長文（10ページ以上であって，他者の文章を引

用・借用した類でなく，自筆の文章と考えられるもの。（ⅱ）において同じ。）での提出

が 8 件あり，うち 5 件が大学の教授など研究者であって，学術論文の体裁で数十ペー

ジに及ぶものもある。 

ⅴ） 政府等の 1件は，東部の地方政府が提出したもので，ISDS条項や政府調達に関し

て慎重な対応を求める意見である。 

 



- 35 - 

 

（ⅱ） 条約に関する両院合同常任委員会へのコメント 

ⅰ） TPPが批准のために議会に提出された後，2016年 2月 9日から 3月 11日までの

期間でコメントが募集された。253件のうち，不開示が 1件（提出者名，内容とも不開

示），匿名希望が 11件（提出者名は不開示だが，内容は開示），である。これらを除く

241件の内訳は，業界団体・業界会社等 27件，労働組合・市民団体・環境団体等 34件，

個人 173 件，個人の意見集積 3 件，政府等 4 件である。DFAT へのコメントに比べ，

短期間で多数の提出があったこと，業界団体・業界会社等の件数が減り，労働組合・市

民団体・環境団体等及び個人，とりわけ個人の件数が非常に多いことが特徴である。コ

メント提出者の属性による，コメント内容の傾向は，DFATの場合と同様である。 

ⅱ） 詳しく見ると，業界団体・業界会社等は，若干の例外を除いて，農業・食品，鉱業，

製造業，サービス業，著作権団体，一般団体，いずれも，TPPを基本的に支持する旨を

表明し早期の批准を期待している。若干の例外として，サービス業の 1 件が ISDS 条

項に懸念を示し，著作権団体のうち 4 件が知的財産権が強化されすぎて利用者が不利

益を被るとして反対を表明している。業界の種類別では，農業・食品 9件，鉱業 2件，

製造業 1件，サービス業 3件，著作権団体等 10件，一般（商工会議所など）2件であ

る。 

ⅲ） 労働組合・市民団体・環境団体等の意見は，団体の活動目的によって，反対の論点・

理由の重点が異なっているものの，おおむね次の問題点を指摘し，TPP に反対してい

る。 

 ・交渉過程不透明な，極秘裡の交渉（国民が交渉過程・内容に殆ど関与できず）。 

・オーストラリアにとって利益は僅かである（世銀試算で GDPの 0.7%）。 

 ・第三者機関による独立の評価を要する（生産性委員会によるレビュー等を欠く）。 

  ・ISDS条項は，各国政府の保健・環境・衛生など公共目的の政策を妨げる。 

・オーストラリアの主権・民主主義・国民を犠牲に多国籍企業の利益を図るもの。 

・製薬会社の独占権を強め過ぎ医薬品価格高騰をもたらす。 

・知的財産権が強化されすぎ，利用者の利益や創造的利用を損なう。 

 ・環境保護や労働者の権利の保護が不十分である。 

 ・外国人労働者を不適切に導入・搾取して，国内の雇用を損なう。 

・インターネットのプライバシーが侵害される。 

ⅳ） 個人コメントの殆どは，TPPに反対である。反対でないものは，ISDS条項は最善

の内容ではないものの合意全体を覆すほどではないとするシドニー大学教授による分

析，これまでオーストラリアが結んだ ISDS 条項を含む投資協定などで問題が生じた

ことはなく海外投資を確保するにも ISDS 条項が必要であるとして積極的に賛成する

国際的仲裁業務従事者，別の国際的仲裁業務従事者からの自己の仲裁経験上秘密警察

を介入に使う国のケースを除き問題が起きたことはないとするコメント，の 3 件に留

まる。 

  反対する理由として，殆どのコメントが，上記の労働組合・市民団体・環境団体等の
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項に掲げた問題点の一部ないし全部を並べている。市民団体等のホームページの情報

や市民団体が提示した反対意見のひな形などを利用していると推察される。 

ただし，独自の論点を展開しているものも散見される。研究者が独自の分析を行った

ものとして，独自に経済効果等を分析し国益に反すると論じるものが 3 件，地政学的

な米国・英国の戦略に巻き込まれオーストラリア・カナダが最も損をするとするものが

1 件ある。また，上記ⅲ）とは異なる論点・理由として，脱税や資金洗浄を助長する，

オゾン層保護のための冷媒規制が効果的に行われるか疑問，を挙げるものがそれぞれ 1

件見られた。 

  なお，長文での提出は 8 件であり，うち 6 件が大学の教授など研究者によるものと

見られる。長文コメントは，論点として他の意見と同様のものを含む場合であっても，

独自の分析や独特の視点を提示している。 

ⅴ） 個人の意見集積というのは，市民団体等が，寄せられた個人からのコメントをまと

めて送ったものである。件数としては 3 件であるが，そのなかに含まれている個人の

数は 3,107にのぼる。いずれも TPPに反対するものであり，その理由も上記の労働組

合・市民団体・環境団体等の項に掲げた問題点と共通している。 

ⅵ） 政府等の 4件のうち，DFATからの提出は，よくある質問についての説明である。

NSW州教育省は，著作権規定が教育行政に支障を及ぼすとして是正を求め，共産党ほ

か 1党は問題が多いとして全面的に反対する意見を述べている。 

ⅶ） 匿名希望の 11件は，TPPに反対であり，その論点は，個人のコメントの多くに見

られるのと同様，労働組合・市民団体・環境団体等の掲げた問題点と通ずるものである。 

 

（ⅲ） 農業団体のコメント 

 農業団体がどのようなコメントを出しているかを見てみよう。DFATへは 14件，条約委

員会へは 9件が提出されている。 

 DFAT へは，穀物業界から 2 件，乳業界から 2 件（ただし，同一団体が異なる時期に提

出），食肉業界から 4 件（うち 2 件は，同一団体が異なる時期に提出），砂糖業界 2 件，園

芸農業界 2 件，ワイン業界 1 件，その他（受粉協会）1 件，であった。14 件のうち 5 件が

内容非公開だが，公開のものは，おおむね，TPP 交渉を進めることを支持し，自らの業界

の海外市場へのアクセスが改善することを期待・要望するものである。唯一，オーストラリ

ア豚肉協会が，2008年 10月のコメントで，TPP交渉に賛成しないとしている。個別の FTA

によってニュージーランド，シンガポール，チリ，米国への市場アクセスが確保されている

から，という理由であったが，その後，カナダ，メキシコ，日本が交渉に参加してから提出

した 2013年のコメントでは，TPP支持に立場を変えている。 

条約委員会へは，全国農業者連盟から 1 件，穀物業界から 1 件，乳業界 1 件，食肉業界

1 件，砂糖業界 4 件（ただし，同一の業界横断的団体に所属する組織からの提出），ワイン

業界 1 件の提出であり，いずれも，TPP の妥結を評価し，早期の批准を期待している。豚

肉業界，園芸農業業界，受粉協会は，コメントを出さず，TPP の決着をどのように評価し
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ているかを条約委員会に対して積極的に表明していない。 

 

５）TPPへの反応のまとめ 

 以上のように，TPP に対する反応は，市民団体等が反対の声を上げているものの，産業

各界は，ほぼ一様に歓迎・評価する姿勢を示しており強く反対する意見は見られない。政治

的にも，TPP交渉は 2008年に労働党政権下で交渉が開始され，その後保守連合政権に替わ

っても交渉方針の基本的変化はなく継続されて妥結したところであって，2016年 7月の総

選挙においても，TPP は特段の争点とならなかった。一部市民団体等による反対キャンペ

ーンはあるものの，関係業界では賛成ないし中立が大勢を占め，主要政党も推進の立場であ

る。条約に関する両院合同常任委員会も，上記の公衆コメントの分析も行いつつ結論として

は TPPを好評価する報告（Joint Standing Committee on Treaties (2016)）をとりまとめ

ており，オーストラリア国内には TPPの批准手続きにとっての大きな障害はないと思われ

る。ただし，2017年 1月に発足した米国の新政権が TPPから離脱したことにより，今後の

方向を模索する状況が生じた。TPP の批准を早期に行うことを，貿易大臣が議会に要請し

ているものの，2017年 3月末段階で批准には至っていない。 

 

注(1) 以前のオーストラリアの農業はこのように保護の少ないものではなく，手厚い補助金等の対象となっていた。抜

本的な規制改革を経て今日の姿となったところである。その経緯については，平成 27年度カントリーレポートを

参照されたい。 

(2) ここで「農業所得」と称しているのは，国民経済計算資料の agricultural incomeである。ここで農場所得を用

いていないのは，農場所得の全国総額に相当するデータがないためである。他方農場所得であれば業態ごとで対

比するためのデータがあるため，第 3表及び第 4表での FMDs残高との対比は，農業所得ではなく農場所得

（farm cash income）を用いている。 

(3) 以下，２），３）の記述は，RMBホームページ (2016)，IMC (2005)（NSW第一次産業省による Marketing of 

Primary Products Act 1983と RMBについてのレビュー報告），National Competition Council (2005)，IMC 

(2010)（NSW州のコメ販売についてのレビュー），NSW Government (2012)（NSW州のコメ販売についてのレ

ビュー），によりとりまとめた。 

(4) 酪農構造調整プログラム等については，農林水産政策研究所(2016)を参照。 

(5) 以下の記述は，Adelaide University (2000)，社団法人中央酪農会議(1993)，畜産振興事業団（1992），社団法人

中央酪農会議(1996)，Harris (2005)，Edwards (2003)，Industry Commission (1991)，Wilkinson (1999) ，に

よりとりまとめた。 

 (6) 例えば，ニューサウスウェールズ州政府は 1990年，それまで農地と切り離しての譲渡を禁じていた供給数量割

当を譲渡可能とした。これにより，より高い価格を付けられる効率的な生産者が割当を入手し効率的な生産が行

われるようになる，と指摘された。また，1996年までに大部分の州で流通の規制緩和が進み，牛乳の小売価格の

上限・下限の指定や牛乳流通区域内での独占は廃止されて，小売り包装牛乳の流通は自由化された。 

(7) ただし，ニューサウスウェールズ州でもシドニー地区への飲用向け乳の供給数量割当を持たない地方部の酪農家

は制度に不満を持つなど，乳業界が完全な一枚岩だったわけではない。 
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(8) FTA の状況は，TPP も含め，平成 29 年 3 月 31 日時点で記述している。 

 (9) 外務貿易省(DFAT)ホームページに掲載のプレスリリースを含む各種文書からとりまとめた。

（http://dfat.gov.au/trade/agreements/tpp/Pages/trans-pacific-partnership-agreement-tpp.aspx） 
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第４章 ロシア 

－農業・農産物貿易政策と食料安全保障－ 

 

長友 謙治 

 

１． はじめに1） 

 

今年度は，平成 28（2016）年度から 3 年間実施するプロジェクト研究「主要国の農業戦

略と世界食料需給の横断的・総合的研究」の初年度である。今回のプロジェクト研究におい

ては，これまでと同様，各国の農業・農政について最新の情報を取りまとめることに加えて，

農業・食料分野においても，多くの国々が相互の関係を深め，共通あるいは関連する課題を

抱えるようになってきていることに鑑み，各国単独での分析に加えて，地域や課題のまとま

りを捉えて，関係国相互の関係や立場の違いの横断的な把握に取り組むこととしており，価

格・所得等政策がその一つのテーマとして取り上げられている。 

その中でロシアについては，引き続き農業生産や農産物需給に関する最新状況を報告す

るとともに，今年度は，各国横断的把握の一環として，価格・所得等政策を含む農業政策や

農産物貿易政策について取りまとめることとする。 

ロシアは，畜産物，野菜，果実，加工食品などの輸入金額が大きいため，農産物貿易全体

を見れば依然として純輸入国である。年によって世界最大の小麦輸出国になるほど穀物の

輸出量を増やしているとはいえ，穀物の生産量は天候によって大きく変動しがちで，国内消

費量も大きいことから，穀物需給の逼迫や価格の上昇が懸念される年もある。 

かくしてロシアでは食料安全保障の確保（より具体的に言えば，国民に対する適切な価格

での安定した食料供給の確保）が重要な政策課題となっている。畜産などの分野を中心とし

て，国境措置により輸入を抑制しつつ，国内では生産拡大と自給率向上を図る政策を推進す

るとともに，穀物においても，国内需給の緩和と価格高騰抑制を目的として，しばしば輸出

制限措置を適用してきた。 

ロシアにおいて「食料安全保障」がどのような意味を持ち，そこからどのような農業政策

や農産物貿易政策が講じられているかを把握することは，同じく食料安全保障の確保を農

政の重要課題とする我が国にとっても興味深いのではないだろうか。 

 

２． 2016 年のロシア経済2） 

 

（１） マクロ経済 

 

                                                   
1） 本章の記述内容は，基本的に 2017 年 3 月までを対象としている。 

2） 本節の作成に当たっては，田畑 2016，金野 2015a，2015b，2016a，2016b を参照した。 
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2016 年のロシアの実質 GDP 成長率は，2015 年に引き続きマイナスとなったが，対前年

比－2.8％だった 2015 年に比べ，2016 年には対前年比－0.2%と減少幅が縮小した。また四

半期別で見ると，第 1 図に示すとおり，2016 年第 1 四半期から第 3 四半期までは対前年同

期比で－0.4％，－0.5％，－0.5％と減少が続いたが，第 4 四半期には 0.3％となり，2014

年第 4 四半期以来のプラスに転じた。 

さらに同図で実質 GDP 成長率に対する各支出項目の寄与度を確認してみよう。2015 年

に実質 GDP の縮小に大きく寄与したのは，家計消費の減少だった。家計消費の伸びは 2000

年代にロシアの経済成長を牽引したが，2015 年にはその縮小が景気後退の主要因となった。

同年における家計消費縮小の主な要因は，インフレによる実質賃金の減少とみられ，インフ

レの原因としては，原油価格の低下に伴うルーブル安の進行で輸入品価格が上昇したこと

や，ウクライナ危機に伴う欧米諸国の対ロ経済への対抗措置としてロシアが 2014 年から実

施している食品輸入禁止措置の影響が指摘されている。 

また 2015 年には，家計消費のほかにも総固定資本形成の縮小や在庫品の減少が GDP の

縮小に寄与する一方で，輸入の減少と輸出の増加が GDP の縮小を抑制しており，原油安と

これに伴うルーブル安の一段の進行は，こうした変化の背景ともなっていた。 

 

第 2 図に 2014 年 1 月から 2017 年 3 月までの期間における原油価格とルーブルの対米ド

ル相場の推移を整理した。両者の連動は同図に明瞭に示されている。 

2015 年においては，原油価格とルーブルの対米ドル相場の下落が進行した。原油価格は，

同年前半には 1 バレル 40 ドル台から 60 ドル台まで回復したが，その後同年末に向けて 30

ドルを切るまでに下落した。ルーブルの対米ドル相場も，同年前半に 1 ドル約 70 ルーブル

から約 50 ルーブルまで回復した後下落に転じ，2016 年 1 月には最低の 1 ドル 80 ルーブル

台を記録した。 

2016 年に入ると，徐々に原油価格とルーブルの対米ドル相場の回復が進んだ。原油価格
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第1図 ロシアの支出項目別GDP成長寄与度（単位：%）
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出典：ロシア連邦統計庁ウェブサイトから田畑2016，金野2016aを参考に筆者作成．
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は，同年前半には 1 バレル 50 ドル程度まで戻り，その後は概ね 40 ドルから 50 ドル程度で

比較的安定的に推移した。ルーブルの対米ドル相場も同年前半に回復が進み，その後は 1 ド

ル 60 ルーブル台から 50 ドル台で，緩やかな上昇傾向が続いている3）。引き続き原油安・

ルーブル安ではあるものの，相場が安定したことによって，ロシアの物価上昇は沈静化し

た。その結果，実質賃金の低下に歯止めがかかり，家計消費の下げ止まり，実質 GDP の減

少幅の縮小へとつながったとみられる。 

 

2016 年 11 月に公表された「2017 年並びに計画期間 2018 年及び 2019 年におけるロシ

ア連邦の経済社会発展見通し」（連邦経済発展省 2016）においては，ロシア経済は 2016 年

の後半には停滞から回復へ転じたと見ており，2017 年にはプラス成長に戻ると予測してい

る。同見通しの「基本シナリオ」では，2017 年には原油価格 40 ドル/バレルという前提の

下で，実質 GDP 成長率はプラス 0.6％と想定されている（連邦経済発展省 2016，5-7 頁）。 

第 1 表 ロシアの実質 GDP 成長率と農業 
（単位：%） 

  2012 2013 2014 2015 2016 
2016 四半期別 

1Q 2Q 3Q 4Q 

実質 GDP 成長率 3.5 1.3 0.7 ▲2.8 ▲ 0.2 ▲ 0.4 ▲ 0.5 ▲ 0.4 0.3 

農業・林業・狩猟業成長率 *注 ▲1.5  4.8 2.0 3.0 3.6 1.2 1.7 5.0 3.2 

出典：ロシア連邦統計庁ウェブサイトから筆者作成． 

注.「農業・林業・狩猟業成長率」は，総付加価値額の対前年（同期）増加率． 

 

2015 年，16 年とロシア経済全体のマイナス成長が続く中で，農業（統計上は「農業・林

業・狩猟業」で一括されているが，便宜上「農業」という）は成長産業の一つとなっている。

第 1 表に示すとおり，農業は，2012 年には干ばつ等による不作のためマイナス成長となっ

                                                   
3） 2017 年 1 月以降は，原油価格が 50 ドル/バレル程度で安定的に推移する一方，為替相場は 1 月の 1 ドル 59.59 ル

ーブルから 4 月の 1 ドル 56.41 ルーブルへと徐々にルーブル高（ルーブル安からの回復）が進んでいる。 
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第2図 原油価格とルーブル相場の推移

原油価格（ドル/バレル）左軸

為替レート（ルーブル/ドル）右軸

出典：USEIA，ロシア銀行ウェブサイトから筆者作成.
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たものの，その後はプラス成長を続けており，2015 年には 3.0％，2016 年には 3.6％の成

長を示した。これは，ルーブル安や食品輸入禁止措置の継続の下で，穀物の輸出が増加する

とともに，畜産物などの輸入が減少し国産による代替が進行しているためとみられる。 

 

（２） 貿易 

 

第 2 表にロシアの貿易構造を整理した。ロシアは，貿易全体では，石油・天然ガスを中心

とする鉱物資源の輸出によって，これまで多額の貿易黒字を獲得してきた。今日もその基本

構造に変化はないが，（１）でも見たように，2014 年以降，原油安によって総輸出額が減

少する一方，ルーブル安の下で総輸入額も減少した。金額的には輸出額の減少が大きく，貿

易黒字は 2015 年には 1,608 億ドル，2016 年には 1,032 億ドルと縮小している。 

農水産物貿易においては，ロシアは，穀物等の原料農産物を輸出する一方で，食肉や加工

食品のような高付加価値品目を輸入し，収支は輸入超過を続けてきた。この構造も基本的に

変わっていないが，2014 年以降のルーブル安や食品輸入禁止措置によって，農水産物の輸

入額が大幅に減少する一方で，豊作による穀物輸出の増加もあって，農水産物の輸出額は比

較的安定して推移しているため，農水産物貿易の赤字額は，2015 年に 104 億ドル，2016 年

79 億ドルと大幅に縮小してきている。 

 

第 2 表 ロシアの貿易構造 
（単位：億ドル） 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

輸出額 
総額 3,736 5,167 5,247 5,260 4,974 3,435 2,855 

農水産物 81 133 168 163 190 162 170 

輸入額 
総額 2,172 3,058 3,173 3,153 2,871 1,827 1,823 

農水産物 337 425 407 433 400 266 249 

差額 
総額 1,564 2,110 2,075 2,107 2,103 1,608 1,032 

農水産物 ▲ 256 ▲ 292 ▲ 239 ▲ 270 ▲ 210 ▲ 104 ▲ 79 

出典：2015 年までは各年のロシア連邦税関庁「通関統計」,2016 年は同通関統計データベースから筆者作成． 

 

（３） 財政 

 

最後にロシアの財政について見ておきたい。第 3 表に示すとおり，ロシアの連結国家予

算（連邦予算，地域予算，地方自治体予算，予算外基金を含む）は，景気低迷等により 2013

年以降赤字が続いている。ロシアの連邦財政収入の約半分は石油・ガス収入によって占めら

れるが（金野 2015a，3 頁），原油価格下落の影響が 2015 年に顕在化し，財政赤字の規模

が拡大している4）。財政赤字については，これまでの石油・ガス収入を積み上げてきた予備

                                                   
4） 田畑 2016，49 頁は「石油・ガス収入とは，（中略）石油・ガスの採掘税と輸出関税の税収の合計である。これ

らの税率の多くはドル建てで定められているため，2014 年にはルーブル安の影響が油価下落の影響を上回って増収

となった。それが，2015 年には一転して，輸出関税が１兆 8,648 億ルーブルもの減収となった。（中略）油価の下

落に加えて，原油の輸出関税率が引下げられたことも影響している。この輸出関税率の引下げは，ユーラシア経済連

合における統合深化を考慮して，原油の輸出関税を引下げ，その採掘税を引上げるという政策に基づくものであっ

た。このため，原油の採掘税は，2015 年に 2,339 億ルーブルの増収で，過去最高の水準となっている。」としてい
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基金によって補填しているが，遠からず予備基金の枯渇も見込まれることから5），歳出の削

減が強く求められている。 

こうした厳しい財政状況に対応して，2015 年には産業政策関係の支出項目である「国民

経済」の総額が前年より削減されたが，その中で「農業・漁業」の支出額は増額された。ウ

クライナ危機に伴う食品輸入禁止措置の発動やルーブル安によって食品の輸入が減少し，

食品価格が高騰する中で，食品の輸入代替推進が急務となっている状況に配慮したものと

考えられる。農業に対するこうした予算上の配慮は，2016 年及び 2017 年の連邦予算にお

いても継続されている6）。 

 

第 3表 ロシア連邦の連結国家予算の推移 
（単位：10 億ルーブル） 

  2011 2012 2013 2014 2015 

収入総額（a） 20,855 23,435 24,443 26,766 26,922 

支出総額（b） 19,995 23,175 25,291 27,612 29,742 

うち「国民経済」 2,793 3,274 3,282 4,543 3,774 

    うち「農業・漁業」 269 277 361 314 362 

「国民経済」に占める「農業・漁業」のシェア

（%） 
9.6 8.4 11.0 6.9 9.6 

収支（a－ｂ） 861 260 ▲ 848 ▲ 846 ▲ 2,820 

出典：ロシア連邦統計庁「ロシア統計年鑑」2016 年版から筆者作成．いずれも決算額． 

 

３． 2016 年のロシアの農業生産・農産物貿易動向 

 

（１） 2016 年の農業生産動向 

 

１） 耕種農業 

第４表に示すとおり，2016 年のロシアの耕種農業は，天候にも恵まれて 3 年連続の豊作

となり，多くの作物でロシア連邦発足（1991 年）以来最大（以下「過去最大」という）の

収穫量を記録した。 

穀物・豆類の収穫量は 1 億 2,067 万トンに達し，過去最大となった7）。最も収穫量が多か

った穀物は小麦で，収穫量 7,329 万トンはやはり過去最大だった。収穫量で小麦に次いだ穀

                                                   
る。  

5） 田畑 2016，52 頁によれば「ロシアでは，油価下落に備えて，石油・ガス収入の一部を予備基金と国民福祉基金

として蓄える制度が確立している。このうち，予備基金は実際の原油価格が基礎原油価格（過去数年の原油価格（ウ

ラル）の平均値）を下回って歳入が不足したときに連邦予算に繰入れられる。国民福祉基金の使途は，国民の任意年

金への補助とロシア年金基金の赤字補填の２つであることが予算法典で定められている。予備基金は，2015 年にド

ル建てでは 43.2％，380 億ドル減少した。ルーブル建てでも 26.4％の減少となり，対 GDP 比では 2014 年末の

6.3％から 2015 年末の 4.5％に減少した」とのことである。また，金野 2016b，34 頁によれば「予備基金は 2017 年

の途中で底をつき，その後はもう一方の国民福祉基金の取り崩しが始まる見通しだ」とのことである。 

6） 2016 年については，本稿執筆時点においては決算が公開されていないため，連結国家予算ではなく連邦のみの予

算について同年の連邦予算法（2016 年 11 月補正後）で把握すると，「国民経済」全体では 2 兆 1,467 億ルーブル，

対前年 7.6%減とされる中で，「農業・漁業」については 1,988 億ルーブル，対前年 4.5%減にとどめる配慮が行われ

た。2017 年予算においても「国民経済」全体の 2 兆 691 億ルーブル，対前年 3.6%減に対し，「農業・漁業」につ

いては 1,993 億ルーブル，同 0.3%増と配慮が続けられている。 

7） 穀物・豆類の収穫量については，これまでの最高は 2008 年の 1 億 818 万トンだった。なお，ロシアの統計値に

は，2014 年以降，ロシアが併合したクリミア共和国及びセヴァストポリ市の値が含まれている。 
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物が大麦（1,799 万トン），トウモロコシ（1,531 万トン）だった。大麦はロシアの伝統的

な主要穀物の一つだが，収穫量は 1990 年代後半に大きく減少しており，2016 年の収穫量

は，まだ減少以前の水準を下回っている。一方，トウモロコシは 2000 年代後半から急激に

生産を増やしてきた穀物であり，2016 年の収穫量は過去最大だった。 

 

第 4表 主要耕種作物の収穫量 
（単位：万トン） 

  

年平均値 

2012 2013 2014 2015 2016 1986 

-1990 

1991 

-

1995 

1996 

-

2000 

2001 

-

2005 

2006 

-

2010 

2011 

-

2015 

穀物・豆類 10,426  8,795  6,510  7,883  8,519  9,352  7,091  9,238  10,532  10,479  12,067  

 小麦 4,355  3,817  3,430  4,495  5,226  5,351  3,772  5,209  5,971  6,179  7,329  

 ライ麦 1,245  876  538  488  347  277  213  336  328  209  254  

 大麦 2,202  2,377  1,421  1,777  1,659  1,685  1,395  1,539  2,044  1,755  1,799  

 エン麦 1,258  1,050  655  561  494  482  403  493  527  454  476  

 トウモロコシ 330  184  141  215  421  1,026  821  1,163  1,133  1,317  1,531  

 その他穀物 593  238  192  174  217  307  269  294  308  330  383  

 豆類 443  254  132  174  155  224  217  204  220  236  294  

工芸作物                       

 テンサイ 3,318  2,166  1,402  1,853  2,713  4,091  4,506  3,932  3,351  3,903  5,137  

 ヒマワリ 312  310  333  451  631  906  799  984  848  928  1,101  

 大豆 65  47  31  48  87  203  181  152  236  271  314  

馬鈴薯 3,588  3,679  3,183  2,836  2,732  3,151  2,953  3,020  3,150  3,365  3,111  

野菜 1,117  1,023  1,051  1,123  1,227  1,512  1,463  1,469  1,546  1,611  1,628  

出典：ロシア連邦統計庁ウェブサイト等から筆者作成． 

注 1）飼料作物（牧草等）については掲載を省略した． 

注 2）1986-1990 年は，「大麦」は春大麦のみ，ライ麦は冬ライ麦のみの数値であり，冬大麦，春ライ麦は「その他
穀物」に含まれている．1991 年以降は，「大麦」，「ライ麦」とも冬作・春作両方を含む数値となっている． 

 

工芸作物も豊作であり，2016 年の収穫量は，主要品目では製糖原料のテンサイ（5,137 万

トン），油糧種子のヒマワリ（1,101 万トン）及び大豆（314 万トン）のいずれも過去最大

を記録した。野菜の総収穫量 1,628 万トンも同様に過去最大だった。 

ロシア連邦発足後の耕種農業においては，総じて，国内需要や輸出需要が大きく収益性の

高い品目に生産が集中し，そうでない品目の生産は大きく減少するという，ある意味明快な

市場原理が貫徹しているが，その傾向は 2016 年においても変わりないようである。 

野菜については 2014 年以降生産量の増加ペースが加速しているが，これは，ルーブル安

や食品輸入禁止措置の継続に対応して，輸入の減少と国産による代替が進んでいることを

示しているものと考えられる。 

 

２） 畜産業 

ロシアの畜産物生産は，2000 年代後半以降本格的な回復過程に入ったが，これまで，回

復・拡大が進んだのは養鶏，養豚のみで，牛部門（酪農，肉用牛生産）では停滞が続いて

きた。2016 年においてもこうした状況には変化が見られなかった。次項で確認するよう
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に，ルーブル安の進行が始まり，食品の輸入禁止措置が始まった 2014 年以降，食肉・肉

製品や牛乳・乳製品の輸入は大きく減少しているが， 2014 年以降に生産量が増加したの

は，豚肉，家禽肉，鶏卵であり，2014 年から 2016 年の増加量（増加率）は，それぞれ

53 万トン（13.7%），58 万トン（10.4%），16 億個（4.0%）だった。一方で，牛部門の

生産は縮小が続いており，2014 年から 2016 年にかけて，生産量は牛肉で 8 万トン

（2.8%），牛乳で 7 万トン（0.2%）減少した（第 5 表参照。なお，2014 年から 16 年の

増加率は万トン未満を四捨五入する前の生産量から計算した。第 6 表も同様）。 

 

第 5表 ロシアの畜産物生産量 

  1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016 

食肉計（万トン） 1,564  934  703  773  1,055  1,162  1,222  1,291  1,348  1,394  

 牛肉 733  478  333  320  305  291  291  291  288  283  

 豚肉 468  257  215  209  309  329  361  382  397  435  

 羊・山羊肉 88  59  31  34  41  43  43  46  45  47  

 家禽肉 255  126  112  197  387  486  514  558  603  616  

牛乳（万トン） 5,572  3,924  3,226  3,107  3,185  3,176  3,053  3,079  3,080  3,072  

鶏卵（億個） 475  338  341  371  406  420  413  419  426  435  

出典：ロシア連邦統計庁中央統計情報データベース（各食肉の 2014 年以降はロシア連邦統計庁 2017）から筆者作成． 

注）食肉の生産量は生体重． 

 

第 6 表に各年末現在の家畜・家禽頭羽数を整理したが，こちらも傾向は同様であり，豚

と家禽では 2014 年以降頭羽数の増加が続いており，2016 年の頭羽数は，2014 年と比較

して，豚では 248 万頭（12.7%）増，家禽では 2,552 万羽（4.8%）増となっている。これ

に対し牛では，全体としても，雌牛だけをとっても，2014 年以降頭数の減少が続いており

（2014 年→2016 年：牛 57 万頭（3.0%）減，雌牛 28 万頭（3.3%）減）。連邦全体の姿

を見る限り，いまだ回復の兆しは見えない。 

 

第 6表 ロシアの家畜頭羽数 
（各年末現在，単位：万頭羽） 

  1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016 

牛 5,704  3,970  2,752  2,163  1,997  1,993  1,956  1,926  1,899  1,869  

うち雌牛 2,056  1,744  1,274  952  884  886  866  853  841  825  

豚 3,831  2,263  1,582  1,381  1,722  1,882  1,908  1,955  2,151  2,203  

羊・山羊 5,819  2,803  1,496  1,858  2,182  2,418  2,434  2,471  2,488  2,480  

家禽 65,981  42,260  34,067  35,747  44,930  49,516  49,496  52,733  54,720  55,285  

出典：ロシア連邦統計庁ウェブサイト（2016 年はロシア連邦統計庁 2017）から筆者作成． 

 

（２） 農産物貿易動向 

 

第 3 節の終わりに，最近のロシアの農産物貿易の動向を見ておきたい。最初に穀物の輸

出動向を確認し，次に畜産物と野菜の輸入代替の動向を確認する。穀物は，ロシアの農産物

貿易における最大の輸出品目であり，畜産物と野菜については，後ほど改めて記述する経済

制裁への対抗措置としての輸入禁止措置が講じられる一方，自給率向上に向けて生産振興
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が図られており，その動向が注目されている。 

 

１） 穀物の輸出動向 

2014 年以来 3 年連続の豊作と，2014 年後半以降のルーブル安の下で，ロシアの穀物輸

出が増加している。2015/16 年度のロシアの穀物輸出は 3,440 万トンに達し，ロシア連邦発

足後最大となった。輸出量の多い穀物は，従来と同様，小麦（2,502 万トン），トウモロコ

シ（474 万トン），大麦（424 万トン）である。近年，トウモロコシの輸出量が増加してい

るものの，小麦が穀物総輸出量の 7 割を超える最大の輸出品目という構造に変化はない（第

7 表）。 

 
第 7表 ロシアの穀物輸出 

（単位：万トン,%） 

  

2011/12 年度 2012/13 年度 2013/14 年度 

数量（万トン） 
構成比

（%） 
数量 構成比 数量 構成比 

穀物計 2,748  100.0  1,579  100.0  2,448  100.0  

うち小麦 2,134  77.7  1,114  70.5  1,761  71.9  

 大麦 361  13.1  226  14.3  273  11.2  

 トウモロコシ 190  6.9  193  12.2  378  15.4  

  
2014/15 年度 2015/16 年度 

2016/17 年度（17 年 3 月ま
で） 

数量 構成比 数量 構成比 数量 構成比 

穀物計 3,074  100.0  3,440  100.0  2,825  100.0  

うち小麦 2,186  71.1  2,502  72.7  2,186  77.4  

 大麦 535  17.4  424  12.3  224  7.9  

 トウモロコシ 296  9.6  474  13.8  390  13.8  

出典：ロシア連邦税関庁通関統計データベースから筆者作成． 

注 1）期間は農業年度（各年 7 月～翌年 6 月）． 

注 2）「穀物計」の値は HS4 桁（HS1001～HS1008）の合計値． 

 

ロシアは，第 8 表に示すように，近年，小麦輸出国として世界で上位 5 位までに入る主

要輸出国の地位を維持しているが，2015/16 年度の小麦輸出量は，首位の EU に次ぎ，一国

としては世界最大となった。これもロシア連邦発足以降で初めての（もとよりソ連時代にも

なかった）出来事である。 

 
第 8表 世界の主要小麦輸出国 

（単位：万トン） 

  2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

1 位 米国 2,861  米国 2,754  EU 3,203  EU 3,542  EU 3,468  

2 位 豪州 2,466  EU 2,279  米国 3,201  カナダ 2,416  ロシア 2,554  

3 位 ロシア 2,163  カナダ 1,895  カナダ 2,327  米国 2,352  カナダ 2,213  

4 位 カナダ 1,735  豪州 1,865  豪州 1,862  ロシア 2,280  米国 2,109  

5 位 EU 1,673  ロシア 1,131  ロシア 1,861  豪州 1,659  ウクライナ 1,743  

出典：USDA, PSD Online から筆者作成． 

注）期間は市場年度（各年 7 月～翌年 6 月）． 

注）ロシアの小麦輸出量の数値は，ロシア連邦税関庁による第 7表の値とは若干相違している． 
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第 4 表のとおり 2016 年のロシアの穀物生産量は前年を大きく上回ったが，2016/17 年度

のロシアの穀物輸出量は，第 7 表に示すとおり 2016 年 7 月から 2017 年 3 月までの累計で

2,825 万トン（うち小麦 2,186 万トン）であり，この時期までの輸出量は，生産量の増加に

もかかわらず前年度と概ね同水準にとどまっている。この点については，ルーブル安の是正

が進んできたこと（1 ドル：2016 年 1 月 78 ルーブル，2017 年 1 月 60 ルーブル，同 3 月

58 ルーブル）等が影響していると考えられる。なお，小麦輸出関税は，国内価格下落抑制

と輸出促進のため 2016 年 9 月 23 日以降（18 年 6 月 30 日まで）ゼロとされている。 

 

２） 畜産物・野菜の輸入代替の進捗 

ロシアは，2014 年 8 月以来，ウクライナ危機の関係で米国，EU 等がロシアに課した経

済制裁への対抗措置として，これら諸国を対象として畜産物，水産物，野菜，果実等の農水

産物の輸入禁止措置を適用する一方，これら品目の国内生産促進，自給率向上を目指す政策

を展開している。そこで，ロシア連邦統計庁が作成・公表している主要農産物の需給表を用

いて，食肉・肉製品，牛乳・乳製品，野菜の輸入代替の進捗状況を確認してみよう（第 9 表）

8）。 

 

第 9 表 畜産物・野菜の輸入代替の進行 
（単位は，数量：万トン，自給率：%） 

  2013 2014 2015 2016 

食肉・肉製
品 

消費量 1,186  1,189  1,173  1,185  

生産量 855 907 957 992 

輸入量 248 195 136 112 

自給率 78.5  82.8  88.8  91.4  

牛乳・乳製
品 

消費量 4,201  4,193  4,083  3,962  

生産量 3,053 3,079 3,080 3,072 

輸入量 945 916 792 695 

自給率 77.5  78.6  80.5  82.5  

野菜 

消費量 2,630 2,731 2,825 － 

生産量 1,611 1,689 1,778 － 

輸入量 282 293 264 － 

自給率 88.2  90.2  93.7  － 

出典：ロシア連邦統計庁ウェブサイトから筆者作成．自給率は筆者計算． 

注 1）自給率は我が国の食料需給表の方式で計算したもの．ロシア政府が公表している自給

率は，計算方法が異なるようであり，数値が若干異なる． 

注 2）野菜については，2016 年の値は未公表．また野菜で消費量と生産量，輸入量の差が大
きいのは，在庫の値が大きいため． 

 

これら品目の輸入量については，輸入禁止措置だけでなくルーブル安の影響も大きく，い

ずれの品目でも 2013 年以降一貫して減少している。その一方で自給率はいずれの品目とも

                                                   
8） 需給表の生産量や輸入量の値は，特に畜産物の場合，様々な形態の製品の数値を所定の方式に従って換算し，一

本化して集計しているので，個別品目の生産量や輸入量の合計値とは数値が一致しない。また，第 9 表の自給率は我

が国の食料需給表の方式（FAO の Food Balance Sheet に準拠）で筆者が計算したものであり，ロシア政府が公表し

ている「総供給量に占める国産割合」（第 12 表参照）とは若干数値が異なる。ロシア政府の「総供給量に占める国

産割合」の具体的な計算方法はわからない。 
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上昇しており，その限りでは確かに輸入代替が進展しているように見える。 

一方，生産量を見ると，食肉・肉製品と野菜では相当の増加があったものの，牛乳・乳製

品では明瞭な増加傾向は見られない。また消費量については，物価上昇や所得水準低下の影

響と思われる変化が見られ，野菜では 2013 年から 2015 年（2016 年はデータ未公表）まで

増加が進む一方で，食肉・肉製品の消費量は 2013 年から 2016 年までおおむね横ばい（2015

年には減少）であり，この間牛乳・乳製品の消費量は一貫して減少している。 

自給率が向上したといっても，牛乳・乳製品のそれは，消費量が減少する中で生産量を横

ばいに維持した結果であり，また食肉・肉製品の中では，相対的に高価な牛肉の消費が減少

し，安価な家禽肉や豚肉に消費がシフトしている。輸入代替は，野菜や，食肉の中でも家禽

肉や豚肉については確かに進んできたが，牛部門（酪農と肉用牛生産）では実質的に進んで

おらず，2000 年代後半以降ロシアの畜産の回復が顕著に進む中で，牛部門（酪農と肉用牛

生産）が回復から取り残されている状況には依然変化が見られない。 

 

４． ロシアの農業政策 

 

本節においては，まず国際機関，具体的には WTO と OECD においてロシアの農業支持

がどのように把握され，位置づけられているかを確認した上で，ロシア側の資料に基づいて

ロシアの農業政策を概観する。 

 

（１） ロシアの農業支持－国際機関による把握 

 

１） WTO 

ロシアは 2012 年 8 月に WTO 加盟国となった。ロシアの WTO 加盟合意においては農業

分野の国内助成の削減についても定めており，ロシアは，第 10 表に示すように，助成合計

総量（Total AMS）の年次譲許約束水準を，2012 年の 90 億ドルを出発点として段階的に

引き下げ，2018 年には 44 億ドルとすることを約束した。これによりロシアは，2012 年か

ら 2018 年までの各年，現行助成合計総量（Current Total AMS）を第 10 表に示す水準以

内とする義務を負っている。 

 

第 10 表 ロシア WTO 加盟合意：助成合計総量（Total AMS）の年次譲許約束水準 

年 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

金額（10 億ドル） 9.0  9.0  8.1  7.2  6.3  5.4  4.4  

出典：WTO2011 から筆者作成． 

 

「現行助成合計総量」とは，WTO 農業協定に基づき削減対象となる，いわゆる「黄の施

策」の総額であり，第 10 表はロシアの「黄の施策」の総額の上限の削減スケジュールとい

うことになる。その履行状況は，ロシアが WTO 農業委員会に提出する通報によって確認さ

れる。 
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本稿作成時点においては，ロシアは 2012 年から 2015 年までの各年における農業分野の

国内助成の実績を WTO 農業委員会に通報している。これを第 11 表に整理したので，農業

分野の国内助成について，ロシアの WTO 加盟合意の履行状況をこの表で確認しよう。 

 

第 11 表 ロシアの WTO 補助金通報 
（単位：百万ドル） 

  2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 

助成合計総量の年次譲許約束水準（譲許 AMS：Total AMS 

commitment level） 
9,000.0  9,000.0  8,100.0  7,200.0  

現行助成合計総量（現行 AMS：Current Total AMS） 5,799.6  65.3  52.6  49.8  

農業生産金額 107,515.3  115,827.2  113,749.0  85,158.4  

農業生産金額に対する品目非特定 AMS の割合（%） 5.3  4.7  3.4  3.0  

品目特定 AMS 81.3  65.3  52.6  49.8  

品目非特定 AMS 5,718.3  5,454.5  3,880.9  2,553.9  

  うち融資利子助成 2,536.2  2,708.2  2,749.5  1,517.5  

    燃料補助金 745.6  17.9  0.7  1.3  

    無機肥料・農薬補助金 298.7  88.2  27.9  15.2  

    配合飼料補助金 13.8  533.8  13.7  22.6  

緑の補助金 1,730.4  2,923.1  2,884.0  2,041.3  

うち一般サービス 1,261.0  1,203.3  1,524.7  1,175.1  

  デカップルされた収入支持 0.0  1,192.2  906.9  512.7  

  収入保険助成 0.0  171.8  173.5  － 

出典：下記のロシアによる WTO 通報文書（Notification. 入手先はいずれも WTO Home Page）から筆者作成． 

 2012 年：G/AG/N/RUS/5/Rev.1 (29 Jan. 2016)，2013 年：G/AG/N/RUS/9 (27 May 2015) 

 2014 年：G/AG/N/RUS/13 (28 Apr. 2016)，2015 年：G/AG/N/RUS/11 (7 Feb. 2017) 

注 1）数値は連邦と地方の支持の合計額．ルーブルからドルに換算した値であり，為替レートは，2012 年が 1 ドル＝31.07

ルーブル，2013 年 31.82 ルーブル，2014 年 37.97 ルーブル，2015 年 60.66 ルーブルである． 

注 2）緑の補助金のうち，「一般サービス」とは，教育訓練，インフラ整備，調査研究等．「デカップルされた収入支持」
には「耕種デカップル支持」の金額が掲載されている． 

 

第 11 表に示すとおり，ロシアの現行助成合計総量（以下「現行 AMS」）は，WTO 加盟

合意に定められた年次譲許約束水準（以下「譲許 AMS」）を大きく下回っている。現行 AMS

は，2012 年には 90 億ドルの譲許 AMS に対して 58 億ドルだったが，2013 年には譲許 AMS

の 90 億ドルに対して 65.3 百万ドル，2014 年には同じく 81 億ドルに対し 52.6 百万ドル，

2015 年には同じく 72 億ドルに対し 49.8 百万ドルと非常に小さくなっている。ロシアは，

農業分野の国内助成の削減に係るWTO 加盟時の約束を 2015 年まで完全に履行しているだ

けでなく，譲許 AMS と現行 AMS との間に大きなゆとりが生じている。 

WTO 農業協定においては，原則として農業生産者のためのすべての国内助成措置が削減

義務の対象になるとする一方で，いわゆる「緑の施策」や「デミニミス」9）などに該当する

特定の国内助成措置については，削減義務の対象から除外し，現行 AMS の算定にも含める

                                                   
9） 「デミニミス」とは，WTO で用いられる補助金の分類の一つであり，貿易を歪める性格を持つが，農業生産額

に比べて金額が小さいため，ウルグアイ・ラウンドでは削減の対象外とされた施策を指す。特定の品目に対する施策

では，その金額（品目特定 AMS）が当該品目の生産額の 5%以下の場合に，また，品目を特定しない施策では，そ

の合計額（品目非特定 AMS）が，その国の農業全体の生産額の 5%以下の場合に，それぞれデミニミスに該当する

ものとされる。デミニミスに該当する施策は，農業補助金の削減義務の対象から除外し，現行 AMS の算定にも含め

なくてもよいとされている。「5％」の基準は，開発途上国の場合は 10％とされる。ロシアは開発途上国ではないの

で，本則の 5％が適用される（農林水産省 2008）。 



- 12 - 

 

必要がないとされている。ロシアの現行 AMS が非常に小さな金額となっていることについ

ては，デミニミスが大きな意味を持っているので，具体的に確認してみよう。 

現行 AMS は，基本的には第 11 表に示す「品目特定 AMS」と「品目非特定 AMS」の合

計額として計算される。そのうち，品目特定 AMS の算定においては，助成がデミニミスに

該当するか否かは品目別に判断され，デミニミスに該当しない品目の助成額のみが計算さ

れるため，計上された額は全額が現行 AMS に含まれることになる。一方，品目非特定 AMS

においては，積み上げられた総額について，これがその国の当該年の農業生産総額の 5％を

上回るか否かによって，品目非特定 AMS 全体がデミニミスに該当するか否かが判断され

る。 

ロシアの品目非特定 AMS については，2012 年にはロシアの農業生産総額の 5％を上回

ったため，デミニミスに該当しないとして全額が現行 AMS に加算されたが，2013 年以降

は各年とも農業生産総額の 5％を下回ったためデミニミスに該当するとされ，現行 AMS に

は加算されなかった。2013 年以降のロシアの現行 AMS の額に品目非特定 AMS の額が反

映されず，品目特定 AMS と同額となっているのはこのためである。 

2012 年にロシアの品目非特定 AMS が農業生産総額の 5％を上回ったのは，この年が干

ばつなどによる凶作の年で，耕種農業を中心として農業生産額が減少したためであり，2013

年以降は天候に大きな問題のない年が続き，農業生産額も増加しているので，品目非特定

AMS が農業生産総額の 5％を下回ったと考えられる。 

2013 年以降品目非特定 AMS がデミニミスの基準を下回っていることについては，農業

生産額の変化に加え，ロシアが WTO 加盟に対応して，施策の一部を黄の施策から緑の施策

に切り替えたことも関係している。具体的には，2012 年時点では黄の施策として品目非特

定 AMS の計上されていた無機肥料・農薬補助金や燃料補助金を連邦レベルでは廃止し，

2013 年から「デカップルされた収入支持」に該当する「耕種デカップル支持」という施策

に切り替えたことである。これによって 10 億ドル程度が黄の施策から緑の施策に移行した

ため，大きな不作の発生やこれに伴う緊急対策の実施といった状況に陥らない限り10），ロ

シアの品目非特定 AMS は確実にデミニミスの基準を満たし続けられるようになったとみ

られる。 

ロシアの場合，食品輸入禁止措置の継続の下で輸入代替を推進することが喫緊の課題で

あり，農産物の国内生産拡大に向けて支援策の充実が不可欠となっているほか，農業の交易

条件の悪化（農産物の生産に用いる資機材の価格上昇率が，農産物の価格上昇率を上回るこ

と）の進行に伴って農業生産主体の収益性が低下する傾向が継続しており，長い目で見ても

国内助成の拡充が必要となると推測されるが，WTO 加盟合意における国内支持に関する約

束との関係では，国内助成を拡充できる余地は相当確保されていると言えよう。 

 

                                                   
10） 2013 年の品目非特定 AMS が農業生産額の 4.7%で，5%以下というデミニミスの基準を満たしつつも，かなり

これに近い金額となったことについては，この年に 534 百万ドルの配合飼料補助金が支給されていることが少なか

らず影響している。この配合飼料補助金は，2012 年に生じた穀物の不作による飼料価格の高騰から養鶏・養豚業者

を救済するために支給されたものだった。 
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２） OECD 

OECD の Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2016（OECD 2016）におい

ては，OECD 加盟国のほか，ロシアを含む主要国の農業支持の現状を 2015 年（ロシアにつ

いては 2014 年）までの時点で分析しているので，ロシアの記述を確認しておこう。 

2013-15 年平均（ロシアについては 2012-14 年平均）の値で見ると，国の GDP に占める

農業支持総額（TSE）の割合を示す指標である%TSE の値は，OECD 平均の 0.66 に対しロ

シアは 0.89 であり，ノルウェー0.87 と日本 1.11 の間に入っている。ノルウェーや日本は，

農業支持の水準が高いと指摘されることが多いので，ロシアがこれらの国と%TSE につい

て同等の水準にあることは意外に感じるかもしれない。しかし，これはロシアが農水産物の

純輸入国であり，輸入代替の推進，食料自給率の向上を政策課題として，食肉等の畜産物を

中心に国境措置によって輸入を抑制し，国内生産の振興を図っている現状を反映したもの

と考えられる。 

ロシアの TSE（2012-14 年平均）の金額は 5,937 億ルーブルである。内訳は，生産者支

持（PSE）が 4,961 億ルーブル（83.6%），一般サービス支持（GSSE）が 743 億ルーブル

（12.5％），消費者支持（CSE）が 232 億ルーブル（3.9%）となっており，PSE が大宗を

占めている（金額は OECD 2016, p 114 及び同頁所掲の StatLink から。TSE の内訳の割

合は当該金額から筆者計算）。 

PSE の大半は，OECD 2016 において最も貿易歪曲的とされる農業支持である，市場価格

支持（MPS），生産量（outuput）に応じた支払い及び投入材（input）の投入に対する支

払いである。これらの貿易歪曲的とされる支持については，総額が 4,696 億ルーブルである

とされているが，具体的な内訳は明らかにされていない（OECD 2016, p 114 及び同頁所掲

の StatLink）。ロシアの農業関係予算の規模（第 3 表参照）やその内訳なども考えると，

これらの支持の相当部分は MPS，具体的にはロシアが国境措置によって輸入を抑制してい

る畜産物等の品目の内外価格差から算出された消費者負担額であると推測される。予算面

では，次項で述べるとおり融資利子助成等が大きな割合を占めると考えられる。 

 

（２） ロシアの農業政策の基本的な枠組み 

 

１） 農業発展法と農業発展計画 

ロシアの農業政策の基本的な枠組みは，「農業の発展に関するロシア連邦法」（2006 年 12

月 29 日付連邦法第 264 号。以下「農業発展法」）及び同法に基づく「農業の発展並びに農

産物，農産原料及び食品の市場の規制に関する国家計画」（以下｢農業発展計画｣）によって

定められている。農業発展法においては，国の農業政策の基本的目的として，①ロシアの農

産物及び農業商品生産者の競争力向上，②農村地域の安定的発展，③農業生産に必要な天然

資源の保全，④効率的に機能する農産物市場の形成，⑤農業分野の投資環境の整備，⑥農産

物と生産資機材の価格均衡の維持等を示した上で（農業発展法第 5 条第 2 項），農業生産と

農村地域の安定的発展に係る国の支持施策の基本的な方向として，①農業商品生産者の金
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融へのアクセスの確保，②農業保険の発展，③優良種による畜産業の発展，④優良種苗生産

の発展，⑤畜産物生産の確保，⑥永年性樹木の植付け・管理の確保，⑦農業商品生産者の基

本的資機材の更新確保，⑧土壌の肥沃度改善措置の確保，⑨道路整備等を通じた農村地域の

安定的発展の確保等が規定されている（同法第 7 条第 1 項）。 

農業発展計画においては，これら施策のより具体的な内容や達成すべき指標等とともに，

所要の予算措置の大枠が定められる。農業発展計画に基づく施策は，連邦政府と連邦構成主

体政府によって実施され，連邦構成主体予算に対しては連邦予算から所要の補助金が交付

される。計画と補助金は連邦全体として統一性のある農業政策を実施するための主要なツ

ールとなっている。また，農業発展計画の実施状況については，毎年「国家計画実施の進捗

及び結果に関する国家報告」（以下｢農業国家報告｣）が公表される。 

農業発展計画は，第一期が 2008 年から 2012 年までの 5 か年計画として策定され，第二

期は 2013 年から 2020 年までの 8 か年計画として策定された。第一期農業発展計画の成果

については長友 2014 にまとめたので，ここでは第二期農業発展計画の概要を 2014 年 12

月に行われた改訂を中心に確認する。 

第二期農業発展計画については，策定過程でロシアの WTO 加盟が確定したことを受け，

WTO 対策を盛り込んだ上で 2012 年 7 月に決定・公表された。その後 2014 年には，ウク

ライナ危機に伴う欧米諸国の対ロ経済制裁に対抗して，ロシア政府は農水産物の輸入禁止

措置を発動（2014 年 8 月。現在まで継続中）するとともに，これを機に食料自給政策を一

層強化する方向を打ち出したところであり，これを受けて 2014 年 12 月 19 日付ロシア連

邦政令第1421号により第二期農業発展計画が改訂された（以下「改訂第二期農業発展計画」

又は「改訂計画」。これに対し改訂前の同計画を「当初計画」という）。 

改訂計画の主な目標数値は第 12 表のとおりである。まず実質生産額指数については，

2012 年をベースとして 2013 年から 2020 年の間に，農業全体では 20.9%～24.8%の成長を

見込んでいる。このうち耕種農業では 28.3％～29.2％，畜産業では 13.2%～19.7％の成長

を見込む11）。計画が実現すれば，基本シナリオの場合 2019 年，最良シナリオの場合 2018

年には農業全体の生産額が 1990 年の水準を若干上回ることとなる。 

耕種農業の中心となる穀物・豆類の生産量は，2020 年時点で 1 億 15 百万トンと見込ま

れており，穀物の輸出は 30 百万トンまで可能と想定されている（当初計画から変更なし）。 

食料安全保障との関係では，当初計画において 2010 年に策定された「ロシア連邦食料安

全保障ドクトリン」（食料安保ドクトリン）で打ち出された食料自給率向上の目標が取り込

まれた12）が，改訂計画においては，欧米諸国等による経済制裁に対抗してロシアが農水産

物輸入禁止措置を発動した状況に対応し，この措置によって欧米諸国等からの輸入が禁止

された畜産物や野菜などの生産拡大・自給率向上が強調された。改定計画では，総供給量に

                                                   
11） 畜産業より耕種農業の成長を大きく見込んでいるように見えるが，耕種農業は，2012 年が干ばつ等による凶作

年のため，2012 年から 2013 年の生産額の成長率が 11.2％と大きくなっており，これを除けば，計画期間中の畜産

業と耕種農業の生産額の成長率は大きく変わらない。2012 年の干ばつの影響がなかったとした場合における農業全

体の生産額の成長率は，畜産業の生産額の成長率の数値と概ね同程度と見なして概ね差し支えない。 

12） 食料安保ドクトリンでは，食肉・肉製品 85％以上，牛乳・乳製品 90％以上との目標が設定されている。目標年

次は明記されていないが，関連文書等から 2020 年と推測される。 
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占める国産の割合を，2013 年から 2020 年の間に，例えば食肉・肉製品では 77.8％から

91.5％に，牛乳・乳製品では 76.6％から 90.2％に引き上げることを目指している13）。 

第 12 表 改訂第二期農業発展計画の主要計画及び目標数値抜粋 

主な計画 主な指標（注 2） 単位 
2013 年 
（注 3） 

2020 年 

基本 最良 

農業発展計画 
(2013－2020 年）全体 

農業生産額指数（対前年実質増加率）*1 % 105.8  120.9  124.8  

耕種農業生産額指数（同上）*1 % 111.2  128.3  129.2  

畜産業生産額指数（同上）*1 % 100.6  113.2  119.7  

固定資本投資額指数（同上）*1 % 99.3  129.2  138.0  

農業企業の収益率（補助金込み）*2 % 7.3  15.0  

下位

計画 

耕種農業及びその生産

物の加工・販売の発展 

穀物・豆類生産量（全経営類型）*2（注 4） 千トン 92,385  115,000  

穀物の総供給量に占める国産割合*2 % 98.4  99.7  

畜産業及びその生産物

の加工・販売の発展 

家畜・家禽生産量(生体ベース，全経営類型)*2 百万トン 12.2  14.4  

食肉・肉製品の総供給量に占める国産割合*2 % 77.8  91.5  

牛乳・乳製品の総供給量に占める国産割合*2 % 76.6  90.2  

肉用牛生産の発展 
肉専用種の牛の飼育頭数（農業企業，農民経営）

*2 
千頭 2,160  3,590  

機械・技術の近代化・

イノベーション 

メーカーから農業生産者に新規に販売されるトラ

クターの台数*1 
台 1,221  11,687  12,603  

露地・施設野菜生産等
の発展 

露地野菜生産量（農業組織，農民経営）*2 千トン **3,962 5,243  

温室面積の増加*1 ha **329 1,537  

酪農の発展 牛乳生産量（全経営類型）*2 百万トン 31  38 

農産複合体における金

融システムの発展（注
5） 

農産複合体における借入総額*2 
10 億 

ルーブル 

**1,953

－2,275 
2,496－3,162 

特別
計画 

農村地域の発展 農村居住者用住宅の供用*1 千㎡ *838 2,508  

農用地の土地改良の推
進 

耕作放棄地の再利用*1 千 ha *35 1,537 

出典：改訂第二期農業発展計画から筆者作成． 

注 1）本表は改訂第二期農業発展計画の主な下位計画及び指標を抜粋したものであり，すべてを網羅していない．網掛けした
下位計画は 2014 年 12 月の改訂で新たに追加されたもの． 

注 2）2020 年の値は，*1 の指標では計画期間（2013-2020 年）の累積値（計画の単年値から筆者計算），*2 の指標では 2020

年単年の値． 

注 3）2013 年の列に記載した数値のうち，*は 2014 年，**は 2015 年の数値． 

注 4）2020 年の穀物・豆類生産量 115 百万トンの下で，穀物輸出可能量は 30 百万トンと想定されている． 

注 5）「農産複合体」(АПК: агропромышленный комплекс)とは，農業と，下流の食品産業，上流の生産資材製造業等を一
体的に捉える概念で，ソ連時代から今日まで用いられている． 

 

畜産のうち，食肉生産については改訂計画において当初計画の意欲的な見直しが行われ，

2020 年に向けた目標の中で，食肉に向けられる家畜・家禽の生産量（生体重）を 2014 年

の 12.7 百万トンから 2020 年には 14.4 百万トンに増やし，同年の食肉・肉製品自給率を

91.5％とすること（当初計画の 2020 年目標は，それぞれ 14.1 百万トン，88.3％）などが定

められた。一方，酪農については，改訂計画において，新たに分野別計画の一つとして「酪

農発展計画」が「畜産発展計画」から分離する形で作られたが，これに伴う 2020 年目標の

変更はなく，2020 年の牛乳生産量 38.2 百万トン，牛乳・乳製品自給率 90.2％は当初計画

のまま維持された。 

                                                   
13） 当初計画においては，総供給量に占める国産の割合を，2011 年から 2020 年の間に，食肉・肉製品では 73.5％

から 88.3％に，牛乳・乳製品では 79.9％から 90.2％に引き上げることとされており，2014 年 12 月の改訂では，家

禽肉や豚肉を中心に国内生産の拡大が進む食肉・肉製品では当初より目標を引き上げる一方で，国内生産が停滞して

いる牛乳・乳製品では当初の目標からの引上げは行われなかった。 
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野菜生産についても新たに分野別計画が策定され，野菜や馬鈴薯の 2020 年における総収

穫量の目標や，温室野菜生産の毎年の増産目標などが定められ，温室面積を 2020 年までに

1,537ha 増加させることなどが目標とされた。 

 

２） 農業予算 

次に，ロシアの連邦農業予算が実際にどのように支出されているか，執筆時点で最新の確

定情報である 2015 年決算に基づいて確認しておこう（第 13 表参照。データはロシア連邦

出納庁 2016 から）14）。 

2015 年の「農業・漁業」分野の連邦決算額は 2,082 億ルーブルに上った。前年の決算額

1,800 億ルーブルと比べると 15.7％の増額であり，2015 年の消費者物価上昇率 12.9％15）

を上回る実質的な予算の増額が確保されている。 

既に第 3 表で見たように，ロシアの連結国家予算は，油価低迷による石油ガス収入の減

少に伴い，2013 年以降赤字が続いており，2015 年の連邦決算においては「農業・漁業」を

含む上位の項目である「国民経済」の決算額は 2 兆 3242 億ルーブルとなり，2014 年の 3

兆 629 億ルーブルから 24％削減された。これと比較すると「農業・漁業」は優遇されてい

る。欧米諸国等の経済制裁には農水産物の食品輸入禁止措置で対抗し，厳しい財政状況の中

にあっても積極的な財政支援を通じて農水産物の生産拡大と輸入代替を促進し，食料安全

保障の向上を図るというロシアの政策方針が財政の上でも堅持されていることを示してい

る。 

第 13 表で 2015 年連邦決算における「農業・漁業」の主な項目を確認してみよう。具体

的な施策の内容は後ほど必要に応じて詳しく見ることとし，ここでは主な項目が「農業・漁

業」全体に占めるウエイトを中心に確認する。 

2015 年においては，前年からの経済制裁，原油価格の下落，ルーブルの対ドルレートの

下落等によってロシア経済が急速に悪化する中で，国内の農業生産を拡大して輸入代替を

進め，国民に対する適切な価格での食料供給を維持することが喫緊の課題となった。そのた

めには農業生産主体に対する円滑な資金供給の確保が不可欠だったことから，財政上もこ

れに関係する項目においては手厚い配慮が行われた。 

表中最大の割合を占めるのは融資利子助成である。助成の対象となる融資の種類や分野

は広範だが，すべて合計すると 901 億ルーブルに上り，「農業・漁業」総額の 43％を占め

た。高金利の下でも十分な利子助成が受けられるように助成方式を見直したことが有効だ

ったと思われ，分野によって差はあるものの，融資利子助成に係る予算の実行率は総じて高

かった。このほか，農業生産主体に対する融資を行うロシア農業銀行や農業機械等のリース

を行うロスアグロリーシング（いずれも国営）に対して，資金力の強化を図る目的で合計

120 億ルーブルに上る多額の増資が行われたことも目立っている。 

                                                   
14） ロシアの会計年度は暦年であり，連邦予算を定める予算法は 2017 年のものまで入手できるが，ロシアの予算法

に定められる予算額は，年によっては決算額とかなりの乖離がある（予算法以外の根拠で支出を認められることがあ

り，決算にはこの金額が含まれる）ため，情報は古くなるが決算によって金額を確認することにした。 

15） ロシア連邦統計庁による 2015 年 12 月の前年同月比の値。 
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第 13 表 ロシア連邦 2015 年決算における「農業・漁業」の主要項目（注 1） 

  金額（億ルーブル） 「農業・漁業」に占める割合 

国民経済 23,242.4 － 

農業・漁業 2,082.2  100.0  

主な項目     

融資利子助成 900.7  43.3  

うち農業等短期融資 332.4  16.0  

  農業等投資融資 565.1  27.1  

  水産関係融資 3.2  0.2  

金融体制強化 120.0  5.8  

うちロシア農業銀行増資 100.0  4.8  

  ロスアグロリーシング増資 20.0  1.0  

農業保険料助成 41.8  2.0  

耕種デカップル支持 227.9  10.9  

販売牛乳 1kg 助成 80.9  3.9  

穀物市場介入 39.2  1.9  

農機メーカー助成 51.9  2.5  

農業施設建設・近代化助成（注 2） 12.4  0.6  

うち野菜温室 8.8  0.4  

  酪農施設 3.6  0.2  

出典：ロシア連邦出納庁 2016 から筆者作成． 

注 1）連邦予算に係る決算額であり，連邦構成主体等の決算額は含まない． 

注 2）「農業施設建設・近代化助成」は，所要の経費の利息ではなく元本に対する助成． 

 

融資利子助成に次いで支出金額が多い項目としては，「耕種デカップル支持」（耕種農業

分野の農業商品生産者に対するデカップル支持：228 億ルーブル）や「販売牛乳 1kg 助成」

（販売され又は自家加工のため搬出された牛乳 1kg に対する補助金：81 億ルーブル）が挙

げられる16）。これらは，ルーブル安とインフレで生産資材価格が上昇する中で，農業生産

者の生産コスト増嵩を抑制し，収益の確保を図るとともに，農業生産者がコスト増嵩を回避

するために生産資材の投入を削減することによる悪影響（例えば肥料投入量の削減によっ

て単収が低下する等）を縮小する効果を持つものであり，融資利子助成等を通じた資金供給

の確保とともに，経済危機下で農業生産の維持・拡大を図るための手段として重要なもので

あった。 

このほかに，2015 年において支出額の大きかった項目としては，農業発展計画に即して

農業生産主体への農業機械の供給を促進するための農機メーカーに対する助成（52 億ルー

                                                   
16） ロシアの WTO 補助金通報において「耕種デカップル支持」は「緑の施策」，販売牛乳 1kg 補助金は「黄色の

施策」に位置づけられている。 
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ブル），同じく農業発展計画に即して野菜温室や酪農施設の建設・近代化を進めるための助

成（12 億ルーブル）17），農業保険料助成（42 億ルーブル），穀物の豊作に対応した市場介

入の実施に係る経費（39 億ルーブル）などが挙げられ，ここからも財政状況が厳しい中で

農業発展計画の達成に向けて考慮が払われている様子が窺える。 

 

（３） 主な農業支持施策 

 

次に，予算額の大きい事項を中心に，ロシアの主な農業支持施策の内容や発足以来最近ま

での経緯を整理する。ロシアでは，直近の経済危機下におけるインフレと高金利はもちろ

ん，平時においても金利水準が高く，農工間の交易条件の悪化も引き続き進行していること

から，内容的には，農業生産主体が負担するコストを何らかの形で軽減するための施策が多

く，金額的にも大宗を占めている。 

 

１） 融資利子助成 

融資利子助成は，農業生産者が銀行等の金融機関から借り入れた資金の利息支払額の一

部を財政支出で補填することによって，金利負担を軽減する仕組みである。ロシアでこの制

度が発足したのは 2000 年だが，同年には農業金融の中核的な役割を担う「ロシア農業銀行」

も設立されており，体制面の整備と並行して年々制度の拡充が図られていった。ロシアの金

利は，我が国などと比べて非常に高水準なので，利子助成による負担軽減は，農業生産者が

運転資金や投資資金を確保する上で非常に重要な役割を果たしている。 

ロシアの融資利子助成制度においては，農業生産者が市中銀行等から受けた融資の金利

に対し，中央銀行（ロシア銀行）のリファイナンスレート（以下「中銀金利」）を上限とし

て，連邦構成主体から農業生産者に補填金が支払われる。その財源は連邦予算補助金と連邦

構成主体の自己負担分であり，それぞれの負担割合は政令で定められている（どの時期の制

度かにより，また案件によっても異なるが，2009 年以降は，連邦補助金が中銀金利の 8 割

相当，連邦構成主体負担分が中銀金利の 2 割を限度とする場合が多い）。 

融資利子助成による負担軽減の程度は，農業発展法に基づく農業国家報告に示されてい

る。2012 年の場合，銀行融資の金利が平均 11.1％だったので，連邦予算から中銀金利（平

均 8.1％）の 80％相当額の補填補助金が出る場合，それだけでも農業生産者の負担する金利

は 4.6％（11.1－8.1×80％）となるが，さらに連邦構成主体からも中銀金利の 2 割（1.6％）

を限度として補填が上乗せされるので，農業生産者が実際に負担する金利は，最小では 3％

となる18）。2012 年のロシアの消費者物価上昇率が 6.6％だったので19），農業生産者の負担

する金利は，実質的にはマイナスとなる20）。 

                                                   
17） 野菜温室や酪農施設の建設・近代化に係る助成は，融資利子助成ではなく経費の本体（元本）に対して助成を行

うもので，融資残高の過剰な増加への懸念が高まる中で新たに導入された方式である。 

18） ロシア連邦農業省「農業国家報告」2012, 106 頁, 図 5.10.を参照して記述した。 

19） 消費者物価上昇率はロシア連邦統計庁ウェブサイトの数値。 

20） 2012 年当時の融資利子助成制度の根拠政令は 2009 年 2 月 4 日付ロシア連邦政令第 90 号。現在の根拠政令は，

同年末に制定された 2012 年 12 月 28 日付ロシア連邦政令第 1460 号だが，融資利子助成の仕組み自体には前の政令

から大きな変更はない。なお，2014 年後半以降のルーブル下落と大幅な金利引上げの下で，農業生産者の負担増加
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第 14 表は，毎年の農業国家報告に基づき，2002 年から 2012 年までの各年に新規に行わ

れた利子助成融資の実績を取りまとめたものである21）。この表が示すように，融資利子助

成の発足当初は短期融資が中心だったが，2000 年代後半以降投資的融資が急速に拡大し，

これと相まって短期融資も増加したため，利子助成融資額の増加が加速した。 

なお，短期融資は，期間 1 年までの融資で，毎年の作付けや収穫の作業に必要な種子，肥

料，農薬，農機用燃料等の資材購入費用に充てられる。また，投資的融資は，期間が 1 年を

超える融資で，機械・設備の更新や施設の建設などの費用に充てられる。第 14 表に示すと

おり，短期融資は毎年の新規利子助成融資額の約 7 割を占める。その一方で，短期融資総額

のうち農業組織による利用は半分程度にとどまり，同じく半分程度は農産加工企業が利用

しているとされる。それでも自己資金が十分でない農業組織にとって，毎年の作付作業を遂

行する上で不可欠で，需要の高い資金となっている22）。 

 

第 14 表 新規利子助成融資実績 
(単位：10 億ルーブル) 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

新規利子助成融資総額 33.0  43.8  78.0  114.5  200.2  380.1  372.7  411.9  480.0  483.3  366.2  

うち短期融資(繰越含
む) 

29.3  39.2  67.3  89.0  96.2  243.1  224.2  299.2  334.5  328.8  252.2  

   投資的融資 3.7  4.6  10.7  25.5  104.0  137.0  148.5  112.7  145.5  154.5  114.0  

利子助成連邦補助金額 2.0  3.2  4.8  6.8  10.6  25.2  28.8  58.4  62.8  67.5  66.9  

農業・狩猟等固定資本 

投資額 
77.1  85.7  111.0  134.0  215.9  326.0  378.2  314.0  292.6  416.6  446.0  

出典：1.｢新規利子助成融資総額」（内数も同じ）：2002-2007 年－ロシア連邦農業省「農業国家報告」2008，50 頁, 

2008-2012 年－同 2012，98 頁． 

2.｢利子助成連邦補助金額」：2002-2008 年－ロシア連邦農業省「農業国家報告」2008，50 頁，2009－同 2009，60

頁，2010-2011 年－同 2012，97 頁． 

3.｢農業・狩猟等固定資本投資額」 ロシア連邦統計庁ウェブサイト． 

注 1）短期融資金額については，2002-2008 年は繰越しを含み，2009 年以降は繰越しを含まない（この違いは「新規
利子助成融資総額」にも反映されている）． 

2）「利子助成連邦補助金額」は，各年度に連邦予算から支出された利子助成補助金額の総計であり，当該年度の新規
融資に対する利子助成補助金額と，当該年度より前に補助対象として認められた融資に対し当該年度に交付される利
子助成補助金額との合計額． 

3）「農業・狩猟等固定資本投資額」には，農業だけでなく，狩猟業や農業・狩猟関係サービス業の固定資本投資を含
む． 

4）「新規利子助成融資総額」及び「利子助成連邦補助金額」は大・中企業の数値であるのに対し，「農業・狩猟等固

定資本投資額」は全企業の数値なので，単純に比較はできない． 

 

２） 耕種デカップル支持 

WTO 加盟前，ロシアでは農業生産主体が生産財を購入する経費の一部を助成する施策が

いくつかの分野で講じられており，典型が無機肥料等購入費補填だった。無機肥料等購入費

補填は，農業生産主体による無機肥料や農薬の購入経費の一部を，連邦及び連邦構成主体政

                                                   
を抑制するための措置として，2015 年 1 月以降，中銀金利を基準とする補填方式を見直し，連邦予算による負担額

を増やす措置が講じられている。 

21） 農業発展計画との関係では，第一期の発展計画の終期までのまとめになる。第二期からは農業発展計画の構成の

変更とともに農業国家報告の内容も変わり，利子助成融資関係でも，耕種・畜産別に記述されるようになる一方で利

子助成対象となった投資的融資の総額などが示されなくなったため，第 16 表は第一期末までの期間で取りまとめ

た。 

22） ロシア連邦農業省「農業国家報告」2012，98 頁。 
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府の財政支出で補填する施策であり，1990 年代から始まり 2012 年まで実施された。 

2012 年にロシアが WTO に加盟すると，無機肥料等購入費補填のような農業生産コスト

の直接的な補填は，貿易歪曲効果を持つ「黄色の補助金」として削減対象となった。このた

め 2013 年からは，農業生産との直接的なリンクを切り離し，削減対象とならない「緑の補

助金」化するため，他の同様の補助金とあわせて，耕地 1ha につき土地の肥沃度等を勘案

して所定額を支払う形の「耕種デカップル支持」（耕種農業分野の農業商品生産者に対する

デカップル支持23））が導入された。 

耕種デカップル支持に係る連邦予算の支出額は，2015 年 228 億ルーブル，2016 年 232

億ルーブルに上り，播種面積 1ha 当たりの平均支払額（連邦予算と連邦構成主体予算の合

計）は，2015 年 434 ルーブル（うち連邦予算 267 ルーブル），2016 年 493.5 ルーブル（同

308.3 ルーブル）とされる。主な使途としては，農業機械等の燃料，無機肥料，農薬などが

挙げられている（マリューティナ 2016，25-26 頁）。形は変わっても，農工間の交易条件

の悪化が進む中で，農業生産主体の生産財購入コストの上昇を補填する効果を持つ施策で

あることに変わりはない。 

支給金額については，「2013 年までの国による農業支持と同程度にするためには，デカ

ップル支持の額は 1.5～2 千ルーブル/ha 必要」であるとして，現在の水準ではまだ不十分

とする指摘もある（カズィバエフ 2015，23-24 頁）。 

 

３） 穀物等の市場介入制度 

ロシアでは，穀物の需給・価格変動対策として，2001/02 年度から穀物市場介入制度が

導入されている24）。この制度は，仕組みとしては安定価格帯制度であり，穀物の市場価格

が最低基準価格を下回って下落するときは，政府機関が余剰穀物を買い入れて市場から隔

離することにより，市場価格が最低基準価格以上に上昇するようにし，逆に市場価格が高

騰し最高基準価格を上回る場合には，政府機関が保有する穀物を売却し市場の供給量を増

やすことにより，市場価格が最高基準価格以下に低下するようにする，というものであ

る。 

ただし，ロシアの制度は厳密な安定価格帯制度ではない。高騰時の最高基準価格はあら

かじめ定められていないことが多く，買入れや売渡しの価格も市場実勢に応じて変わり，

必ずしも最低・最高基準価格を超える水準とはなっていない。 

買入・売渡介入の実務を担う機関としては，政府出資の「統一穀物会社」が指定されて

いる25）。買入・売渡介入に係る穀物の取引は，政府の指定する商品取引所で行われること

                                                   
23） ロシア語では”Несвязанная поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 

растениеводства”という。”Несвязанная поддержка”は，直訳すると「結びつけられていない支持」をいう意味に

なるので，意をくんで「デカップル支持」と訳した。 

24） 2016 年に牛乳・乳製品についても市場介入の制度が整備され，2017 年から実施されるとのことなので，今後情

報収集を進める。 

25） 統一穀物会社は，以前から穀物の市場介入を行ってきた連邦国営単一企業「連邦食品市場規制機関」

Федеральная государственная унитарная предприятия «Федеральное агентство по регулированию 

продовольственного рынка» を改組して 2007 年に設立された（統一穀物会社ウェブサイト）。当初は 100％政府

出資だったが，その後株式が売却され，現在は 50％+1 株を連邦政府，50％－1 株を「スマ・グループ」傘下の「イ

ンヴェストル」社が保有している（ヴェドモスチ『企業便覧』「統一穀物会社」）。 
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とされており，最初の 2001/02 年度を除き「モスクワ証券取引所」が指定されている26）。 

最近実施された穀物市場介入の概要を第 15 表にまとめた27）。干ばつ等により穀物が凶

作となった 2012/13 年度には売渡介入が実施され，371 万トン（305 億ルーブル）の穀物

（小麦，ライ麦，大麦）が売却されたが，2013/14 年度以降は総じて穀物の作柄が良い年

が続いたことから，毎年度買入介入が実施されている。対象とされた穀物は，小麦，ライ

麦，大麦，トウモロコシで，2013/14 年度から 2016/17 年度の累計で見ると，買入実績は

440 万トン（402 億ルーブル）に上っている。 

ロシアの穀物市場は世界に開かれており，国内の穀物価格は国際価格と強く連動してい

る。そうした状況の下では市場介入による価格維持には限界があるはずである。それでも

この制度が維持され続けている背景には，広大な国土を有するロシアならではの事情があ

ると考えられる。ロシアの市場介入制度は，内陸に位置し，国内外の消費地への供給上地

理的に不利なシベリア等において，地域的な穀物の供給過剰が生じた場合に販売機会を提

供する役割を担ってきたと考えられる。 

 

第 15 表 ロシアの近年における穀物市場介入の実施状況 

  2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

実施された市場介入の種類 売渡介入 買入介入 買入介入 買入介入 買入介入 

実施期間 
2012.10.23 

－2013.7.31 

2013.10.15 

－2014.2.18 

2014.9.30 

－2015.6.30 

2015.8.20 

－2016.4.6 

2016.9.19 

－2016.12.14 

対象穀物 

小麦 
ライ麦 
大麦 

小麦 
ライ麦 

大麦 
トウモロコシ 

小麦 
ライ麦 

大麦 
トウモロコシ 

小麦 
ライ麦 

大麦 
トウモロコシ 

小麦 
ライ麦 

大麦 
トウモロコシ 

買入実績 
数量(千ﾄﾝ)   610 1,181 1,701 907 

金額(百万ﾙｰﾌﾞﾙ)   3,572 10,257 17,691 8,671 

売渡実績 
数量(千ﾄﾝ) 3,710          

金額(百万ﾙｰﾌﾞﾙ) 30,460         

出典：モスクワ証券取引所ウェブサイト． 

 

例として 2014/15 年度の買入介入を見てみよう。この年は，ルーブルの急落による穀物

輸出の進展に引きずられる形で穀物価格が上昇したが，豊作で穀物供給は過剰だったこと

から，変則的だが，輸出関税を適用しながら買入介入が実施され（実施期間は 2014 年 9

月 30 日～2015 年 6 月 30 日），統一穀物会社が合計 118 万トンの穀物（うち小麦 97 万ト

ン）を買い入れた。当時のロシアの小麦生産者価格（普通小麦 4 級食用，トン当たり価

格）の動向を見ると，北カフカス経済地区（クラスノダール地方）では 2014 年 8 月の

7,051 ルーブルが 11 月には 8,071 ルーブルに上昇したのに対し，西シベリア経済地区（ア

ルタイ地方）では 8 月の 8,272 ルーブルが 11 月には 7,786 ルーブルに低下していた。当

時は，輸出需要の強い北カフカスでは価格が上昇したのに対し，これが弱い西シベリアで

は供給過剰で価格が低下するという形で，時期によって小麦の地域的な需給不均衡が生じ

                                                   
26） 2011 年までは「モスクワ銀行間通貨取引所」（ММВБ: Московская межбанковская валютная биржа)。同

年末に「モスクワ銀行間通貨取引所」が「ロシア取引システム」（РТС: Российская торговая система）を吸収合

併して「モスクワ証券取引所」（Московская Биржа）が設立された（モスクワ証券取引所ウェブサイト）。 

27） 同表以前の穀物市場介入の実績については，長友 2012a，63 頁の第 9 表を参照されたい。 
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ていた可能性があり，これに対応するために買入介入が行われたのではないかと推測され

る。 

 

５． ロシアの農産物貿易政策28） 

 

本節においては，ロシアの最大の輸出農産物である穀物と，農産物の輸入代替・自給率向

上の最重要品目である食肉を取り上げ，貿易政策の推移を確認し，変化の背景を探る。 

 

（１） 穀物の輸出規制政策 

 

１） 穀物輸出制限措置の発動状況 

第 16 表にこれまでのロシアの穀物輸出制限措置の発動状況を整理した。また，後掲の第

3 図にロシアの小麦の生産者価格の推移と穀物輸出制限措置の発動状況，第 17 表にはこれ

に対応したロシアの各年度の小麦生産量と在庫の動向をまとめたほか，第 4 図では，ロシ

アの月別の通関統計が入手可能だった 2012/13 年度以降を取り出して，ロシアの小麦輸出

価格・生産者価格の推移と穀物輸出制限措置の発動状況との関係を整理し，第 5 図にロシ

アの小麦輸出量の推移と穀物輸出制限措置の関係をまとめた。これらに基づいてロシアの

穀物輸出制限措置の発動状況やその背景を確認していきたい。 

 

第 16 表 穀物輸出制限措置の実施状況 

措置 対象品目 関税率 適用期間 背景 市場介入 

①輸出
関税 

小麦・メスリン，
ライ麦 

25€/トン 
2004.1.16 

～5.1 
2003 年の凶作に
よる供給不足 

売渡介入 

2004.2.18 

～20014.7.21 

②輸出
関税 

小麦・メスリン 
10%，ただし 22€/トン以上 

2007.11.12 

～2008.1.28 
国際的な穀物価
格の高騰 

売渡介入 

2007.10.29 

～2008.6.30 

40%，ただし 105€/トン以上 
2008.1.29 

～6.30 

大麦 30%，ただし 70€/トン以上 
2007.11.12 

～2008.6.30 

③輸出
禁止 

小麦・メスリン，大
麦，ライ麦，トウモ
ロコシ，小麦粉，小

麦・ライ麦粉 

 
2010.8.15 

～2011.6.30 
2010 年の凶作に
よる供給不足 

売渡介入 

2011.2.4 

～2011.6.23 

④輸出
関税 小麦・メスリン 

15%＋7.5€/トン，ただし 35

€/トン以上 
2015.2.1 

～5.14 

ルーブル安によ

る輸出の進展と
国内価格の上昇 

買入介入 

2014.9.30 

～2015.6.30 

⑤輸出
関税 

小麦・メスリン 
課税価格の 50％－5,500 ル

ーブル/トン，ただし 50 ル
ーブル/トン以上 

2015.7.1 

～9.30 買入介入 

2015.8.20 

～2016.4.6 

2016.9.19～ 
小麦・メスリン（種

子用等は除く） 

課税価格の 50％－6,500 ル
ーブル/トン，ただし 10 ル
ーブル/トン以上 

2015.10.1 

～2016.9.22 

出典：関係のロシア連邦政令に基づき筆者作成（政令 2003 年 12 月 11 日付第 749 号，2007 年 10 月 10 日付
第 660 号，同年 12 月 28 日付第 934 号，2010 年 8 月 5 日付第 599 号，2014 年 12 月 25 日付第 1495 号，
2015 年 5 月 28 日 513 号，同年 9 月 29 日第 1032 号）. 

注）2015 年 2 月の輸出関税以前の制度においては，従量税の単位が政令上€/kg とされているものがあるが，
便宜上すべて€/トンに統一した. 

                                                   
28） 第 4 節の記述は長友 2017 の第 5 章の一部に若干の修正を加えたものである。 
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第 16 表に示すとおり，ロシアはこれまでに，①2003/04 農業年度（以下「年度」と略。

発動期間 2004 年 1 月 16 日～同年 5 月 1 日），②2007/08 年度（2007 年 11 月 12 日～2008

年 6 月 30 日），③2010/11 年度（2010 年 8 月 15 日～2011 年 6 月 30 日），④2014/15 年

度（2015 年 2 月 1 日～同年 5 月 14 日），⑤2015/16～2016/17 年度（2015 年 7 月 1 日～

2016 年 9 月 22 日）の 5 回穀物輸出制限を発動している29）。輸出制限の手法は，基本的に

は輸出関税の適用だが，③の 2010/11 年度の場合は輸出禁止措置が発動された。 

第 3 図に示すように，ロシアが穀物輸出制限を発動するのは国内の穀物価格が高騰する

場合だが，その背景には二つのパターンがある。パターン 1 は，凶作によって穀物の供給不

足が懸念され価格が高騰する場合，パターン 2 は，穀物の収穫量は十分だが，穀物の国際価

格の高騰や為替相場の変動（ルーブル安）といった外的な要因によって，穀物輸出が有利な

状況になったために輸出が進み，高い輸出価格に引きずられる形で国内の穀物価格が高騰

する場合である。 

 

（ア） パターン 1：凶作による穀物価格高騰時の輸出制限 

パターン 1 に該当するのは，①の 2003/04 年度の輸出関税と，③の 2010/11 年度の輸出

禁止である（第 16 表で網掛けした部分）。これらの年度は穀物が凶作で，ロシアの穀物消

費量が年間概ね 7 千万トン程度とされているにもかかわらず，穀物総収穫量は，①の場合

には 6,696 万トン（2003 年産，うち小麦 3,407 万トン），③の場合には 6,096 万トン（2010

年産，うち小麦 4,151 万トン）と年間消費量を大きく下回る水準に落ち込んだ。 

このため，この時期には穀物価格は供給不足への懸念から大幅に上昇した。第 3 図に示

すように，ロシアの小麦の生産者価格は30），①の場合は，年度初めの 2003 年 7 月にはト

ン当たり 2,309 ルーブルだったが，ピークとなった 2004 年 6 月には 5,000 ルーブルまで上

昇した。小麦生産者価格が最も急激に上昇したのは 2004 年 1 月から 2 月にかけてであり，

3,249 ルーブルから 4,475 ルーブルへ 38%も上昇していた。③の場合には，年度初めの 2010

年 7 月時点では 3,459 ルーブルだったが，ピークの 2011 年 2 月には 6,486 ルーブルまで上

昇している。 

こうした価格高騰の進行を抑制するための手段の一つとして，①の場合には穀物輸出関

税，③の場合には穀物輸出禁止措置が導入されたのであり，第 16 表に示すように，同時期

には，国内市場に追加的な穀物供給を行い，需給の緩和を図る措置として，統一穀物会社に

よる穀物在庫の売却（売渡介入）が実施されている31）。2004 年 2 月以降小麦価格の上昇が

鈍化し，2011 年 2 月以降小麦価格が低下に転じたことについては，国際価格の低下（第 3

                                                   
29） 途中で関税率の変更や対象品目の見直しが行われているか否かにかかわらず，何らかの輸出規制措置が継続して

行われている期間を１回とした。 

30） 小麦の生産者価格は，農業組織の月別の全小麦平均販売価格（ロシア連邦統計庁中央統計情報データベース）。 

31） 2003/04 年度は，2004 年 2 月 18 日～2004 年 7 月 21 日（2004 年 7 月 1 日以降は 2004/05 年度に跨がる）に商

品介入を行い，合計 154 万トンの穀物（うち小麦 126 万トン，ライ麦 28 万トン）を売却している。2010/11 年度

は，食用穀物については通常の売渡介入方式により商品取引所を通じて売却され，飼料穀物については政府在庫を管

理する統一穀物会社から商品取引所を介さず直接連邦構成主体に配分されることとなった。食用穀物の売渡介入は，

2011 年 2 月 4 日～6 月 11 日に行われ，合計で 92 万トン（うち小麦 70 万トン，大麦 17 万トン，ライ麦 3 万トン）

だった。飼料穀物の直接配分については，実績は明らかでないが，限度数量は総量 239 万トン（うち小麦 141 万ト

ン，大麦 98 万トン）とされていた（長友 2012，107-108 頁，121 頁）。 
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図では米国の小麦生産者価格も同時期に低下している）とともに，これら措置の効果があっ

た可能性がある。 

第 5 図に示すとおり，①の穀物輸出関税，③の穀物輸出禁止措置とも，発動期間中は小麦

輸出量が激減した32）。小麦輸出量は，①の場合，2003/04 年度第 2 四半期の 118 万トンが

第 3 四半期には 14 万トン，第 4 四半期には 3 万トンとなり，③の場合は，2010/11 年度第

1 四半期の 334 万トンが，第 2 四半期 2.8 万トン，第 3 四半期 787 トン，第 4 四半期 4 万

トンとなった。一方，輸出制限措置の解除後は輸出量が急増し，2004/05 年度第 1 四半期は

262 万トン，2011/12 年度第 1 四半期は 850 万トンとなっている。 

 

（イ） パターン 2：外的要因による穀物価格高騰時の輸出制限 

パターン 2 に該当するのは，②の 2007/08 年度の輸出関税と，④の 2014/15 年度と⑤の

2015/16～2016/17 年度の輸出関税である。②は，豪州の小麦不作の連続などを契機として

穀物の国際価格が高騰し「世界食糧危機」と呼ばれた時期であり，第 3 図に示すように，こ

の時期には米国の小麦生産者価格が高騰し，これを追いかける形でロシアの小麦生産者価

格も高騰している。また④及び⑤の時期には，原油価格の下落やウクライナ危機に伴う欧米

諸国からの対ロ経済制裁の影響によって，ルーブルが米ドルに対して大幅に下落したため，

第 3 図に示すように，米国の小麦生産者価格は低下が進んでいたにもかかわらず，ロシア

国内のルーブルでの小麦生産者価格は急激に上昇した（ロシアの小麦生産者価格も，ドル換

算すると米国の小麦生産者価格以上に低下が進んでいた）。 

これらの年の穀物の収穫量を見ると，2007 年 8,147 万トン（うち小麦 4,937 万トン），

2008 年 1 億 818 万トン（同 6,377 万トン），2014 年 1 億 532 万トン（同 5,908 万トン），

2015 年 1 億 479 万トン（同 6,179 万トン）で，いずれの年も国内需要量を大きく上回って

いるだけでなく，2008 年，2014 年，2015 年の穀物収穫量はソ連崩壊後のロシアにおける

1 位～3 位の大豊作である。 

このように供給不足とは無縁の年になぜロシアの小麦の生産者価格が高騰したのか，例

として④の 2014/15 年度の輸出関税の場合を見てみよう。この時期には，先に述べたよう

に，原油価格の下落やウクライナ危機に伴う欧米諸国からの経済制裁の影響によって，ルー

ブルの対米ドル為替レートが大きく下落した。ルーブル安は 2014 年 7 月頃から徐々に進

み，同年 11 月から 2015 年 1 月頃の下落が特に急激だった。7 月に 1 ドル＝34.64 ルーブ

ルだった為替レートは，2015 年 1 月には 1 ドル＝65.15 ルーブルとなった。その後は，一

時的な揺り戻しを挟みつつもルーブル安が進み，2016 年 1 月に最低の 1 ドル＝77.93 ルー

ブルまで落ち込み，再び回復して 1 ドル＝60 ルーブル台で最近まで推移している。 

第 4 図に示すように，ロシアの小麦輸出価格は，基本的には国際相場と連動して動いて

おり，ロシアと米国の小麦輸出価格（ドル/トン）の動きは，水準の違いはあるものの強い

相関関係を示している（第 4 図に示した 2012 年 7 月から 2015 年 12 月までの期間におけ

                                                   
32） ③の 2010/11 年度の穀物輸出禁止措置においては適用除外が定められており，同措置の発動期間中も CIS 諸国

に対しては若干の穀物輸出が行われている。 
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る両者の相関係数は 0.88）33）。2014 年 7 月から 2015 年 2 月までの時期においては，米

国・ロシアとも小麦輸出価格は，基本的には緩やかな低下傾向を示し，ロシアの小麦輸出単

価は 230 ドル前後で概ね安定していた。 

一方，この時期のロシアの小麦輸出価格を米ドルからルーブルに換算すると，2014 年 7

月には 8,147 ルーブルだったものが，ルーブル安が進行した結果，2015 年 1 月には 14,851

ルーブルまで上昇した。これは輸出業者がロシア国内で小麦を買い入れる価格の上昇につ

ながり，小麦生産者価格も上昇した。こちらは 2014 年 8 月時点では 6,362 ルーブルだった

が，2015 年 1 月には 8,714 ルーブルに上昇している（2014 年 7 月から 2015 年 12 月まで

のロシアのルーブル換算小麦輸出価格と小麦生産者価格との相関係数は 0.74）。 

2015 年 2 月から小麦に対して輸出関税が適用されたのは，こうしたロシア国内の価格状

況に対応するためだった。通常，穀物価格高騰時には，国内市場の穀物供給量を増やすため

に，売渡介入（政府在庫の市場での売却）が行われるが，2014/15 年度の場合は，ルーブル

の急落という特殊事情で穀物価格が上昇したが，豊作で穀物供給は過剰だったことから，輸

出関税の適用下では変則的だが，買入介入が実施されている34）。 

第 5 図で 2014/15 年度のロシアの四半期別小麦輸出量の推移を見ると，2015 年 2 月から

5 月まで輸出関税を適用したので，第 3 及び第 4 四半期の小麦輸出量が減少しているが，そ

れ以前の輸出制限措置（①～③）の発動時期と違って相当量の小麦が輸出されており，輸出

量は，第 3 四半期 282 万トン，第 4 四半期 391 万トンとなっている。 

国内の小麦価格の安定という意味では，第 4 図に示すように，ロシアの小麦生産者価格

は，輸出関税の適用を開始した 2015 年 2 月の 9,617 ルーブルをピークとして低下に転じた

（2015 年 5 月 8,500 ルーブル）。これについては，輸出関税の賦課で輸出需要が減少した

ことによって，国内需給が緩和された効果と考えられる一方で，小麦の輸出価格も 2 月の

15,048 ルーブルをピークとして低下を続けており（2015 年 6 月 11,078 ルーブル），この

点については，この時期，小麦の国際価格の低下が進んだことや，為替相場がルーブル高に

振れた（1 米ドル：1 月 65.15 ルーブル，5 月 50.47 ルーブル）ことも影響していたと考え

られる。 

 

                                                   
33） ロシアの小麦輸出価格は，ロシア連邦税関庁通関統計データベースの小麦（HS1001）の輸出金額（米ドル表

示）を輸出量で除して算出しており，輸出小麦全体の平均単価である。一方，米国の小麦輸出価格は，USDA, ERS, 

Wheat Data 所収の「No. 1 hard red winter (ordinary protein), Texas Gulf」の価格である。ハード・レッド・ウイ

ンターは，米国で生産・輸出される小麦の代表的な銘柄，No. 1 は最上等級，メキシコ湾岸のテキサス州の港湾にお

ける FOB 価格である。FOB 価格というベースは共通なので，米ロ間で価格の動きを比較することは一応可能と考え

られるが，米国の価格が対象を品質の高い小麦に絞ったものである一方，ロシアの方は全輸出小麦の平均価格なの

で，他の条件が同じであれば，価格水準は米国の輸出価格の方が高品質の故に高くなるはずである。 

34） 当時の買入介入実施の背景には穀物の地域的な需給不均衡が存在した可能性があることについて４．（３）の

３）を参照されたい。 
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第 17 表 ロシア小麦生産・在庫動向 

（単位：万トン） 

  2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

小麦収穫量 4,700 5,062 3,407 4,543 4,762 4,493 4,937 6,377 6,174 4,151 5,624 3,772 5,209 5,971 6,179 

期末在庫 762 834 482 613 600 466 427 1,094 1,472 1,374 1,090 493 518 629 613 

在庫増減 616 71 ▲ 352 131 ▲ 13 ▲ 134 ▲ 39 668 378 ▲ 99 ▲ 284 ▲ 597 24 111 ▲ 16 
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第 3 図 

出典：各種出典から筆者作成（ロシアの小麦生産者価格はロシア連邦統計庁中央統計情報データベース，ルーブル・US ドル為替レートはロシア銀行ウェブサイ

ト，米国の小麦生産者価格は USDA, ERS, Wheat Data, Table 20.） 

注 1）ロシアの小麦生産者価格は，農業組織による販売価格の平均値．ドル換算は，ルーブルによる各月の原データを対応月の平均為替レートで換算．各月の平

均為替レートは，ロシア銀行ウェブサイトの毎日の為替レートを月ごとに単純平均して算出． 

注 2）米国の小麦生産者価格は，全米のすべての小麦の平均販売価格．年度区分は，米国の穀物年度は各年 6 月～翌年 5 月，ロシアの農業年度は各年 7 月～翌

年 6 月だが，本図ではロシアに合わせた． 

注 3）両矢印は輸出制限措置の発動期間（灰色が輸出関税，黒が輸出禁止）．矢印の上の○番号は第 16 表と対応している． 

 

第 17 表 

出典：各種統計から筆者作成（小麦収穫量はロシア連邦統計庁ウェブサイト，期末在庫は USDA, PSD Online. 在庫増減は同出典より筆者計算）．USDA, PSD 

Online のロシアの穀物需給表の小麦生産量の数値は，基本的にロシア連邦統計庁ウェブサイトの小麦収穫量の数値と同じだが，年によって若干数値が食い違

っていることがあるため，本出典ではロシア連邦統計庁ウェブサイトの数値を掲載した． 

 

第 4 図 

出典：各種統計から筆者作成（ロシアの小麦生産者価格はロシア連邦統計庁中央統計情報データベース，同小麦輸出価格はロシア連邦税関庁通関統計データベ

ース，ルーブル・US ドル為替レートはロシア銀行ウェブサイト，米国の小麦輸出価格は USDA, ERS, Wheat Data, Table 20.） 

注 1）ロシアの小麦輸出価格は，小麦（HS1001）の輸出金額（米ドル表示）を輸出量で除して算出．ロシアの小麦生産者価格及びドル換算については，図 6-1

の注 1）と同じ． 

注 2）米国の小麦輸出価格は，No. 1 hard red winter (ordinary protein), Texas Gulf の価格。年度区分は，米国の穀物年度は各年 6 月～翌年 5 月，ロシアの農

業年度は各年 7 月～翌年 6 月だが，本図ではロシアに合わせた． 

注 3）両矢印は輸出制限措置（輸出関税）の発動期間。矢印の上の○番号は第 16 表と対応している．2015/16 年度の灰色の横線は輸出関税が実質的に発動され

る基準輸出価格．（ⅰ）は 11,000 ルーブルトン（2015.7.1～9.30），（ⅱ）は 13,000 ルーブルトン（2015.10.1～2016.9.22） 
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第5図 ロシアの穀物輸出制限措置の発動と小麦輸出量の推移（四半期別，万トン）

出典：ロシア連邦税関庁「通関統計」，同通関統計データベースより筆者作成．

注1）時期区分は，ロシアの農業年度による.例えば2001/02年度は2001年．7月～2002年6月で，これを第1四半期（1Q ）～第4四半期（4Q）に区分．

注2）両矢印は輸出制限措置の発動期間（灰色が輸出関税，黒が輸出禁止）．矢印の上の○番号は第16表と対応している．
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30 

 

 

 

 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q

2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

第6図 米国小麦輸出量（四半期別，万トン）

出典：USDA, ERS, Wheat Data, Table 21. 
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２） 穀物輸出制限措置の影響とロシア政府の姿勢の変化 

穀物の輸出制限措置は，輸入国と輸出国であるロシアの双方に影響を及ぼす。最も強い措

置だった 2010/11 年度の穀物輸出禁止については，輸入国への影響という面では，これが

ロシアを小麦の最大の供給先としている中東・北アフリカ諸国における小麦価格高騰の一

因となり，「アラブの春」につながったとの指摘もある。ここでは 2010/11 年度の穀物輸出

禁止がロシアに与えた影響とその後のロシア政府の姿勢の変化を整理しておきたい。 

 

（ア） 穀物輸出禁止措置の影響 

一つ目は，穀物輸出禁止後にロシア国内の穀物価格の低下が進んだことである。その背景

としては，輸出禁止措置の発動に当たってロシア連邦政府による穀物在庫の把握が十分で

なく，想定した以上に国内に穀物在庫が存在していた可能性が指摘されている。そうした実

態を知る生産者が，穀物輸出禁止後に穀物価格の低下が進行するのを見て，政府への不満を

募らせたことは想像に難くない。 

連邦農業省は，2010 年 7 月 1 日時点におけるロシア全国の穀物在庫は 2,170 万トン（う

ち 950 万トンが政府の介入在庫）であるとしていた35）。統計によれば，2010 年の穀物収穫

量は国内需要量より 1 千万トン程度少なく，それだけ在庫が減少するはずであるが，ズロ

チェフスキー・ロシア穀物連盟会長は，2011 年 4 月 1 末時点の穀物在庫は 2,600 万トン，

7 月 1 日時点でも 1,900 万トンと推定されるとしている36）。また，トカチョフ・クラスノ

ダール地方知事（当時。現連邦農業大臣）は，同地方内の穀物エレベーターには，総容量の

4 分の 1 に当たる約 200 万トンの前年産穀物が残っており，このままでは当年産穀物の収

穫・保管に差し支えるとして早期の輸出規制解除をプーチン首相及びズブコフ第一副首相

に要請した旨報じられている37）。いずれも早期の穀物輸出再開を求める立場での発言であ

ることを割り引いて考える必要はあるかもしれないが，小麦の生産者販売価格が 11 年 2 月

から年度末の同年 6 月まで低下を続けていたことから見ても（第 3 図），2010/11 年度の穀

物需給は，政府が輸出禁止措置を発動する際に見込んだほど逼迫していなかった可能性が

ある。 

ロシア政府は，穀物価格の高騰が国民生活に悪影響を及ぼすおそれに対しては敏感に反

応する。その一方で，政府は穀物の在庫状況などを必ずしも十分に把握できていないように

思われ，また，輸出業者は国内需給よりも輸出優先の立場で行動するため，結果的に，当時

のロシア連邦政府の輸出規制措置は，安全を見越した必要以上に厳しいものになった側面

があるように思われる。特に，2010/11 年度当時，ロシア農政を率いていたのはズブコフ第

一副首相とスクルィンニク連邦農業大臣であり，経済活動に対する統制色の強い体制だっ

たことも，当時のロシア連邦政府が輸入禁止措置の発動という判断を行う重要な背景とな

                                                   
35） 2010 年 7 月 23 日に開催された干ばつ対策会議でスクルィンニク農業大臣が報告した数値（ロシア連邦農業省

2010）。 

36） ウズベコヴァ 2011。この記事の中で，ズロチェフスキー会長は，農業生産者は補助金を受けるために干ばつの

被害を大きく申告しており，実際の収穫量は統計より 500 万トン多かったとも述べている。 

37） 農民報知 2011。 
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ったと推測される。 

二つ目は輸出先国の変化である。第 7 図に 2001/02 年度以降の小麦輸出量の推移を仕向

先地域別に示した。2004/05 年度以降，ロシアの小麦輸出は主として中東及び北アフリカ地

域に向けられており，2014/15 年度においては小麦輸出量 2,190 万トンの 62％に当たる

1,367 万トンが両地域に輸出されている。国別に見ると，ロシアの小麦輸出先上位 3 か国

は，直近 3 年度（2012/13 年度～2014/15 年度）の平均値でエジプト（331 万トン），トル

コ（320 万トン），イラン（112 万トン）となっており，3 か国だけでこの時期のロシアの

小麦輸出量の 45％を占めている。 

 

興味深いのは，ロシアが穀物輸入禁止措置を発動した 2010/11 年度をピークとして，ロ

シアの穀物輸出量に占める中東・北アフリカ地域の割合が低下していることである。そこで

Global Trade Atlas を用いて，2010/11 年度の前後で中東・北アフリカ地域に対する世界各

国の小麦輸出量の変化を把握した。具体的には 2009 年と 2013 年（いずれも暦年）で比較

すると，中東・北アフリカ地域全体に対しては，輸出量が減少した国がロシア 380 万トン，

カナダ 249 万トンなどに対し，増加した国がルーマニア 214 万トン，インド 150 万トン，

ブルガリア 97 万トン，ウクライナ 92 万トンなどとなっている。 

特に，世界最大の小麦輸入国であるエジプトについて見ると，ロシア，フランス等の輸出

が減少する一方，ウクライナ，ルーマニア，米国等の輸出が増加していた。中東・北アフリ

カ市場では，ロシアが最大の小麦輸出国の地位を維持し続けているものの，ロシアからの輸

出量が 2010/11 年度の穀物輸出禁止によるブランクや 2012/13 年度の不作の影響を受けて

減少する一方で，新たな輸出国の登場や伝統的輸出国の巻き返しがある程度進んでいたこ

とがわかる。 

その一方で，ロシアの小麦輸出先としてのウエイトを高めたのがサブサハラ・アフリカ地
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域であり，2014/15 年度には，ロシアのこの地域への小麦輸出量は 333 万トン，総輸出量に

占める割合は 15.2%となった。この地域の主な輸出先国はナイジェリア，南アフリカ，ケニ

ア，タンザニアであり，4 か国で 231 万トンを輸入している。 

かつて，米国がソ連のアフガニスタン侵攻に対する制裁としてソ連に対する穀物禁輸措

置を講じ，ソ連はこれに穀物輸入先の変更で対抗したが，その時のソ連のように，ロシアの

穀物輸出禁止措置の発動によって小麦輸入先の変更を余儀なくされた中東・北アフリカ諸

国は，ロシア以外に小麦の供給先を求め，一方でこれまでロシアの輸出増加で中東・北アフ

リカ諸国の市場でシェアを落としていた伝統的小麦輸出国や新興の輸出国がこれに呼応し

て市場の取り返しを図ったものと思われる。その結果，ロシアは，輸出禁止再開後，中東・

北アフリカ諸国に対してかつてと同じ規模の輸出を行うことができなくなり，新たな市場

の開拓を求められたと考えられる。 

 

（イ） ロシア政府の姿勢の変化 

2010/11 年度に穀物輸出禁止措置を発動したことに伴い上記のような副作用が発生した

こともあって，それ以降はロシア連邦政府も穀物輸出制限の発動に慎重になったように思

われる。2012/13 年度の凶作と穀物価格上昇に対する対応と，2014/15 年度以降のルーブル

安に伴う穀物価格上昇に対する対応について確認してみよう。 

2012/13 年度の穀物収穫量（2012 年産）は 7,091 万トンで，2010 年より多かったもの

の，国内需要量ぎりぎりの水準に落ち込んだ。一方，第 17 表に示すように，同年のロシア

の小麦収穫量は 2010 年よりも少なく，在庫の状況を見ても，2012/13 年度のロシアの小麦

需給は 2010/11 年度よりむしろ厳しかったと考えられる。 

第 4 図に示すように，厳しい需給状況を反映して小麦生産者価格（ルーブル/トン）は上

昇し，年度初めの 2012 年 7 月の 5,699 ルーブルが，ピークの 2013 年 3 月には 9,593 ルー

ブルに達した（2010/11 年度のピークは 2011 年 3 月の 6,396 ルーブル）。しかし，2012/13

年度には穀物輸出制限措置は発動されなかった。一方，第 5 図で 2012/13 年度のロシアの

小麦輸出量の推移を見ると，第 1 及び第 2 四半期に比べて第 3 及び第 4 四半期の小麦輸出

量が大きく減少している。 

2012/13 年度後半の小麦輸出量が小さくなった重要な理由と考えられるのが，ロシア国内

の小麦価格上昇に起因する小麦輸出価格の上昇である。第 4 図に示したロシアと米国の小

麦輸出価格は，米国の方が対象を品質の高い小麦に絞った価格となっているため，通常であ

れば米国の輸出価格の方が高くなるはずだが（脚注 33 参照），2013 年 1 月から 3 月にお

いてはロシアの輸出価格が米国のそれを上回っている。この時期には，おそらく品質に見合

わない高価格が輸入国に敬遠され，ロシアの小麦輸出を抑制する要因になったと考えられ

る。 

また，2010/11 年度と 2012/13 年度のロシア連邦政府の対応の違いには，農政を担当する

閣僚の交代も少なからず影響していたと考えられる。2010/11 年度の体制については既に述

べたが，2012/13 年度の時点では，農政の担当がドヴォルコヴィッチ副首相とフョードロフ
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連邦農業大臣という経済リベラル派の体制に代わっており，このことも，ロシア連邦政府の

政策形成において，穀物輸出制限のような統制色の強い措置は回避する方向で作用したと

考えられる。 

2014/15 年度の小麦価格高騰の際には，2015 年 2 月～5 月に小麦輸出関税が適用された

が，このときロシアは，ウクライナ危機に伴う欧米諸国との経済制裁の応酬や原油安に伴う

ルーブルの暴落という特殊な状況下にあった。2014 年後半から 2015 年にかけては，ルー

ブル安やロシアが 2014 年 8 月から欧米諸国に対して発動した食品輸入禁止措置の影響に

よって，インフレの進行，特に食品価格の上昇が問題となっていた。こういう状況下では，

2012/13 年度のように，在庫の減少で小麦の国内価格が上昇することによって輸出が自然に

抑制され，翌年度の新穀が出回る頃には国内価格も下がる，という市場メカニズムに任せる

対応を採る余地はなかったと考えられる。 

それでも，2014/15 年度は穀物（小麦）が豊作で，価格の上昇はともかく，数量的には需

給に余裕があり，輸出関税率も 2008 年と比べて低く押さえられたため，第 5 図に示すとお

り，小麦輸出関税が適用された年度後半にも，第 3 四半期 308 万トン，第 4 四半期 243 万

トンと相当量の小麦輸出が継続された。また，輸出関税の適用期間も，当初は 2015 年 6 月

30 日までとされていたが，同年 4 月に着任したトカチョフ連邦農業大臣の下で，期限を繰

り上げて 2015 年 5 月 14 日をもって終了している。 

トカチョフ氏の連邦農業大臣就任（ドヴォルコヴィッチ副首相は異動なし）は，穀物輸出

については促進の方向に働いている。同氏は，2010/11 年度の穀物輸入禁止措置発動当時

に，クラスノダール地方知事として措置の早期解除を求めた人である。クラスノダール地方

は既述のとおりロシア最大の小麦産地で，最大の穀物輸出港ノヴォロシースクを抱えてい

る。そしてトカチョフ氏自身，親族が同地方で穀物生産などを行うアグロホールディングを

経営している。同氏は，地域的・個人的利害の観点から穀物輸出促進派であって，穀物輸出

に対する制限は避けたいという基本姿勢の持ち主と推測される。 

穀物輸出に対する制限をできるだけ避けるという姿勢は，2015 年 7 月から（おそらく恒

久的な措置を意図して）導入された小麦輸出関税の，導入後の経過からも窺える。7 月に導

入された当初の制度は，ルーブル換算した小麦の輸出価格が 11,000 ルーブル/トン（以下，

仮にこれを「境界輸出価格」という）を下回っている場合は，輸出関税は 10 ルーブル/トン

という軽微な額を形式的に課すだけだが，輸出価格が 11,000 ルーブル/トンを上回ると，上

回った金額の半分が輸出関税として徴収されるという仕組みだった（11,000 ルーブルの境

界輸出価格は，第 4 図に（ⅰ）で示した）。 

第 4 図に示すとおり，導入後間もなくしてルーブル換算の小麦輸出価格が境界輸出価格

の 11,000 ルーブルを上回るようになったため，同年 10 月から境界輸出価格が 13,000 ルー

ブル/トンに引き上げられ（第 4 図に（ⅱ）で示した），ルーブル換算の小麦輸出額が再び

境界輸出価格を下回るようになった。この見直しは，ルーブル安の進行等によってルーブル

換算の小麦輸出価格が境界輸出価格を上回り，実質的な輸出関税が賦課されることによっ

て輸出が抑制されることを懸念した穀物生産者等の要請を受けて行われたものであり（ヴ
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ェドモスチ 2015），これも穀物輸出に対する制限をできるだけ避けるという，現在のロシ

ア農政当局の姿勢の表れと考えることができよう。 

 

３） 穀物輸出制限措置についてのまとめ 

伝統的小麦輸出国である米国と，新興小麦輸出国であるロシアを比較した場合，ロシアの

小麦輸出の特徴は輸出量の不安定さにある。ロシアが穀物の純輸出国に転換した 2001/02

年度以降毎年の四半期別小麦輸出量の推移を，ロシアについては第 5 図，米国については

第 6 図に示したが，両図を比較すると，米国と比べたロシアの小麦輸出の不安定さが視覚

的にも理解できる。 

米国の小麦輸出（第 6 図）は，年度内の四半期ごとの数量の差が比較的少なく，年間を通

じてかなり均等に輸出が行われている。各四半期の輸出量は最低でも 400 万トンを上回っ

ている。これに対しロシアの小麦輸出は，年度内の前半（第 1，第 2 四半期）に集中し，年

度後半の輸出量が少ないという傾向があり，さらに年によっては穀物輸出制限措置の適用

等によって一時的に輸出が途切れる時期がある。米国と比べてロシアの小麦輸出量の変動

が大きい理由は，基本的には，穀物生産量の変動の大きさ，穀物生産量に対する国内消費量

の大きさ（輸出余力の小ささ）にあること，ロシアの場合小麦輸出の不安定性を穀物輸出制

限が増幅していると考えられるが，穀物輸出制限が小麦輸出の不安定性を増幅しているこ

とは，第 5 図と第 6 図を対比するとよくわかる。 

米国の小麦輸出量が年間を通じてかなり安定している背景には，農場レベルでの保管施

設の充実と価格支持融資制度等の存在によって，穀物農家が収穫期直後に必要な資金を確

保しつつ，収穫物を保管して市況を見ながら有利な時期に随時出荷できる体制が確保され

ていることが指摘できる38）。これに対しロシアは，穀物保管施設がかなり整備されてきた

とはいえ，まだまだ十分ではなく，米国の価格支持融資制度に類似した制度も設けられては

いるが，価格低落時に発動される買入介入に付随した限定的なものであるため39），収穫直

後の年度初めに穀物の出荷・輸出が集中することになっていると推測される。また，ロシア

政府がしばしば穀物の輸出制限措置を発動してきた背景には，こうした事情による需給状

況の見通しの立てにくさが影響している可能性もある。政策当局者が市場への介入をため

らわない傾向にある人の場合はなおさらである。 

その意味では，2010/11 年度の穀物輸出禁止措置の経験から，それ以降はロシア連邦政府

が穀物輸出制限措置の発動に慎重になっており，特に現在のロシア農政の体制は穀物輸出

については促進的であることは，小麦輸入国からは歓迎すべき状況と評価できよう。一方，

ロシア農政においては，食料安全保障の確保に最大の価値が置かれていることを忘れては

ならない。2016 年 9 月末にトカチョフ農相がプーチン大統領と面会し，穀物の収穫や輸出

                                                   
38） 米国の価格支持融資制度については，勝又 2014，39-40 頁。 

39） 「抵当オペレーション」（залоговая операция）と呼ばれる制度で，買入介入に参加して買入機関に穀物を売

却した農業生産者は，穀物の価格動向を見て，価格が当該売却価格を上回って上昇する場合には，買戻権を行使して

穀物を売却価格で買い戻し，市場において時価で販売することを選択できる。 
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の見通しについて報告を行った際，穀物輸出の拡大について積極的な報告を行ったトカチ

ョフ農相に対し，プーチン大統領は，最も重要な課題はロシアの食料安全保障の確保（飼料

用，食用の穀物の確保）であると釘を刺している40）。 

ロシア国内の穀物価格の上昇は，食品価格については原価に占める割合が小さいため，ま

だ比較的影響が少ないとしても，穀物を飼料として用い，これが生産コストに占める割合の

高い畜産業の経営には悪影響を及ぼす。穀物の生産と輸出の拡大と同様，食肉等の畜産物の

生産の拡大と自給率の向上もロシア農政の重要課題である。2010/11 年度以前のような強引

な穀物輸出制限措置の発動は，今後も可能な限り抑制されるだろうが，穀物の輸出規制は，

穀物の生産・輸出の拡大と食肉等の畜産物の生産拡大と自給率向上を両立し，ロシアの食料

安全保障を確保するための手段として，今後もしばしば，その発動と措置の程度が取りざた

されることになるだろう。 

 

（２） 食肉の輸入抑制政策 

 

１） 食肉の関税割当制度 

ロシアにおいては，1990 年代に縮小した畜産の回復が農政の重要課題となっており，食

肉については，輸入を抑制し国産による代替を進める観点から，2003 年に関税割当制度が

導入された41）。ロシアは，WTO 加盟交渉でもこの制度の存続を勝ち取り，制度は今日まで

存続している。第 18 表に 2006 年から WTO に加盟する直前の 2012 年までと，WTO 加盟

後でロシアの食肉関税割当制度がどのように変化してきたかを整理したので，以下具体的

に見ていこう。 

ロシアの食肉関税割当制度は，2003 年の発足後，WTO 加盟前に加盟交渉と絡んで大き

く運用が見直されているので，まずそこに着目したい。 

ロシアの WTO 加盟交渉は，1993 年 6 月の加盟申請から 2011 年 12 月の加盟承認まで

18 年にわたって続いたが，その過程において，ロシアの食肉の関税割当制度は，ロシアに

対する食肉の輸出国である米国や EU との間で交渉の重要なテーマとなった。2004 年頃ロ

シアが WTO 加盟に近づいた際には，食肉の関税割当制度についてもこれら諸国と合意が

成立し，ロシアにおいては，その合意に基づき 2006 年から 2009 年の間，関税割当枠の段

階的拡大や枠内･枠外関税率の引き下げを行う内容の政令（ロシア連邦政令2005年732号。

以下「2005 年政令」）が定められた。 

しかし，その当時はロシアの WTO 加盟交渉は最終合意に至らず，ロシアの食肉関税割当

                                                   
40） ロシア連邦大統領府 2016。プーチン大統領はトカチョフ農相に対し「第一に，我々は輸出に当たって何よりも

自らの利益の確保を，自らの国内市場のことを考慮しなければいけません。すなわち，飼料や国民のパンを確保する

ことです。輸出の拡大に当たっても，ロシアに必要なものを確保すること，これが最優先の課題です。」と指摘し

た。 

41） 関税割当制度は，特定の物品につき低率の一次税率が適用される数量枠を超えた輸入には高率の二次税率を適用

して過度の輸入増加を抑制する仕組み。WTO でも許容されている。ロシアは牛肉・豚肉について 2003 年からこの

制度を導入した。家禽肉については，2003 年当初は輸入割当制度（一定数量を限って輸入を認める仕組みで，WTO

では許容されていない）が導入され，2005 年から関税割当制度に移行した。 
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制度の運用は，次第に 2005 年政令に定められた内容から離れ，市場を開放しない方向に転

換していった。第 18 表では，2006 年から 2009 年については，2005 年政令で当初定めら

れた内容（当初）と，その後毎年定められる政令で変更された内容（実行）とを対比したが，

家禽肉・豚肉と牛肉で対照的な対応が採られており興味深い。そして 2009 年が明らかな画

期となっているので，品目別に見ていこう。 

家禽肉では，関税割当枠については，2005 年政令で定められた拡大が 2006 年（113 万ト

ン）から 2008 年（121 万トン）まで予定どおり実施された。枠内関税率についても，2005

年政令で定められた関税率（25%，0.2 ユーロ/kg 以上）が予定どおり維持された。一方，

枠外関税率については，2005 年政令で定められた引下げは実行されず，2006 年から 2008

年まで同じ水準（60%，0.48 ユーロ/kg 以上）に据え置かれた。これが 2009 年になると，

枠内関税率だけは同じ水準に維持されたものの，関税割当枠は 125 万トンに拡大する予定

が 95 万トンに縮小され，枠外関税率は「80%，0.7 ユーロ/kg 以上」に引き上げられた。

2005 年政令がそのまま実施されていれば「40%，0.32 ユーロ/kg 以上」に下がっているは

ずだった。 

豚肉では，関税割当枠については，2005 年政令で定められた枠の拡大が 2006 年（47.6

万トン）から 2009 年（53.2 万トン）まで予定どおり実施された。枠内関税率も，2006 年

から 2009 年まで 2005 年政令で定められた水準（生鮮・冷蔵：15%，0.25 ユーロ/kg 以上，

冷凍：15%，0.2 ユーロ/kg 以上）が維持された。一方，枠外関税率については，2005 年政

令で定められた引下げは実行されず，2006 年から 2008 年まで同じ水準（60%，1.0 ユーロ

/kg 以上）に据え置かれた。家禽肉と同じく 2009 年には状況が変わり，枠外関税率は「75%，

1.5 ユーロ/kg 以上」に引き上げられた。2005 年政令どおりなら「40%，0.55 ユーロ/kg 以

上」まで引き下げられているはずだった。 

牛肉については，一旦決めた市場開放を縮小する方向に舵を切った家禽肉・豚肉とは異な

り，2005 年政令で予定していた以上に市場開放が進められた。牛肉は関税分類が生鮮・冷

蔵と冷凍で別になるが，制度運営の基本的な方針は共通しているので，冷凍牛肉を例に見て

みると，関税割当枠については，2005 年政令で定められた枠の拡大が 2006 年（43.5 万ト

ン）から 2009 年（45 万トン）まで予定どおり実施され，枠内関税率も予定の水準（15%，

0.15 ユーロ/kg 以上）が維持された。一方枠外関税率は，2005 年政令では 2006 年から 2009

年の間に「55%，0.55 ユーロ/kg 以上」から「40%，0.4 ユーロ/kg 以上」まで段階的に引き

下げる予定だったものを変更し，2006 年にいきなり「40%，0.4 ユーロ/kg 以上」とし，さ

らに 2007 年には「30%，0.3 ユーロ/kg 以上」まで引き下げている。そして引き下げた枠外

関税率は 2009 年まで維持されている。 

ここからは，当時継続していた WTO 加盟交渉において，国内生産の拡大が順調に進む家

禽肉や，それを追いかけることができそうな豚肉を優先的に保護する一方，国内生産の停

滞・縮小が進む牛肉では輸出国側に譲歩するというロシアの基本姿勢が窺える。そして 2009
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年に家禽肉や豚肉の輸入抑制に舵を切ったこと等により42），同年以降家禽肉を中心に食肉

の輸入が大きく減少に転じ43），養鶏や養豚の生産拡大が加速し（第 20 表），食肉の自給率

は向上していく（第 19 表）。 

それでは WTO 加盟交渉の結果はどのようになったか第 18 表で確認してみよう。家禽肉

及び牛肉では関税割当制度が維持され，割当枠を若干拡充する一方で関税率は現状維持と

いう結果になった。一方豚肉では，関税割当制度は当面維持されたものの，2020 年には廃

止することとなった。さらに，関税率は，WTO 加盟後直ちに枠内関税率が「15％，0.25 ユ

ーロ/kg 以上」から 0％，枠外関税率が「75％，1.5 ユーロ/kg 以上」から 65％に引き下げ

られ，2020 年の関税割当制度廃止後は 25％に一本化されることとなった。さらに生きた豚

についても加盟後直ちに関税率を「40％，0.5 ユーロ/kg 以上」から 5％に引き下げること

となった44）。上記で推測された「家禽肉・豚肉は守り牛肉では譲る」というロシアの基本方

針とは合致しないが，ロシアへの豚肉輸出を増やしたい EU 等との交渉の結果，合意全体

の中で豚肉について譲歩を余儀なくされたものと推測される。 

このため，2012 年 8 月にロシアが WTO 加盟した後は，豚肉や生きた豚の輸入量が増加

し，回復が進んできた豚肉生産が影響を受けるおそれがあったが45），実際には WTO 加盟後

にいずれも輸入量が減少した。その理由についてはのちほど（３）で確認する。 

 

                                                   
42） ロシアが 2009 年に食肉輸入を抑制する方向に明確に転換したことは，翌 2010 年 1 月に「食料安保ドクトリ

ン」を公表し，食料自給率の向上を目指す方針を示したこととも時期的に符合するものがある。 

43） リーマンショックの波及によるロシアの景気悪化も食肉輸入量の減少に寄与した可能性がある。 

44） ロシアに対する食肉の輸出国は，牛肉及び豚肉についてはブラジル等の南米諸国や EU 諸国，家禽肉については

米国のシェアが高いが，ブラジル等の南米諸国については開発途上国として特恵関税が適用され，特恵関税非適用国

に対して適用される関税率（表 6-3 所掲の関税率）に対して 25％低い関税率が適用されることとなるため，これら

諸国が有利な立場に立つこととなる。 

45） 生きた豚については，豚肉の二次税率よりも関税が大幅に安いので，生きた豚を輸入しロシア国内で肉にすると

いう形で豚肉の関税割当制度をすり抜ける貿易が増えることも懸念された。 
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第 18 表 WTO 加盟まで（2006～2012 年）及び加盟後のロシアの食肉関税割当制度の推移 

  2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 

WTO 加盟後 

2019 年ま
で 

2020 年 

家
禽
肉 

割当枠 

（千トン） 
1,130.8  1,171.2  1,211.6  

実行:952 

当初:1,252 (*2) 
780 350 (*3) 330 364 

関
税
率 

枠内 25%､0.2€/kg 以上 25%､0.2€/kg 以上 25% 

枠
外 

実行 60%，0.48€/kg 以上 80%，0.7€/kg 以上 
80%，0.7€/kg 以上 80% 

当初 (*1) 60%，0.48€/kg 以上 50%，0.4€/kg 以上 40%，0.32€/kg 以上 

豚
肉 

割当枠（千トン） 476.1 511.3 (*4) 521.5 531.9 500 500 430 430 廃止 

関
税
率 

枠内 
生鮮・冷蔵：15%､0.25€/kg 以上 

15%､0.25€/kg 以上 0% 

25% 

冷凍：15%､0.2€/kg 以上 

枠
外 

実行 60%，1.0€/kg 以上 75%，1.5€/kg 以上 

75%，1.5€/kg 以上 65% 
当初 (*1) 60%，1.0€/kg 以上 55%，0.9€/kg 以上 

50%，0.83€/kg 以
上 

40%，0.55€/kg 以上 

牛
肉 

生
鮮
冷
蔵 

割当枠（千トン） 27.8 28.3 28.9 29.5 30 30 30 40 

関
税
率 

枠内 15%，0.2€/kg 以上 15%，0.2€/kg 以上 15% 

枠
外 

実行 40%，0.4€/kg 以上 30%，0.3€/kg 以上 
50%，1€/kg 以上 55% 

当初 (*1) 55%，0.7€/kg 以上 50%，65€/kg 以上 45%，0.6€/kg 以上 40%，0.53€/kg 以上 

冷
凍 

割当枠（千トン） 435 440 445 450 530 530 530 530 

関
税
率 

枠内 15%，0.15€/kg 以上 15%，0.2€/kg 以上 15% 

枠

外 

実行 40%，0.4€/kg 以上 30%，0.3€/kg 以上 

50%，1€/kg 以上 55% 
当初 (*1) 55%，0.55€/kg 以上 

52.5%，0.53€/kg 以
上 

50%，0.5€/kg 以上 40%，0.4€/kg 以上 

出典：関係のロシア連邦政令，ベラルーシ・カザフスタン・ロシア関税同盟決定，ロシア WTO 加盟議定書（WTO2011）より筆者作成．。 

注 1）関税率欄の「当初」とは，2005 年政令 732 号により当初定められた各年の関税率上限．「実行」はその後毎年個別の政令によって定められ実際に適用された関税率． 

注 2）家禽肉の 2009 年の割当枠は，2005 年政令 732 号により定められた当初 1,252 千トンだったが,2008 年政令 918 号により 952 千トンに削減された． 

注 3）家禽肉の 2011 年以降の割当枠は，対象品目が一部の冷凍鶏肉及び冷凍七面鳥肉に限定されている（2010 年以前は家禽肉すべてが対象）． 

注 4）豚肉の 2007 年以降の割当枠にはトリミング（主要部位を取った後に出る端切れの肉）を含む． 
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第 19 表 ロシア連邦食肉・肉製品需給表（単位：千トン） 

  1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

供給 12,581 9,076 7,101 8,658 9,084 9,643 10,249 10,383 10,826 11,029 11,591 11,863 11,892 11,732 

 期首在庫 934 1,030 560 592 650 676 733 744 804 802 791 838 870 807 

 生産 10,112 5,796 4,446 4,972 5,259 5,790 6,268 6,720 7,167 7,520 8,090 8,545 9,070 9,565 

 輸入 1,535 2,250 2,095 3,094 3,175 3,177 3,248 2,919 2,855 2,707 2,710 2,480 1,952 1,360 

消費 12,581 9,076 7,101 8,658 9,084 9,643 10,249 10,383 10,826 11,029 11,591 11,863 11,892 11,732 

 個人消費 11,113 8,087 6,564 7,871 8,287 8,774 9,353 9,455 9,871 10,109 10,546 10,812 10,876 10,712 

 原料消費 331 135 57 54 52 55 45 41 37 36 56 51 56 47 

 減耗 123 46 14 16 13 16 17 18 19 17 23 19 18 18 

 輸出 60 13 35 67 57 65 90 65 97 76 128 117 135 143 

 期末在庫 954 795 431 650 675 733 744 804 802 791 838 864 807 712 

純輸入量 1,475 2,237 2,060 3,027 3,118 3,112 3,158 2,854 2,758 2,631 2,582 2,363 1,817 1,217 

自給率（%） 87.4  70.1  67.0  62.6  63.0  65.5  66.6  70.6  72.2  74.0  76.1  78.5  82.8  88.8  

出典：ロシア連邦統計庁ウェブサイト． 

注）純輸入量及び自給率はロシア連邦統計庁ウェブサイトから筆者計算。自給率の計算は下記の日本の食料需給表の方式による． 

自給率＝国内生産量／国内消費仕向量×100 〔国内消費仕向量＝国内生産量＋輸入量－輸出量－在庫の増加量（又は＋在庫の減少量）〕 

 

第 20 表 ロシアの食肉生産・輸入量の推移（単位：千トン） 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

生産 

家禽肉 768  886  956  1,048  1,192  1,388  1,632  1,925  2,217  2,555  2,847  3,204  3,625  3,831  4,161  4,536  

豚肉 1,578  1,515  1,608  1,743  1,686  1,569  1,699  1,930  2,042  2,170  2,331  2,428  2,560  2,816  2,974  3,099  

牛肉 1,898  1,879  1,967  2,002  1,954  1,809  1,722  1,699  1,769  1,741  1,727  1,625  1,642  1,633  1,654  1,649  

輸入 

家禽肉 687  1,391  1,375  1,190  1,101  1,318  1,274  1,287  1,218  965  650  419  528  528  455  255  

豚肉 213  398  602  535  455  563  626  672  791  650  642  666  735  620  372  305  

牛肉 282  476  505  508  511  696  670  734  811  651  627  604  656  661  634  438  

出典：生産量－ロシア連邦統計庁ウェブサイト，輸入量－ロシア連邦税関庁「通関統計」, 同通関統計データベース. 

注）「生産」については，表 19，本表とも「と体重」ベースだが，表 19 の方が本表所掲以外の肉も含むため，本表の合計より若干数値が大きい。「輸入」については，本表が通
関統計の原数値（部分肉ベース）なのに対し，表 19 では「と体重」ベースに換算しているため，両者を直接比較することはできない．数値は，本表の合計より表 19 の方がかなり
大きくなる． 

 

 



41 

 

（３） 対外政策の手段としての農水産物輸入禁止措置 

 

１） 豚肉等の輸入制限措置 

WTO 加盟前後のロシアの豚肉及び生きた豚の輸入動向を，月別の貿易統計を用いて詳細

に確認してみよう。豚肉については第 8 図に 2012～2015 年における，また生きた豚につ

いては第 9 図に 2011～2015 年におけるロシアの国別輸入量の推移を示した。 

 

（ア） 豚肉の輸入制限措置 

豚肉から見ていこう。第 8 図で年間の豚肉総輸入量の推移を見ると，2012 年には 74 万

トンに上ったが，それ以降年を追って減少し，2015 年には 30 万トンとなった。WTO 加盟

前に懸念された輸入の増加は起きず，逆に減少が進んだ。次に月別の輸入量の変化を見ると，

まず目立つのは，ロシアの月間豚肉輸入量が毎年 12 月から翌年 1 月にかけて大きく減少す

ることだが，これはおそらく需要の季節的変動によるものと考えられる。ここで注目したい

のは，主要輸入先国が次々と入れ替わっていることである。 

ロシアの豚肉の主要輸入先国は，2012 年には数量順に，EU29 万トン，カナダ 18 万ト

ン，ブラジル 12 万トン，米国 9 万トンだった。2013 年に入ると，米国からの輸入は激減

し，5 月以降は完全に途切れてしまう（年間で 2.7 万トン）。カナダからの輸入も半分近く

減少し年間 10 万トンとなった。米・加からの輸入の減少を一部補う形で 2013 年に増加し

たのが EU からの輸入だったが（2013 年 35 万トン），こちらも 2014 年に入ると激減少す

る（年間 1.9 万トン）。そして 2014 年 8 月には，ロシアが米国，カナダ，EU 等を対象とし

て食品輸入禁止措置を発動したため，復活していた米加からの輸入も含め，これら欧米諸国

からの豚肉輸入は同年 10 月を最後に完全に途切れてしまった。主要輸入先国の中で最後ま

で残ったのはブラジルで，他の主要国の減少分をある程度補う形でロシアへの豚肉輸出を

増やした46）。 

ロシアの WTO 加盟後に，豚肉の輸入が増えることなく，欧米諸国からの輸入が次々と減

少し，年間の豚肉総輸入量が年を追って減少した背景で，重要な役割を担ったと考えられる

のが，動物衛生上の措置を理由とする輸入規制の発動である（2014 年の食品輸入禁止措置

については後述する）。 

ロシアは，2012 年 12 月，成長促進剤ラクトパミンを使用している国（米国，カナダ，ブ

ラジル，メキシコ）からの牛肉及び豚肉の輸入について，ラクトパミンを含有していないこ

とを輸出国の機関が証明した書類を添付すること等を要求した（ロシア連邦動植物衛生監督庁

2012a，2012b）。2013 年 2 月からは，こうした証明書が発給されないことを理由として米

国からの豚肉及び牛肉の輸入を停止し（ロシア連邦動植物衛生監督庁 2013a），同年 5 月に

はカナダの対露食肉輸出企業のリストを縮小したことが報じられている（イタル・タス

2013）。 

                                                   
46） 量的にはあまり大きくないが，ブラジル以外でロシアへの豚肉輸出を増やした国（第 8 図では「その他」に含

まれる）としては，チリ，セルビアなど。 
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さらにロシアは，動物疾病（アフリカ豚コレラ）の発生を理由として，2014 年 1 月以降

EU からの生きた豚や豚肉の輸入を禁止した。当時 EU 域内でアフリカ豚コレラへの感染が

確認された事案は，リトアニアやポーランドの野生のイノシシだけだったが，ロシアは EU

全域を対象に生きた豚や豚肉の輸入を禁止した。 

先に確認したロシアの EU，米国，カナダからの豚肉輸入量が急激に減少する時期は，こ

れら輸入規制措置の発動時期と概ね一致している。 

 

（イ） 生きた豚の輸入制限措置 

生きた豚については，第 9 図にロシアの月別輸入量（重量）の推移を整理した47）。2011

年から 2012 年にかけて輸入量の大きな変化が起きているため，豚肉より 1 年長く 2011 年

から 2015 年までの輸入量を示した。年間輸入量の推移を見ると，2011 年には計 70,615 ト

ンの生きた豚の輸入があったが，2012 年以降は輸入量が激減し，2015 年には年間でわずか

261 トンしか輸入されなかった。生きた豚については，ロシアの WTO 加盟合意で関税が大

幅に引き下げられており（40％，ただし 0.5 ユーロ/kg 以上→5％），2012 年 8 月の WTO

加盟以降，豚肉の関税割当制度を迂回するような形で生きた豚の食用目的での輸入が増え

ることが懸念されたが，既に 2012 年 4 月から輸入量が激減しており，輸入量はその後もさ

らに減少したため，懸念されたような事態が起きることはなかった。 

ロシアの生きた豚の輸入先国・地域は，EU とベラルーシがほとんどであり，2012 年 3

月までは EU からの輸入量が多かったが，これが同年 4 月に激減し，ベラルーシからの輸

入も 2013 年 7 月以降激減した。こうした生きた豚輸入量の低下については，豚肉と同様に

動物衛生上の措置の発動が強く関係していると考えられる。 

2012 年 4 月に EU からの生きた豚の輸入量が大幅に減少したのは，ロシアが動物疾病

（シュマレンベルグ・ウィルス等による感染症）の発生を理由として 2012 年 3 月以降 EU

からの生きた牛，豚等の食用目的での輸入を停止（育種改良目的での輸入は強化された検査

の下で認められる）したためと見られる（ロシア連邦動植物衛生監督庁 2013b）。その後，

2013 年には一時的にベラルーシからの輸入が増加したが，こちらも同年 6 月以降別の動物

疾病（アフリカ豚コレラ）の発生を理由にベラルーシの一部の州からの輸入が禁止され，同

年 9 月には禁止の対象がベラルーシ全土に拡大されている（ロシア連邦動植物衛生監督庁

ウェブサイト）48）。 

 

（ウ） 豚肉等の輸入制限措置の効果と影響 

                                                   
47） ロシア連邦税関庁通関統計データベースからダウンロードできる生きた豚の輸入の統計には，価額，重量及び頭

数の数値が掲載されているが，頭数は一部に重量や価額との関係が不自然な値があること，ロシアの WTO 加盟に当

たり，生きた豚の輸入に関して懸念されたのは，育種等の目的での輸入ではなく，と殺して食肉として利用するため

の輸入の増加であることから，ここでは重量を指標として用いることとした。 

48） ロシア連邦動植物衛生監督庁ウェブサイトの国別輸出入規制状況を示したページでベラルーシの状況を見ると

（http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport/belarus/restrictions.html），ロシアのベラルーシからの生きた豚の輸入

の禁止措置は，その後一部地域などを指定して限定的に解除されたようだが，ロシアの通関統計（ロシア連邦税関庁

通関統計データベース）で見る限り，2013 年 9 月～2015 年 11 月までベラルーシからの生きた豚の輸入は行われて

いない（2015 年 12 月になって若干の輸入があった）。 
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ロシアが豚肉や生きた豚の輸入について動物衛生上の輸入規制措置を発動したことが，

結果的にロシアの豚肉生産増加と輸入代替・自給率向上に寄与したことは間違いない。ロシ

アは WTO 加盟交渉の中では豚肉及び生きた豚で EU 等の輸出国に譲歩せざるを得ず，そ

こが家禽肉・豚肉を中心として食肉の輸入代替を推進したいロシアの足かせとなる可能性

があったが，動物衛生上の輸入規制措置の発動を続けることによって，その可能性を封じた

のである49）。 

一方，こうしたロシアによる動植物衛生上の措置の発動を巡っては，輸出国側からの反発

があり，OECD 等の場でも議論となっている。特に 2014 年 1 月に EU に対して発動した

豚肉等の輸入禁止については，EU が WTO の紛争解決手続きに訴え，2016 年 8 月にはロ

シアの措置を WTO 違反とするパネル（第一審）の報告が出て，ロシア・EU 双方が上級委

員会（第二審）に上訴した結果，2017 年 2 月にロシアの措置を WTO 違反とする判断が下

された50）。 

ロシアにおいては，二国間で他に懸案事項を抱えている国を対象として，あたかも対抗措

置であるかのようなタイミングで動植物衛生上や食品衛生上の措置を発動することが

WTO 加盟以前からしばしばあり（例えば，2005 年から 2006 年にかけて，スヴァールバル

諸島周辺海域の漁業管轄権を巡って争いのあったノルウェーに対して水産物の輸入規制を

発動した事案51）），純粋に動植物衛生上あるいは食品衛生上の必要に基づく措置なのか，二

国間の懸案を解決するための戦術の一つなのか，疑念を呼んできた実態がある。 

WTO 加盟によってこうした問題に歯止めがかかることも期待されたが，豚肉等の例に見

られるように，ロシアのプラクティスは変わることがなかった。そして 2014 年のウクライ

ナ危機によって欧米諸国との対立が激化すると，食品の輸入禁止措置を発動して欧米諸国

に対抗することになる。この措置も広い意味で食料安全保障の確保を目的とした農産物の

輸入制限措置の系譜に属するが，昨年度のレポートで記述したので今年度は省略する。 

                                                   
49） クリスティコヴァ 2013，18 頁では，（飼料価格高騰と供給過剰による豚肉価格の下落によって養豚の収益性が

低下しており）「今年（2013 年）豚肉輸入が少なくとも 20-30 万トン減少しなければ，どんな財政的支援も我々を

救うことはできない」とのコヴァリョフ全国養豚連盟会長の発言に続いて「連邦農業省及び連邦政府は業界の問題を

理解し，支援措置を採択した。特に有効だったのは，WTO のルールを考慮しつつ行った輸入の適正化だった」と述

べた上で，連邦動植物衛生監督庁による主要食肉輸出国に対する輸入制限措置や，ブラジル等の開発途上国からの豚

肉輸入に係る特恵関税適用の停止を紹介しており，ロシアの食肉業界においては，こうした食肉輸入制限措置を国内

養豚業に対する支援措置の一つとする受止め方があることを示している。 

50） EU は，2014 年 1 月からロシアが適用した豚肉等の輸入禁止が，アフリカ豚コレラの発生が一部地域に限られ

ていたにもかかわらず EU 全域を対象としたこと等が WTO・SPS 協定違反であるとして，同年 4 月に WTO の紛争

解決手続きに従ってロシアに二国間協議を求めた。協議は不調に終わったため，EU は同年 7 月，WTO・DSB

（Dispute Settlement Body：紛争解決機関）にパネル（小委員会）の設置を要請し，同月にその設置が決定され

た。その後パネルによる審理が行われ，2016 年 8 月に出されたパネル報告書は，ロシアの本件措置を WTO・SPS

協定違反と認定した。本パネル報告書に対しては，ロシア，EU ともに 9 月に上級委員会に上訴を提起した。以上の

経緯については WTO 2016（本件 EU・ロシア間紛争に係るパネル報告書）を参照した。 

51） 本件ノルウェーの事案については，2005 年の USDA , FAS 2005, p. 5 が「ロシアとノルウェーは，バレンツ海

のスヴァールバル諸島における漁業権を巡って紛争となっている。ロシアはこの水域で完全な主権を有するとのノル

ウェーの主張を受け入れていない。この紛争は，ロシアのトロール漁船がノルウェー沿岸警備隊員 2 名を乗せたまま

逃走した最近の事件によって強まった。ロシアの突然の輸入禁止のタイミングは，SPS 措置が，真の食品安全上の

懸案を解決するためよりも，政治的手段と報復のために使われたことを示唆している。」と報告する一方で，ロシア

の RIA Novosti 2005 は，「ロシアは，2006 年 1 月 1 日から保健上の理由によりノルウェー産の魚の輸入禁止を行

う。アレクセイ・ゴルデーエフ農相は『この（禁止）措置は政治とは無関係である』と述べた。」と報じている。 
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出典：ロシア連邦税関庁通関統計データベースより筆者作成． 

注）ロシアの WTO 加盟議定書発効は 2012 年 8 月． 
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出典：ロシア連邦税関庁通関統計データベースより筆者作成． 
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６． おわりに 

 

本稿においては，ロシアでは食料安全保障の確保が重視されていることに注目しながら，

ロシアがどのような農業政策や農産物貿易政策を講じているか整理した。 

ロシアの穀物輸出国としての側面を見ると，穀物輸出制限措置については，2010/11 年度

の穀物輸出禁止措置の発動が国内外に大きな副作用をもたらした経験から，それ以降は，穀

物輸出制限措置を発動することに慎重になり，発動する場合でも制限をできるだけ最小限

にとどめるようになっていることがわかった。また，穀物の市場介入制度については，国内

市場が国際市場と連動する中でも，広大な国土故に生じる地域的な需給不均衡を軽減する

役割を担っているものと推測された。 

ロシアにおいては，穀物輸出が発展し，安定的な輸出の継続についても配慮がなされるよ

うになる一方で，穀物の生産量に対する国内需要量が大きいため，輸出余力の厚みが伝統的

な輸出国と比べて薄いこと，天候による穀物の作柄の変動が大きいことを反映して，穀物供

給に関しては国内市場に対する数量と価格の両面における安定的供給が重視されており，

穀物の輸出と国内供給の安定の二者択一を迫られる状況に陥る前に，安全を見込んで早め

に後者を選択するという基本的なスタンスは変わらず維持されていると考えられる。 

一方，ロシアの農産物輸入国としての側面を見ると，WTO 加盟前から進められてきた畜

産物，とりわけ食肉の輸入に対する抑制を強め，輸入代替の促進を強力に推進する政策が堅

持されており，食肉等の輸入を様々な手段を通じて抑制・削減し，輸入代替と自給率向上を

図ろうとするロシアの行動が浮き彫りになった。しかし，これによって生産が拡大している

のは家禽肉，豚肉であり，牛肉生産や酪農は依然として停滞していることも明らかになった。 

ロシアが実施する穀物の輸出制限措置や畜産物の輸入抑制措置の背景には，国内市場に

おける穀物価格の安定は穀物輸出に優先し，畜産物の自給率向上のためにはあらゆる機会

を活用して輸入を抑制することが正当化される，という論理があり，これらの措置は「自国

の食料安全保障の確保が最優先される」という考え方において一貫しているように思われ

る。そして，ロシアの農産物貿易政策の根底 WTO 加盟によってもこの考え方が揺らぐこと

はなく，ウクライナ危機での欧米諸国との対立の深刻化によって一層強化されたように思

われる。 

ロシアが農産物貿易政策によって他国との関係に影響を及ぼすケースが今後も出てくる

かどうか。それはおそらく，ロシアを取り巻く国際状況の全般的な改善と，穀物の輸出余力

の拡充や食肉などの輸入代替がどの程度実現するかによるものと思われる。後者について

言えば，政府が厳しい財政事情の下で農業支持施策を効果的に展開し，アグリビジネスがこ

れに応えて投資と生産の拡大を実現していけるかどうかが問われている。 
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